
災害時における市町相互応援に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、栃木県内の市町において災害が発生し、被災市町のみでは、十分な応急処置が実

施できない場合に、被災市町が県内他市町に要請する応援業務を円滑に実施するため、災害対策基

本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条第２項第１２号及び第６７条第１項の規定に基づき、相互応援に

関し、必要な事項について定めるものとする。 

 

 （応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資の提供及びあっせん 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん 

(4) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

(5) 火葬場の提供及びあっせん 

(6) ごみ、し尿等の処理のための車両及び施設の提供及びあっせん 

(7) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、事務職、技能職等の職員の派遣 

(8) ボランティアのあっせん 

(9) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 

 （応援要請の手続き） 

第３条 被災市町は、次の事項を明らかにして、口頭、電話又は電信により要請を行い、後日、速やかに

文書をもってその内容を通知するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号から第６号に掲げるものの品名、数量等 

(3) 前条第７号に掲げるものの職種別人員 

(4) 応援の場所及び経路 

(5) 応援を希望する期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 

 （応援の自主出動） 

第４条 災害が発生し、緊急に応援出動をすることが必要と認めた市町は、自主的に出動できるものとす

る。 

２  自主的に出動した応援市町は、被災状況等の情報を収集し、その情報を被災市町に提供するととも

に当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。 

３  前項による応援については、被災市町からの応援要請があったものとみなす。 
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 （応援経費の負担） 

第５条 応援に要した費用は、被災市町の負担とする。ただし、前条に規定する被災地の情報収集活動

に要した経費は、応援市町の負担とする。 

２  前項の規定にかかわらず、被災市町の被災状況等を勘案し、特段の事情が認められるときは、応援

に要した経費の負担については、被災市町と応援市町との間で協議して定める。 

 

 （経費の一時繰替え支弁） 

第６条 応援市町は、被災市町が前条に規定する経費を支弁することが困難であり、かつ、その要請が 

  あったときは、当該経費を一時繰替え支弁するものとする。 

 

 （災害補償等） 

第７条 応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその活

動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、本人又はその遺族に対

する補償は、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の規定に基づき、応援市町が行うもの

とする。 

２  応援活動に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従

事中に生じたものについては被災市町が、被災市町への往復の途上において生じたものについては応

援市町が、賠償するものとする。 

 

 （県の役割） 

第８条 県は、この協定が円滑に実施できるよう、市町に対し支援・協力を行うものとする。 

 

 （連絡の窓口） 

第９条 市町の相互応援に関する連絡窓口は防災主管課とし、災害が発生したときは、速やかに必要な

情報を相互に連絡するものとする。 

 

 （補則） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町が協議して定めるものとする。 

 

   附 則 

１ この協定は、令和４年２月 22 日から適用する。 

２ 平成 8 年７月 30 日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

この協定の締結は、県内全ての市町長の承諾書をもって証し、協定書を栃木県及び各市町において

保有する。 

 

 

令和４年２月 22 日 
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                    宇都宮市長      佐 藤 栄 一 

 

                    足利市長       早 川 尚 秀 

 

                    栃木市長       大 川 秀 子 

 

                    佐野市長       金 子   裕 

 

                    鹿沼市長       佐 藤   信 

 

                    日光市長       粉 川 昭 一 

 

                    小山市長       浅 野 正 富 

 

                    真岡市長       石 坂 真 一 

 

                    大田原市長      津久井 富 雄 

 

                    矢板市長       齋 藤 淳一郎 

 

                    那須塩原市長     渡辺 美知太郎 

 

                    さくら市長      花 塚 隆 志 

 

                    那須烏山市長     川 俣 純 子 

 

                    下野市長       広 瀬 寿 雄 

 

- 3 -



                    上三川町長      星 野 光 利 

 

                    益子町長       大 塚 朋 之 

 

                    茂木町長       古 口 達 也 

 

                    市貝町長       入 野 正 明 

 

                    芳賀町長       見 目   匡 

 

                    壬生町長       小 菅 一 弥 

 

                    野木町長       真 瀬 宏 子 

 

                    塩谷町長       見 形 和 久 

 

                    高根沢町長      加 藤 公 博 

 

                    那須町長       平 山 幸 宏 

 

                    那珂川町長      福 島 泰 夫 

 

                    栃木県知事      福 田 富 一 
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災害時における市町相互応援に関する協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、｢災害時における市町相互応援に関する協定｣（以下｢協定｣という。）の運用に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （応援職員の携行品） 

第２条 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料等を携行するものとする。 

 

 （応援職員に対する便宜の供与） 

第３条 被災市町は、災害応急対策に支障のない範囲で、必要に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせ

んその他の便宜を供与するものとする。 

 

 （応援職員の派遣に要する経費負担等） 

第４条 協定第５条第１項に定める経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次の

とおりとする。 

(1) 被災市町が負担する経費の額は、応援市町が定める規定により算定した当該職員等の旅費の額及

び諸手当の額の範囲内とする。 

(2) 前号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町及び応援市町が

協議して定めるものとする。 

 

（経費の支払方法） 

第５条 応援市町が、協定第６条の規定に基づき、応援に要する経費を繰替支弁した場合には、次に定

めるところにより算出した額について、被災市町に請求するものとする。 

(1) 応援職員等の派遣については、前条に規定する額 

(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 

(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

(4) 車両、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理

費 

(5) 施設の提供については、借上料 

(6) 協定第２条第９号に規定する事項については、その実施に要した額 

２  前項に定める請求は、応援市町長名による請求書（関係書類添付）により、被災市町長に請求するも

のとする。 

 

   附 則   

１ この実施細目は、令和４年２月 22 日から適用する。 

２ 平成８年 7 月 30 日から適用した実施細目は、これを廃止する。 
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２－23－３  震災時等の相互応援に関する協定（関東地方知事会） 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、関東地方知事会を組織する知事の協議により、東京都、

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県及び

長野県（以下「都県」という。）において、地震等による災害又は武力攻撃

事態等若しくは緊急対処事態（以下「災害」という。）において、被災した

都県（避難住民（都県以外からの避難住民を含む。）を受入れている都県を

含む。以下「被災都県」という。）独自では十分な災害応急対策が実施でき

ない場合において、災害対策基本法第５条の２、同法第８条第２項第１２号

及び同法第７４条第１項の規定又は武力攻撃事態等における国民の保護のた

めの措置に関する法律第３条第４項及び同法第１７２条第４項の規定並びに

同法第３２条第２項第６号及び同法第１８２条第１項の規定による地方公共

団体相互の広域的な連携協力に関する基本方針の内容並びに友愛精神に基づ

き、都県が相互に救援協力し、被災都県の応急対策及び復旧対策を円滑に実

施するため、必要な応援その他の事項について定める。 

 

（連絡窓口） 

第２条 都県は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、都県にお

いて激甚な災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。 

２ 都県は、災害時の情報交換手段を確保するため、複数の通信連絡網整備に

努めるものとする。 

 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 物資等の提供及びあっせん 

   ア 食料、飲料水及びその他の生活必需物資 

   イ 避難、救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物

資 

   ウ 避難、救援及び救助活動に必要な車両・舟艇等 

 (2) 応急対策に必要な職員の派遣等 

   ア 避難、救援、救助及び応急復旧等に必要な職員 

   イ ヘリコプターによる情報収集等 

   ウ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアのあっせん 

 (3) 施設又は業務の提供若しくはあっせん 

   ア 傷病者の受入れのための医療機関 
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   イ 被災者を一時収容するための施設 

   ウ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務 

   工 仮設住宅用地 

   オ 輸送路の確保及び物資拠点施設 

 (4) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 都県は、前項の応援が円滑に実施できるよう、物資、資機材等の確保、備

蓄に努めるものとする。 

 

（カバー都県・協力都県の設置） 

第４条 都県は、協議により、被災都県に対し直接応援をする都県（以下「カ

バー都県」という。）をあらかじめ定めることができる。 

２ カバー都県は、被災都県を直接人的・物的に支援するほか、被災都県を応

援する都県の選定及び連絡調整並びに国や全国知事会等との連絡調整に関し、

被災都県を補完することを主な役割とする。 

３ カバー都県以外で被災しなかった都県（以下「協力都県」という。）は、被

災都県又はカバー都県からの要請に基づき、被災都県の応援に協力するもの

とする。 

 

（幹事都県の役割） 

第５条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（以下「全国

協定」という。）第３条第１項に規定する関東地方知事会の幹事県（以下「幹

事都県」という。）は、全国協定第３条第５項の規定に掲げる役割を担うもの

とする。 

 

（幹事代理都県の設置） 

第６条 幹事都県が被災等によりその事務を遂行できなくなった場合、幹事都

県に代わって職務を代行する都県（以下「幹事代理都県」という。）を置く。 

２ 幹事代理都県は、別に定める順序に従い幹事都県が指名する。 

 

（連絡員の派遣） 

第７条 災害が発生し、被災都県から連絡員の派遣の求めがあったとき、又は

カバー都県が必要があると認めたときは、カバー都県は、被災都県に対して

連絡員を派遣し、被災地の情報収集を行うものとする。 

２ カバー都県は、連絡員を派遣する場合においては、派遣職員自らが消費又

は使用する物資を携行するなど自律的活動に努めるものとする。 
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（応援要請の方法） 

第８条 応援を受けようとする都県は、次の事項について、カバー都県に対し

口頭又は文書で要請を行い、応援する都県が決定した後に、応援することと

なった都県に対し、文書を提出するものとする。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 第３条第１項各号に掲げる応援の要請内容 

 (3) 応援の場所及び応援場所への経路 

 (4) 車両、航空機、船舶の派遣場所 

 (5) 応援の期間 

 (6) 要請担当責任者氏名及び連絡先 

 (7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 

（応援の自主出動） 

第９条 カバー都県及び協力都県は、前条の規定にかかわらず、緊急に応援出

動をすることが必要と認められるときは、第７条の規定による連絡員が収集

した情報等により自主的に応援活動に出動できるものとする。 

２ カバー都県及び協力都県は、前項による自主出動を実施した際には、被災

都県及び他の都県に対して、出動の連絡を行うものとする。 

３ カバー都県及び協力都県は、自主的な応援活動のために職員を派遣する場

合においては、第７条第２項に準じて、自律的活動に努めるものとする。 

 

 （応援受入れ体制） 

第 10 条 都県は、災害時における他の都県からの連絡員、応援要員及び応援物

資等を受け入れるための体制、施設及び場所等をあらかじめ定めておくもの

とする。 

 

（応援経費の負担） 

第 11 条 応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、応援を

受けた都県が負担するものとする。 

２ 応援を受けた都県が、前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、

応援を受けた都県から要請があった場合には、応援した都県は、当該費用を

一時繰替（国民保護に関しては「立替え」と読み替える。）支弁するものとす

る。 

３ 第７条の規定による連絡員の派遣及び被災地における情報収集活動に要し

た経費は、カバー都県が負担するものとする。 

４ 前３項の規定によりがたいときは、その都度、応援を受けた都県と応援し
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た都県の間で協議して定めるものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第 12 条 この協定は、全国協定及び都県が個別に締結する災害時の相互応援協

定等を妨げるものではない。 

 

（訓練の実施） 

第 13 条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を

適時実施するものとする。 

 

（資料の交換） 

第 14条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、

国民の保護に関する計画その他参考資料を相互に交換するものとする。 

 

（連絡会議の設置） 

第 15 条 都県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、

連絡会議を設置するものとする。 

 

（その他） 

第 16 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項に

ついては、都県が協議して別に定めるものとする。 

 

 

附則 この協定は、平成８年６月１３日から適用する。 

２ 昭和５２年６月１６日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成１４年３月３１日から適用する。 

２ 平成８年６月１３日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成１６年２月２４日から適用する。 

２ 平成１４年３月３１日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成２０年２月６日から適用する。 

２ 平成１６年２月２４日に締結された協定は、これを廃止する。 

附則 この協定は、平成２５年７月３１日から適用する。 

２ 平成２０年２月６日に締結された協定は、これを廃止する。 
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附則 この協定は、平成３１年３月３１日から適用する。 

２ 平成２５年７月３１日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

  この協定の締結を証するため、本協定書１０通を作成し、各都県記名押印

のうえ、各１通を保有する。 

 

  平成３１年３月３１日 
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２－23－４ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（全国知事会） 

 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第23号）第５条の２及び第８条

第２項第１２号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、

各地域のブロック知事会（以下「ブロック」という。）で締結する災害時の相互応援

協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整

の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるも

のとする。 

２ 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

成16年法律第112号）が適用される事態に準用する。 

 

（都道府県の役割） 

第２条 都道府県は、応援を必要とする都道府県（以下「被災県」という。）に対して、

相互扶助の精神に基づき、全国知事会の調整の下で行われる全国的な広域応援に協

力するものとする。 

２ 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県

間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築する

ことに努めるものとする。 

 

（ブロック幹事県の設置等） 

第３条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置

く。 

ブロック名 構成都道府県名 

北海道東北地方知事会 

 

関東地方知事会 

 

中部圏知事会 

 

近畿ブロック知事会 

 

中国地方知事会 

四国知事会 

九州地方知事会 

北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 

福島県 新潟県 

東京都 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 

神奈川県 山梨県 静岡県 長野県 

富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 長野県 

静岡県 福井県 滋賀県 

福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 

和歌山県 兵庫県 鳥取県 徳島県 

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 

鹿児島県 沖縄県 山口県 
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２ 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるとこ

ろによるものとする。 

３ 幹事県は、原則として各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県をもって充て

る。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道

府県を幹事県とした場合は、この限りでない。 

４ 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道

府県ごとに支援を担当する都道府県（カバー（支援）県）を定めるなど、ブロック

内での支援体制の構築に努めるものとする。 

５ 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調

整を行い、ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場

合には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。 

６ 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック

内で速やかに協議のうえ、幹事県に代わって職務を行う都道府県（以下「幹事代理

県」という。）を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告

するものとする。 

 

（災害対策本部等の設置） 

第４条 全国知事会は、本協定に定める広域応援等の調整を行う場合は、必要に応じ

て災害対策本部等を設置することができる。 

２ 災害対策本部等の設置及び運営等は、全国知事会会長が別に定める。 

 

（広域応援の実施） 

第５条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第３条第５項に基づ

く広域応援の要請があった場合には、全国的な広域応援を実施するため、都道府県

に対して応援の要請を行う。 

２ 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努

めなくてはならない。 

３ 通信の途絶等により、第３条第５項の要請がなされない場合にあっても、広域応

援の必要があると認められる場合には、全国知事会は第１項に規定する応援の要請

を行うことができる。 

 

（業務の代行） 

第６条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合

には、近畿ブロック知事会の幹事県が、前条の広域応援に関する業務を代行する。 

２ 前項の場合において、近畿ブロック知事会の幹事県による広域応援に関する業務

の代行が困難なときは、九州地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行

する。 
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３ 前２項の規定による業務の代行が困難な場合は、災害等による被害の状況等を踏

まえ、全国知事会会長が、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長及び副委員

長の意見を聴いた上で、広域応援に関する業務を代行する都道府県を決定するもの

とする。 

 

（経費の負担） 

第７条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域

応援を受けた被災県の負担とする。ただし、被災県と広域応援を行った都道府県と

の間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。 

２ 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、

広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え（国民保護に関しては「立替え」

と読み替える。以下同じ。）支弁を求めることができるものとする。 

３ 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁

をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。 

 

（他の協定との関係） 

第８条 この協定は、都道府県がブロック別及び個別に締結する災害時の相互応援協

定等を妨げるものではない。 

 

（訓練の実施） 

第９条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、

必要な訓練を適時実施するものとする。 

 

（その他） 

第10条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項について

は、全国知事会会長が別に定めるものとする。 

 

附則 この協定は、平成18年７月12日から適用する。 

２ 平成８年７月18日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成19年７月12日から適用する。 

２ 平成18年７月12日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成24年５月18日から適用する。 

２ 平成19年７月12日に締結された協定は、これを廃止する。 
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附則 この協定は、平成30年11月９日から適用する。 

２ 平成24年５月18日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、令和３年11月22日から適用する。 

２ 平成30年11月９日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、令和６年１月１日から適用する。 

２ 令和３年11月22日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 

この協定の締結を証するため、協定書の正本を全国知事会において保有するととも

に、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。 

 

 

令和６年１月31日 
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那須町 

那須塩原市 

矢板市 塩谷町 

那珂川町 

さくら市 

高根沢町 那須烏山市 

茂木町 
市貝町 

益子町 

芳賀町 

真岡市 

下野市 

上三川町 壬生町 

宇都宮市 

栃木市 
佐野市 

足利市 

鹿沼市 

日光市 

－中央ブロック－ 
宇都宮消防（代表消防機関） 

大田原市 

小山市 

野木町 

栃  木  県 

栃木県消防長会 

栃木県広域消防応援等計画 

 

栃 木 市 消 防 本 部 石橋地区消防組合消防本部 

那 須 地 区 消 防 本 部 

－南東ブロック－ 
小山消防（第１代行・幹事消防本部） 

石橋消防（幹事消防本部代行） 

芳賀消防 

－南西ブロック－ 
足利消防（幹事消防本部） 

佐野消防（幹事消防本部代行） 

栃木消防 

南那須地区広域行政事務組合消防本部 

芳賀地区広域行政事務組合消防本部 

－北東ブロック－ 
那須消防 

（第２代行・幹事消防本部） 

塩谷消防（幹事消防本部代行） 

南那須消防 

－北西ブロック－ 
日光消防（幹事消防本部） 

鹿沼消防（幹事消防本部代行） 

日光市消防本部 

宇 都 宮 市 消 防 局 

鹿 沼 市 消 防 本 部 

佐 野 市 消 防 本 部 

足利市消防本部 

塩谷広域行政組合消防本部 

小山市消防本部 
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1 

 

栃木県広域消防応援等計画 

 

第１章 総則 

 

 （本計画の目的） 

 第１ この計画は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号。以下「法」という。）第３

９条（特殊災害消防相互応援協定書（昭和５６年５月２０日締結。以下「協定書」と

いう。）を含む。）及び第４３条に基づき、栃木県広域消防応援隊（以下「県内応援隊」

という。）の効率的かつ円滑な活動及び運用ができる体制の確保を図ることを目的とす

る。 

  （用語の定義） 

 第２ この計画において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次

の各号に定めるところによる。 

（１）被災地とは、大規模災害等が発生した市町をいう。 

 （２）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

 （３）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

 （４）指揮者とは、被災地の市町長又は当該市町長の委任を受けた消防長をいう。 

 （５）応援消防機関とは、県内応援隊を出動させる又は出動させた消防機関をいう。 

 （６）県内応援隊とは、被災地に対し、県内各消防機関から参集した応援隊をいう。 

 （７）中隊とは、第二次応援体制における、消火、救助、救急等の任務単位をいい、中

隊長の職には、原則として、県内応援隊長の所属する消防本部の職員をもって充て

るものとする。 

（８）代表消防機関とは、栃木県内消防機関の代表として、栃木県及び各消防機関との

連絡調整、情報交換を行う消防機関をいい、宇都宮市消防局がその任にあたる。た

だし、宇都宮市消防局管内での災害発生等により、その任務を遂行できない場合は、

次の消防本部がこれを代行（以下「代表消防機関代行」という。）するものとする。 

適用順序 消防本部名 

１ 小山市消防本部 

２ 那須地区消防本部 

（９）ブロックとは、県内応援隊の編成、出動等を効率的にするため、栃木県を５つの区

域に分けた地区をいう。 

 （10）県内各ブロックにおける幹事消防本部及びブロック内消防機関は、次のとおりと

する。なお、幹事消防本部管内での災害発生等により、その任務を遂行できない場

合は幹事消防本部代行がこれを代行するものとする。 
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2 

 

 

 （11）現地合同調整所とは、災害現場において、関係機関間における情報共有及び活動調

整等を行うための拠点をいう。 

  （応援体制） 

 第３ 第一次応援体制では、被災地消防本部の応援要請に対し、当該ブロック内の他の消

防機関が応援出動する。ただし、宇都宮市消防局にあっては、北西ブロック幹事消防本

部に要請し、当該ブロック内消防機関が応援出動する。 

 ２ 第二次応援体制では、被災地消防本部の応援要請に対し、県内の消防機関が応援出動

する。 

  （県内応援隊統括班長及び県内応援隊長の指定） 

 第４ 県内応援隊統括班長とは、第二次応援体制に基づく応援が決定された場合に、指揮

本部内で県内応援隊の管理を行うため応援参集した班員の長をいい、代表消防機関職員

（代表消防機関が任務を遂行できない場合は代表消防機関代行職員とする。以下同じ。）

を充てるものとする。 

 ２ 県内応援隊長とは、第二次応援体制に基づく応援が決定された場合に、災害現場にお

いて県内応援隊の活動の指揮をする者をいい、代表消防機関職員を充てるものとする。 

 

第２章 指揮体制及び情報連絡体制 

 

  （指揮系統） 

 第５ 指揮系統については、図１のとおりとする。 

２ 指揮者は、指揮本部を統括し、被災地の活動隊を指揮するものとする。 

 ３ 県内応援隊統括班長は、指揮者の指揮の下で、県内応援隊の管理を行うものとする。 

 ４ 県内応援隊長は、指揮者の指揮に基づく、県内応援隊統括班長の管理の下で、当該

県内応援隊の活動の指揮を行うものとする。 

 ５ 中隊長は、県内応援隊長の管理の下で、小隊の活動を管理するものとする。 

ブロック 幹事消防本部 
ブロック内消防機関 

（○印は幹事消防本部代行） 

中央 宇都宮市消防局 － 

南東 小山市消防本部 
○石橋地区消防組合消防本部 

芳賀地区広域行政事務組合消防本部 

北東 那須地区消防本部 
○塩谷広域行政組合消防本部 

南那須地区広域行政事務組合消防本部 

南西 足利市消防本部 
○佐野市消防本部 

栃木市消防本部 

北西 日光市消防本部 ○鹿沼市消防本部 
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 ６ 小隊長は、中隊長の管理の下で、隊員の活動を管理するものとする。 

 ７ 第一次応援体制時の県内応援隊は、指揮者の指揮の下又は被災地消防本部指揮隊の

指揮の下で消防応援活動を行うものとする。 

  （情報連絡体制） 

 第６ 栃木県、被災市町、代表消防機関、被災地消防本部及び県内応援隊等は、迅速か

つ効率的な広域消防応援活動を実施するため、次により、被害状況、活動状況及び活

動の調整等の連絡を行うものとする。連絡窓口は、別表１－１、１－２のとおりとし、

応援体制が決定した後、速やかに別記様式１により情報連絡体制等の明確化を図るも

のとする。 

 ２ 第一次応援体制時の連絡系統は次に掲げるとおりとする。 

 （１）被災地消防本部は当該幹事消防本部へ連絡し、当該幹事消防本部は、当該ブロッ

ク内消防機関、栃木県及び代表消防機関へ連絡するものとする。 

 （２）幹事消防本部から連絡を受けた栃木県は、他ブロック消防機関へ連絡するものと

する。 

 ３ 第二次応援体制時の連絡系統は次に掲げるとおりとする。 

 （１）被災地消防本部は、栃木県及び代表消防機関へ連絡し、栃木県は被災地消防本部

及び代表消防機関以外の消防機関へ連絡するものとする。 

 ４ 情報連絡の手段は、次に掲げるとおりとする。 

 （１）栃木県、市町、指揮本部、現地指揮所等及び関係機関等間の連絡は、電話（災害

時優先通信、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク、市町防災行政無線、衛星

携帯電話その他災害時に有効な通信を行える手段を含む。以下同じ。）とする。 

 （２）活動中の被災地消防本部及び県内応援隊の各隊長間の連絡は、原則として主運用

波１とする。（別表２ 県内の無線通信運用体制のとおり） 

  （情報共有） 

 第７ 栃木県、被災地消防本部及び県内応援隊等は、支援情報共有ツールを活用し情報

の共有に努めるものとする。 

 

第３章 応援要請 

 

  （応援要請準備） 

 第８ 被災地消防本部は、災害の規模等に照らし、他の消防機関の応援要請が予想され

る場合は、速やかに被害状況をとりまとめ、別記様式１－１、１－２により当該幹事

消防本部又は栃木県及び代表消防機関へ要請の準備を行うものとする。なお、第一次

応援体制、第二次応援体制の判断は、被災地消防本部の長が行うものとする。 

  （第一次応援体制に基づく要請） 

 第９ 被災地消防本部は、ブロック内の消防機関への応援要請が必要と判断した場合は、
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被災地の市町長に報告後、幹事消防本部に対して、直ちに電話により要請するものと

し、災害概要及び活動内容等を把握した段階で、ファクシミリ（これと併せて電子メ

ールによっても可能とする。以下同じ。）により別記様式１－１、１－２を連絡する。 

 ２ 応援要請を受けた幹事消防本部は、その旨をブロック内消防機関に連絡し、応援出

動の可否等をとりまとめ、その結果を被災地消防本部、栃木県及び代表消防機関へ報

告する。 

 ３ 応援消防機関は、被災地消防本部、幹事消防本部、栃木県及び代表消防機関に対し

て、別記様式５により出動隊の報告を行う。 

 ４ 出動隊の報告を受けた栃木県は、他ブロック消防機関へ連絡するものとする。 

 ５ 第一次応援体制から第二次応援体制に移行する場合は、第 10 の手続きによるものと 

  する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 （第二次応援体制に基づく要請） 

 第 10 被災地消防本部は、県内の消防機関への応援要請が必要と判断した場合は、幹事

消防本部及び代表消防機関と調整の上、被災地の市町長に報告後、栃木県及び代表消

防機関に対して、直ちに電話により要請するものとし、災害概要及び活動内容等を把

握した段階で、ファクシミリにより別記様式１－１、１－２を連絡する。 

③報告 

①応援要請 

(別記様式1-1、1-2) 

被 災 地 消 防 本 部 

②応援調整 

第一次応援体制要請の流れ 

⑤連絡 

③報告 

ブロック内消防機関 

④出動隊報告 

(別記様式5） 

幹事消防本部 

栃木県 

代表消防機関 

 
 

他ブロック消防機関 

④出動隊報告 

(別記様式5） 
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 ２ 応援要請を受けた栃木県は、県内消防機関に対して、別記様式２により出動可能隊

数の報告の求めを行う。 

 ３ 県内消防機関は、栃木県に対して、別記様式３により出動可能隊数の報告を行う。 

４ 栃木県と代表消防機関は、出動隊について調整の上、県内応援隊を編成する。 

 ５ 栃木県は、別記様式４により県内応援隊の出動の求めを応援消防機関に対して行い、

併せて被災地消防本部へ報告を行う。 

 ６ 応援消防機関は、被災地消防本部、栃木県及び代表消防機関に対して、別記様式５

により出動隊の報告を行う。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （知事による応援指示） 

第11 知事は、被災地との通信断絶等により、連絡手段が取れない場合、又は、栃木県

消防防災航空隊による状況調査の結果等により知事が非常事態と認めた場合は、被災

地消防本部からの連絡要請を待たずに県内各消防機関に対し、出動可能隊数の調査（別

記様式２）を行うものとし、代表消防機関等と協議の上、県内応援隊を編成し、出動

を指示するものとする。 

 ２ 知事は、県内の被害状況、県内の消防力、被災地市町等の消防力及び県内応援隊の

消防力を考慮し、緊急消防援助隊の出動が必要な非常事態と判断した場合は、法第４

４条第１項に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊の応援等の要請を行うもの

③出動可能 

隊数の報告 

(別記様式 3) 

連絡調整 

②出動可能隊数 

報告の求め 

(別記様式 2) 

※別記様式 1-2添付 

①応援要請 

(別記様式 

1-1、1-2) 

第二次応援体制要請の流れ 

被 災 地 消 防 本 部 

④報告 

(別記様式 4) 

栃木県 
代表消防機関 

 
 

県内消防機関 

④出動の 

求め 

(別記様式 4) 

⑤出動隊 

の報告 

(別記様式５) 

⑤出動隊 

の報告 

(別記様式５) 

④出動の求め 

(別記様式 4) 

⑤出動隊 

の報告 

(別記様式５) 

⑤出動隊 

の報告 

(別記様式５) 

①応援要請 

(別記様式 

1-1、1-2) 

幹事消防本部 

 連絡調整 
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とする。 

 ３ 緊急消防援助隊の応援要請に係る事項については、栃木県緊急消防援助隊受援計画

に定めるとおりとする。 

 

第４章 受援体制 

 

  （指揮本部の設置） 

 第 12 被災地消防本部は、県内応援隊の応援出動が決定した場合において、同隊を円滑

に運用し、災害防御及び人命救助等の消防活動を実施するため、指揮本部を設置する

ものとする。 

なお、指揮本部体制等については、各消防機関受援計画で定めるものとする。 

  （県内応援隊統括班の設置） 

 第 13 指揮者は、第二次応援体制に基づく応援が決定した場合は、指揮本部内に県内応

援隊統括班を設置し、次に掲げる事務を行うものとする。 

 （１）県内応援隊の管理及び安全管理に関すること 

 （２）被害状況及び災害対策等の各種情報の集約、整理及び共有に関すること 

 （３）緊急消防援助隊出動決定時における応援等支援班の管理に関すること 

 （４）その他必要な事項に関すること 

 ２ 県内応援隊統括班は次に掲げる班員で構成するものとする。 

 （１）代表消防機関職員（２名） 

 （２）当該ブロック内消防機関（被災地消防本部を除く）職員（４名） 

 （３）代表消防機関及び当該ブロック内消防機関（被災地消防本部を除く）のみでは班

員６名を確保できない場合において、代表消防機関代行が班員の不足を補う。 

 ３ 県内応援隊統括班に派遣された代表消防機関職員は、県内応援隊統括班長として、

県内応援隊統括班を統括するものとする。 

  （現地合同調整所の設置） 

 第 14 指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、栃木県ＤＭＡＴ等関係機関間にお

ける情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて現地合同調整所を設置するも

のとする。 

  （任務付与及び情報提供） 

 第 15 指揮者は、指揮本部に到着した県内応援隊統括班長より県内応援隊の進出状況等

の報告を受け、次に掲げる事項について任務付与及び情報提供をするものとする。 

 （１）災害の現況 

 （２）活動場所及び任務 

 （３）活動中の隊名、部隊数、現場指揮隊長名 

 （４）活動方針 
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 （５）使用無線系統 

 （６）安全管理上の注意事項 

 （７）その他必要な事項 

  （市町災害対策本部への派遣） 

 第 16 指揮本部は、市町に設置された災害対策本部と緊密な連携を図るため、当該市町

災害対策本部へ職員を派遣するものとする。 

  （県災害対策本部への派遣） 

 第 17 指揮本部及び代表消防機関は、県に設置された災害対策本部と緊密な連携を図る

ため、県災害対策本部へ職員を派遣するものとする。 

  （県内応援隊の進出拠点） 

 第 18 県内応援隊の活動及び集結等のための進出拠点は、次に掲げる事項を考慮し別表

３のとおりとする。 

 （１）地理的条件の良い幹線道路の近接場所 

 （２）多数の隊が集結できる場所 

 （３）避難所と異なる場所 

 （４）その他進出拠点として適当と思われる場所 

 ２ 指揮本部は、必要に応じ進出拠点を設置するものとする。 

  （誘導員の配置） 

 第 19 指揮本部は、県内応援隊の誘導員を必要に応じて確保するものとする。 

  （その他） 

 第 20 医療機関の所在は、別表４のとおりとする。 

 ２ 各消防機関等は、消防活動上必要な地図を事前に整備するものとする。 

 

第５章 応援等出動 

 

  （応援準備） 

 第 21 応援消防機関は、大規模災害等の発生を覚知した場合、あらかじめ定めた部隊編

成等に基づき、次の事項について検討を行うものとする。 

 （１）応援出動の可否 

 （２）対応可能な災害種別 

 （３）応援必要資機材 

 （４）残留消防力 

 （５）その他必要な事項 

  （県内応援隊統括班員の派遣） 

 第 22 県内応援隊の応援出動が決定した場合は、第 13 第 2 項に定める該当消防本部は、

指揮本部へ県内応援隊統括班員を派遣するものとする。 
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 ２ 県内応援隊統括班は、県内応援隊及び関係機関と連絡を取り、効率的な活動を行う

ため、携帯無線機等の通信機器を持参するものとする。 

 ３ 県内応援隊統括班に派遣する職員については、各消防機関で事前に指名しておくも

のとする。 

（県内応援隊の部隊編成） 

 第 23 県内応援隊の第一次第二次別の部隊編成は、ブロック内消防機関間で協議の上、

あらかじめ定めるものとし、栃木県及び代表消防機関に報告するものとする。 

（応援活動のための資機材） 

第 24 県内応援活動に備え、各消防機関は保有資機材の状況を明らかにするとともに、

その整備に努めるものとする。 

（県内応援隊の応援出動） 

 第 25 県内応援隊の応援出動が決定した場合、応援消防機関は、次に掲げる事項につい

て確認し、速やかに出動するものとする。 

 （１）被災地の被害状況 

 （２）活動地域及び任務 

 （３）災害対応に必要な資機材 

 （４）活動拠点及び出動ルート 

  （現場到着報告） 

 第 26 県内応援隊長は、現地到着後、速やかに隊名、規模及び保有資機材等について現

場指揮隊長及び県内応援隊統括班長に対して報告するとともに、次に掲げる事項につ

いて確認するものとする。 

 （１）災害の現況 

 （２）活動場所及び任務 

 （３）活動中の隊名、隊数 

 （４）活動方針 

 （５）使用無線系統 

 （６）安全管理上の注意事項 

 （７）その他活動上必要な事項 

 ２ 県内応援隊は、現地到着後、隊名、規模及び保有資機材等について、県内応援隊長

に対して報告するとともに、前項の事項について情報を共有するものとする。 

  （応援の期間） 

 第 27 応援の期間は、各消防機関からの出動時から帰署（所）までの間とする。 

  （応援の中断） 

 第 28 応援消防機関の事情等で県内応援隊の派遣を中止しなければならない特別な事由

が生じた場合、応援消防機関は、指揮者及び県内応援隊統括班長に連絡の上、応援を

中断することができる。 
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第６章 後方支援活動 

 

  （後方支援体制） 

 第 29 指揮者は、第二次応援体制時において、県内応援隊の活動が長期化し後方支援活

動が必要と判断した場合は、県内応援隊統括班長と協議の上、県内応援隊の活動が円

滑かつ効果的に行われるように、人員搬送、燃料調達、食料調達等の後方支援体制を

構築するものとする。 

２ 栃木県及び県内消防機関は、後方支援体制の整備のため相互協力に努めるものとす

る。 

  （後方支援活動拠点） 

 第 30 後方支援活動拠点は別表５のとおりとする。 

 ２ 指揮本部は、栃木県及び代表消防機関と協議の上、必要に応じ後方支援活動拠点を

設置するものとする。 

  （後方支援隊の任務） 

 第 31 後方支援隊は、県内応援隊の活動が円滑かつ効果的に行われるように、次に掲げ

る任務を行うものとする。 

 （１）後方支援場所の設置及び維持 

 （２）物資の調達及び搬送 

 （３）車両及び資機材の保守管理 

 （４）交代要員の搬送 

 （５）活動の記録 

 （６）その他必要な事項 

  （県内応援隊の交代） 

 第 32 応援消防機関は、県内応援隊の活動が長期化した場合、応援消防機関ごとに出動

隊の活動期間を決定し、交代要員を派遣するものとする。 

 ２ 応援消防機関は、出動隊の交代要員を派遣した場合、被災地消防本部、栃木県及び

代表消防機関に対して、別記様式５により出動隊の報告を行うものとする。 

 

第７章 活動終了 

 

  （県内応援隊引揚げの決定） 

 第 33 第一次応援体制における県内応援隊引揚げの決定は次のとおりとする。 

 （１）指揮者は、現地指揮所等からの活動報告を総合的に勘案し、県内応援隊の活動終

了を判断するものとする。 

 （２）指揮者は、県内応援隊引揚げの決定をした場合、第６の方法により関係機関へ連
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絡するものとする。 

 ２ 第二次応援体制における県内応援隊引揚げの決定は次のとおりとする。 

 （１）指揮者は、現地指揮所等及び県内応援隊長からの活動報告、県内応援隊統括班長

との調整の結果等を総合的に勘案し、県内応援隊の活動終了を判断するものとする。 

（２）指揮者は、県内応援隊引揚げの決定をした場合、県内応援隊統括班長を経由し、

各県内応援隊へ連絡するとともに、第６の方法により関係機関へ連絡をするものとす

る。 

  （活動終了報告） 

 第 34 第一次応援体制に基づき参集した県内応援隊は、県内応援隊引揚げの決定がされ

た場合、次に掲げる事項を現地指揮所等へ報告の上、被災地から引揚げるものとし、

報告を受けた現地指揮所等は、指揮者へ報告するものとする。 

 （１）活動概要（場所、時間、隊数等） 

 （２）活動中の異常の有無 

 （３）隊員の負傷の有無 

 （４）車両、資機材等の損傷の有無 

 （５）その他必要な事項 

 ２ 第二次応援体制に基づき参集した県内応援隊長は、県内応援隊の引揚げが決定され

た場合、当該県内応援隊について、前項に掲げる事項を県内応援隊統括班長へ報告し、

被災地から引揚げるものとし、報告を受けた県内応援隊統括班長は、指揮者へ報告す

るものとする。 

  （帰署（所）報告） 

 第 35 県内応援隊が帰署（所）した場合、当該隊の属する消防機関は、次に掲げる機関

へ、速やかにその旨を報告するものとする。 

 （１）第一次応援体制 栃木県、代表消防機関及び幹事消防本部 

 （２）第二次応援体制 栃木県及び代表消防機関 

  （活動結果報告） 

 第 36 出動した県内応援隊の属する消防機関は、別記様式６により活動結果報告を次に

掲げる機関へ報告するものとする。 

 （１）第一次応援体制 栃木県、代表消防機関及び幹事消防本部 

 （２）第二次応援体制 栃木県及び代表消防機関 

 

第８章 その他 

 

  （消防応援等連絡会議の実施） 

 第 37 栃木県は、消防の応援及び受援体制の円滑な推進を図るため、県内消防機関及び

関係機関等と消防応援等連絡会議を開催するものとする。 
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  （訓練） 

 第 38 栃木県及び代表消防機関は、第一次応援体制及び第二次応援体制の迅速かつ円滑

な運用を図るため、情報伝達、県内応援隊編成及び指揮運用等について訓練を実施す

るものとする。 

  （経費の負担） 

 第 39 応援に要した費用は、協定書第７条に定める経費の負担とする。 

 附則 

 この計画は、平成３０年４月１日から施行する。 
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※指揮本部の体制は各消防本部受援計画で定める。

指　　揮　　系　　統　　図

12

※第一次応援体制から第二次応援体制に移行した場合における、ブロック内消防機関小隊長の指揮命令系統について
は、活動の状況に応じ指揮者が定める。

被災地消防本部
小 隊 長

被災地消防本部
小 隊 長

栃木県知事
(消防防災航空隊)

図 １

第一次応援体制

第二次応援体制

ブロック内消防機関
小 隊 長

ブロック内消防機関
小 隊 長

指

揮

者

栃木県知事
(消防防災航空隊)

被
災
地
消
防
本
部
指
揮
隊
長

指

揮

者
中 隊 長

中 隊 長

中 隊 長

小 隊 長

小 隊 長

小 隊 長県
内
応
援
隊
統
括
班
長

県
内
応
援
隊
長

被
災
地
消
防
本
部
指
揮
隊
長
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栃木県
災害対策本部 現地派遣職員 県災害対策本部への派遣職員

災害対策本部 指揮本部 県内応援統括班

TEL

県内応援隊長
所属 氏名
TEL

氏名
TEL

統括班長 所属本部長 職・氏名 TEL 本部長 職・氏名

メールアドレス メールアドレス メールアドレス
TEL FAX 地域衛星回線 TEL

TEL FAX
FAX地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線

消防防災無線 消防防災無線
ＮＴＴ回線 TEL FAX

消防防災無線 TEL FAX TEL FAX
ＮＴＴ回線 TEL FAX ＮＴＴ回線 TEL FAX

設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

（　　　　　）市町

中隊長
所属 氏名
TEL

中隊長
所属 氏名
TEL

別記様式１

（　　　　　　　　　　　　　）災害に係る栃木県広域消防応援隊連絡体制
平成　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　現在

TEL

所属

職・氏名 TEL派遣場所 職・氏名

TEL

栃木県広域消防応援隊

中隊長
氏名

ＮＴＴ回線 TEL FAX
消防防災無線 TEL FAX
地域衛星回線 TEL FAX
メールアドレス

本部長 職・氏名 TEL

航空運用調整班
所属 職・氏名
TEL FAX

設置場所 ：
派遣場所

13
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別記様式１－１ 

 

 

 

   ［     ブロック      消防本部（局）     課（係）氏名         ］ 

 

災  害  状  況  報  告 
（※様式は任意でよい。枚数が不足する場合は複数枚で報告すること） 

災害発生日時       年    月    日     時    分 

重大被害発生地域 

（災害種別） 

住所・周辺概況等 被害状況及び今後の災害推移 

  

  

  

  

人的・物的被害 

（死者・負傷者） 
 

現在の対応状況 

広域応援活動の概要 

（出動体制・活動概要等） 

 

その他（災害に関する情報を記入すること） 

 

  年  月  日   時  分 

情報提供 第        報 
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別記様式１－２ 

 栃木県広域消防応援隊の応援要請連絡  
 

栃 木 県 知 事 

代表消防機関の長 

幹事消防本部の長 

被災地消防本部の長  

 

栃木県広域消防応援隊の応援要請について（第一次・第二次） 

 消防組織法第３９条の規定に基づき、平成  年  月  日  時  分に電話により行っ

た栃木県広域消防応援隊の応援等の要請について、詳細の災害の状況等を報告します。 

災害発生日時      年     月     日      時      分 

災 害 発 生 場 所 
 

災害の種別・状況  

人 的 ・ 物 的 

被 害 の 状 況 

 

応援要請日時     年    月    日      時      分 

必要応援隊 

 

(応援の必要がある隊

名に○をし、希望する

隊数を記入する) 

部    隊    種    別 

消 火 隊  
特 殊 

災 害

隊 

毒 劇 物 等 対 応 隊  

救 助 隊   Ｎ災害対応隊  

救 急 隊   Ｂ災害対応隊  

特に指定なし   Ｃ災害対応隊  

大規模危険物火災等対応隊  

特 殊 

装 備 

隊 

水 難 救 助 隊  

消防活動二輪隊  

そ の 他 の 隊   

応 援 隊 の 進 出 拠 点 及 び 到 着 ル ー ト 決定（添付書類  部）・未決定 

指 揮 体 制 及 び 無 線 運 用 体 制 決定（添付書類  部）・未決定 

その他の情報 

（必要資機材、装備等） 
 

その他の添付書類  

連 絡 

責任者 

消防機関名 担当課 職 氏名 電話・ＦＡＸ番号 

 
   TEL   -   -    

FAX   -   -    

 

第        報 

 年   月   日 
様 
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別記様式２ 

 栃木県広域消防応援隊の出動可能隊数の報告の求め  

 

年  月  日  

 

消 防 機 関 の 長   様 

     

                                栃 木 県 知 事 

 

栃木県広域消防応援隊の出動準備及び出動可能隊数の報告の求め（第二次応援体制） 

 

   年   月   日    時    分頃、栃木県      市・町において、 

（災害名）                  が発生しており、栃木県広域消防応援隊の出動を

求める可能性がありますので、下記の隊について、貴消防本部の現在の出動可能な隊数を至急把握し、

別記様式３にて３０分以内に報告願います。 

併せて、次の連絡で被災地への出動の求めがなされた場合、迅速に出動できるよう各隊の出動の準

備をお願いします。 

 

出動を求める可能性がある部隊（○印のついたもの） 

隊 種 別 指定  部 隊 種 別 指定 

指 揮 隊   特殊 

災害 

隊 

毒 劇 物 等 対 応 隊  

消 火 隊   大規模危険物火災対応隊  

救 助 隊   特殊 

装備 

隊 

水 難 救 助 隊  

救 急 隊   消 防 活 動 二 輪 隊  

後方支援隊   その他の特殊な隊  

 

※ 連絡事項 

 

 

問い合わせ先：栃木県消防防災課消防救急担当 

 防災行政ネットワーク電話  発信特番－500－2132   電話  028－623－2132 

 防災行政ネットワークＦＡＸ 発信特番－500－2146   ＦＡＸ 028－623－2146 
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別記様式３ 

 栃木県広域消防応援隊の出動可能隊数の報告  
 

年  月  日  時  分 

栃 木 県 知 事   様 

 

消 防 機 関 の 長 

 

 

（災害名）                      （第二次応援体制） 

 

 隊 種 別 隊  数 人  数 備  考 

指 揮 隊    

消 火 隊    

救 助 隊    

救 急 隊    

後方支援隊    

特 殊 

災 害 

隊 

毒 劇 物 等 対 応 隊    

大規模危険物火災対応隊    

特 殊  

装 備 

隊 

水 難 救 助 隊    

消 防 活 動 二 輪 隊    

その他の特殊な装備隊    

合   計    

 

 

             連絡担当課                        

             連絡責任者                        

             電話番号 防災ネットワーク                

                  ＮＴＴ                     
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別記様式４ 

 栃木県広域消防応援隊の出動の求め  
 

 

 

消 防 機 関 の 長    様 

                                栃 木 県 知 事 

 

栃木県広域消防応援隊の応援要請について（第二次応援体制） 

次のとおり栃木県広域消防応援隊の応援を求めます。 

災害発生日時      年     月     日      時      分 

災 害 発 生 場 所 
 

災害の種別・状況  

人 的 ・ 物 的 

被 害 の 状 況 

 

応援要請日時     年    月    日      時      分 

必要応援隊 

 

（応援の必要がある

部隊名に、希望する隊

数を記入する） 

  隊    種    別 
宇
都
宮 

小
山 

石
橋 

芳
賀 

那
須 

塩
谷 

南
那
須 

足
利 

佐
野 

栃
木 

日
光 

鹿
沼 

消 火 隊             

救 助 隊             

救 急 隊             

特
殊
災
害
隊 

毒劇物等対応隊             

 Ｎ災害対応隊             

Ｂ災害対応隊             

Ｃ災害対応隊             

大規模危険物火災等対応隊             

特
殊
装
備
隊 

水難救助隊             

消防活動二輪隊             

その他の隊              

応援隊の集結場所及び到着ルート：添付書類  部 指揮体制及び無線運用体制：添付書類  部 

その他の情報 

（必要資機材、装備等） 
 

その他の添付書類  

連 絡 

責任者 

消防機関名 担当課 職 氏名 電話・ＦＡＸ番号 

 
   TEL   -   -    

FAX   -   -    

 

第        報 

  年   月   日 
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別記様式５ 

 栃木県広域消防応援隊の出動報告  
年  月  日  

栃 木 県 知 事 

代表消防機関の長    様 

被災地消防本部の長 

 

応援消防機関の長 

 

栃木県広域消防応援隊出動隊の報告について（第一次・第二次） 

栃木県広域消防応援等計画第３章第９、第 10 に基づき、下記のとおり報告いたします。 

派遣隊名 指 揮 隊 救助隊 救急隊 消火隊   

派

遣

車

両

等 

車  種       

登 録 番 号       

無線呼出名称       

携 帯 電 話       
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派遣隊名 指 揮 隊 救助隊 救急隊 消火隊   

派

遣

隊

員

名

簿

（

階

級

・

氏

名

） 

隊 長       

隊 員 

      

      

      

      

計 名 名 名 名 名 名 

総 計 名            

集結場所 

到着予定日時 

午前 

       年      月      日        時       分頃 

午後 

集結ルート  

その他特記事項 

（携行資機材等） 
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別記様式６ 

 栃木県広域消防応援隊活動報告  
１ 出動の状況 

消 防 機 関 名  

災 害 名  

出 動 先 市 町  

応援要請を受けた年月日 年       月      日 

出動した期間 

出 動 し た 日 時 年       月      日      時  

帰署（所）した日時 年       月      日      時  

期 間 日間  

出動の

状 況 

隊 の 種 類 出動隊数 出 動 車 両 等 出動隊員数 

指 揮 隊 隊 

指 揮 車 台 人 

通 信 車 台 人 

そ の 他 の 車 両 台 人 

消 火 隊 隊 

消防ポンプ自動車 台 人 

水槽付き消防ポンプ自動車 台 人 

化学消防ポンプ車 台 人 

そ の 他 の 車 両 台 人 

救 助 隊 隊 

救助工作車Ⅱ型 台 人 

救助工作車Ⅲ型 台 人 

そ の 他 の 車 両 台 人 
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出動の

状 況 

隊 の 種 類 出動隊数 出 動 車 両 等 出動隊員数 

救 急 隊 隊 

高 規 格 救 急 車 台 人 

それ以外の救急車 台 人 

後 方 支 援 隊 隊 

支 援 車 台 人 

資 機 材 搬 送 車 台 人 

そ の 他 台 人 

毒劇物等対応隊 隊 

特 殊 車 両 台 人 

そ の 他 の 車 両 台 人 

特 
 

殊 
 

装 
 

備 
 

部 
 

隊 

消 防 活 動 二 輪 隊 隊 自 動 二 輪 車 台 人 

水 難 救 助 隊 隊 

水 難 救 助 車 台 人 

そ の 他 の 車 両 台 救助艇 艇 

その他の特殊装備隊 隊 

は し ご 自 動 車 台 人 

屈折はしご自動車 台 人 

電源車・照明車 台 人 

大 型 水 槽 車 台 人 

空気ボンベ充填車 台 人 

そ の 他 の 隊 隊 

（          ） 台 人 

（          ） 台 人 

（          ） 台 人 

合     計 隊 

車 両 台  

 延 べ 台 人 
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２ 活動の状況 

現地到着日時  

現地を離れた日時  

主な活動内容 

活動場所  

活動概要  

活動開始日時  

活動時間  

活動隊数  

活動中の異常の有無  

隊員の負傷の有無  

車両、資機材の損傷  

その他特記事項  
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電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ

中央 宇都宮市消防局 宇都宮市大曽2-2-21 028-625-5599 028-625-3001 009-651-02 009-651-01 u35040001@city.utsunomiya.tochigi.jp

○ ● 小山市消防本部 小山市神鳥谷1700-2 0285-39-6660 0285-31-0182 009-654-02 009-654-01 d-tsuushinshirei@city.oyama.lg.jp

◇ 石橋地区消防組合消防本部 下野市下石橋246-1 0285-53-1119 0285-53-6853 009-656-02 009-656-01 shobo-ishibashi@119-ifd.or.jp

芳賀地区広域行政事務組合消防本部 真岡市荒町107-1 0285-82-0119 0285-80-8789 009-659-02 009-659-01 fdhatuushin-1@hagakouiki.jp

○ ● 那須地区消防本部 大田原市中田原868-12 0287-28-5111 0287-28-5112 009-657-02 009-657-01 shireika@fire119-nasu.jp

◇ 塩谷広域行政組合消防本部 矢板市富田94-1 0287-40-1119 0287-43-3713 009-664-02 009-664-01 keibou@fire-shioya.jp

南那須地区広域行政事務組合消防本部 那須烏山市神長880-1 0287-82-2009 0287-83-2006 009-662-02 009-662-01 f_honbu_keibou@minaminasukouiki.jp

● 足利市消防本部 足利市大正町863 0284-71-9222 0284-72-9555 009-652-02 009-652-01 tsusin@city.ashikaga.lg.jp

◇ 佐野市消防本部 佐野市富岡町1391 0283-22-4433 0283-22-4441 009-663-02 009-663-01 119.shirei@city.sano.lg.jp

栃木市消防本部 栃木市平柳町1-34-5 0282-22-0119 0282-23-6562 009-658-02 009-658-01 fd-shirei@city.tochigi.lg.jp

● 日光市消防本部 日光市豊田442-1 0288-21-0016 0288-21-2235 009-653-02 009-653-01 sirei-fs@city.nikko.lg.jp

◇ 鹿沼市消防本部 鹿沼市上殿町520-1 0289-63-1141 0289-62-8234 009-661-02 009-661-01 tsushin@city.kanuma.lg.jp

◎・・・栃木県代表消防機関　　○・・・代表代行消防機関　　　●・・・ブロック幹事消防機関　　　　　◇・・・ブロック幹事代行消防機関　　　　

南西

北西

衛星通信ネットワーク

災害時における消防本部連絡先

E-mailｱﾄﾞﾚｽ

南東

別表　１-1

北東

ＮＴＴ

ブロック 消防本部名 本部所在地

◎
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別表　１－２

電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ

中央 宇都宮市消防局 宇都宮市災害対策本部 宇都宮市旭町1-1-5 028-632-2052 028-632-7123 009-616-02 009-616-01

【風水害時】小山市中央町1-1-1 0285-22-9313 0285-22-8972 009-608-02 009-608-01

【震災時】小山市神鳥谷1700-2 0285-39-6661 0285-29-0119 009-654-02 009-654-01

野木町災害対策本部 野木町丸林571 0280-57-4112 0280-57-4190 009-628-02 009-628-01

下野市災害対策本部 下野市笹原26 0285-40-5555 0285-40-5572 009-627-3521 009-627-01

上三川町災害対策本部 上三川町しらさぎ1-1 0285-56-9115 0285-56-6868 009-613-02 009-613-01

壬生町災害対策本部 壬生町通町12-22 0282-81-1808 0282-82-8262 009-625-02 009-625-01

真岡市災害対策本部 真岡市荒町5191 0285-83-8396 0285-83-8392 009-609-02 009-609-01

益子町災害対策本部 益子町益子2030 0285-72-8826 0285-72-6430 009-621-02 009-621-01

茂木町災害対策本部 茂木町茂木155 0285-63-5632 0285-63-0459 009-622-02 009-622-01

市貝町災害対策本部 市貝町市塙1280 0285-68-1111 0285-68-3227 009-623-02 009-623-01

芳賀町災害対策本部 芳賀町祖母井1020 028-677-6029 028-677-3123 009-624-02 009-624-01

那須塩原市災害対策本部 那須塩原市共墾社108-2 0287-62-7150 0287-62-7220 009-612-02 009-612-01

那須町災害対策本部 那須町寺子丙3-13 0287-72-6901 0287-72-1133 009-645-02 009-645-01

大田原市災害対策本部 大田原市本町1-4-1 0287-23-1115 0287-23-8895 009-610-02 009-645-01

矢板市災害対策本部 矢板市本町5-4 0287-43-1114 0287-43-7501 009-611-02 009-611-01

さくら市災害対策本部 さくら市氏家2771 028-681-1111 028-682-0360 009-636-02 009-636-01

災害時における市町連絡先

管轄消防本部名

ＮＴＴ 衛星通信ネットワーク

ブロック 災害対策本部設置場所災害対策本部名

小山市消防本部

南東

石橋地区消防本部

塩谷広域消防本部

芳賀地区消防本部

小山市災害対策本部

北東

那須地区消防本部
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電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ

塩谷町災害対策本部 塩谷町玉生741 0287-45-1111 0287-45-1840 009-635-02 009-635-01

高根沢町災害対策本部 高根沢町石末2053 028-675-8110 028-675-2409 009-637-02 009-637-01

那須烏山市災害対策本部 那須烏山市中央1-1-1 0287-83-1111 0287-84-3788 009-640-02 009-640-01

那珂川町災害対策本部 那珂川町馬頭409 0287-92-1111 0287-92-2406 009-641-02 009-641-01

足利市消防本部 足利市災害対策本部 足利市本城3-2145 0284-20-2222 0284-21-1384 009-602-02 009-602-01

佐野市消防本部 佐野市災害対策本部 佐野市高砂町1 0283-20-3056 0283-22-9104 009-604-02 009-604-01

栃木市消防本部 栃木市災害対策本部 栃木市万町9-25 0282-22-3535 0282-21-2323 009-603-02 009-603-01

日光市消防本部 日光市災害対策本部 日光市今市本町1 0288-21-5130 0288-21-5137 009-607-1325 009-607-1329

鹿沼市消防本部 鹿沼市災害対策本部 鹿沼市今宮町1688-1 0289-63-2138 0289-63-2143 009-605-02 009-605-01

北西

北東

南那須地区消防本部

塩谷広域消防本部

災害対策本部名 災害対策本部設置場所

ＮＴＴ 衛星通信ネットワーク

南西

ブロック 管轄消防本部名
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【別表２】 栃木県内の無線通信運用体制

栃木県庁
被災地消防本部活動隊

活動波

被災地消防本部

主運用波
(Ｂ県指定波）

航空部隊

統制波１ 活動波 県内応援隊

統制波１

主運用波１

主運用波１

統制波１ 航空波
・
・
・

・
・
・

※原則として、この図のとおり運用するが、災害状況及び活動状況等により、指揮支援部隊長が使用波を指定した場合は、それに準ずる。

統制波１

統制波１ 緊急消防援助隊

主運用波
(Ａ県指定波）

統制波１

栃木県

災害対策本部

指揮本部

県内応援隊

統括班

指揮支援本部

被災地消防本部

指揮隊

県内応援隊長

Ａ県大隊本部

（Ａ県大隊長）

被災地消防本部

各隊

県内応援隊各隊

Ａ県大隊各隊

市町災害

対策本部

Ｂ県大隊本部

（Ｂ県大隊長）
Ｂ県大隊各隊

栃木県消防

防災航空隊
各航空小隊

調整本部

被災地消防

本部職員

指揮支援部隊長

代表消防機関

職員
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度 分 秒 度 分 秒 時間帯 電話番号 FAX番号

ろまんちっく村広場 14,000 芝 昼間 028-665-8800 028-665-8678

ｱｽﾌｧﾙﾄ 200 夜間 028-665-8835

宇都宮市東消防署清原分署 3,000 アスファルト 30 昼間 028-670-5590 028-670-5591

宇都宮市清原工業団地3番3号 夜間 〃 〃

みずほの自然の森公園 322,000 アスファルト 普通車 昼間 028－657-5222

宇都宮市西刑部町1861 500 夜間

小山運動公園 5,603 44 昼間 0285-22-9878 0285-22-9800

小山市向野187 夜間 〃 〃

白鴎大学グランド 17,824 135 昼間 0285-22-1111

小山市大行寺1117 夜間 〃

小山総合公園駐車場 206,000 793 昼間 0285-39-6660 0285-31-0182

小山市外城371-1 夜間 〃 〃

壬生町総合運動公園 5,000 100 昼間 0285-53-1119 0285-53-6853

壬生町大字国谷783-1 夜間 〃 〃

道の駅はが・ロマンの湯 5,390 アスファルト 247 昼間 028-677-1111 028-677-3123

芳賀町大字祖母井842-1 夜間

道の駅もてぎ 4,240 アスファルト 122 昼間 0285-63-1111 0285-83-3746

茂木町大字茂木1090-1 夜間

真岡消防署(福祉ｾﾝﾀｰ) 1,600 アスファルト 46 昼間 0285-82-0119 0285-83-3764

真岡市荒町107-1 夜間 〃 〃

道の駅にのみや 15,243 アスファルト 62 昼間 0285-73-1110 0285-73-1109

真岡市久下田2204-1 夜間 0285-74-1111 0285-74-5050

道の駅ましこ 18,011 アスファルト 150 昼間 0285-72-8835 0285-70-1180

益子町大字長堤2271 大:12普:131身障:7 夜間

いい里さかがわ館 1,500 アスファルト 60 昼間 0285-65-7555 0285-65-7556

茂木町飯362-1 夜間

真岡消防署茂木分署 7,230 アスファルト 25 昼間 0285-82-0119 0285-80-8789

茂木町増井40番1 夜間 0285-82-0119 0285-80-8789

真岡消防署益子分署 4,141 アスファルト 35 昼間 0285-82-0119 0285-80-8789

益子町益子2698-1 夜間 0285-82-0119 0285-80-8789

真岡消防署市貝分署（市貝町役場） 4,150 アスファルト 21 昼間 0285-82-0119 0285-80-8789

市貝町市塙1239-3 夜間 0285-82-0119 0285-80-8789

別表３

陸上隊進出拠点及び到達ルート

管轄消防 地区名 受入方面 ルート 名称・所在地
座標（北緯） 座標（東経） 面積

（ｍ２）
土地の
状況

駐車可
能台数

トイレ 水道 責任者
連絡先

宇都宮市
消防局

中央

福島県・茨城県側
東北自動車道
国道293号線

36 37 57 139 50 10 有 有
宇都宮市長
（㈱ファーマー
スフォレスト）

茨城県側
国道121号線
国道123号線

36 32 0 139 59 1 有 有 清原分署長

群馬県・埼玉県・
茨城県側

北関東自動車道
新国道4号線

36 29 16 139 55 30 有 有
都市整備部公園
管理課

小山市
消防本部

南東

群馬県・埼玉県・
茨城県側

新国道４号線 36 18 37 139 51 27 小山市長

国道４号線 36 18 38 139 47 42 白鴎大学理事長

国道４号線 36 17 51 139 47 9 小山市長

石橋地区
消防本部

埼玉県・茨城県側 北関東自動車道 36 27 39 139 48 45 石橋地区消防長

芳賀地区
消防本部

茨城県側

新国道4号線 36 33 0

常磐自動車道・那珂IC
～国道123号線

36 31 27

140 10 31 有 有 芳賀町長

140 10 29 有 有 茂木町長

新国道4号線 36 26 12 140 1 11 有 有 消防長

国道50号線～国道294線 36 21 53 139 58 06 有 有 真岡市長

国道50号線～県道257号線 有 有 益子町長

国道50号線～県道1号線 有 有 茂木町長

国道50号線～国道123号線 有 有 消防長

国道50号線～県道1号線～国道294号線 有 有 消防長

国道123号線～県道69号線 有 有 消防長
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度 分 秒 度 分 秒 時間帯 電話番号 FAX番号

那須野が原公園 1,800 ｱｽﾌｧﾙﾄ 33 昼間

那須塩原市千本松801-3 夜間

西那須野署 2,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 37 昼間 0287-36-2300 0287-36-8642

那須塩原市三島5-1-25 夜間 〃 〃

にしなすの運動公園 24,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 594 昼間 0287-36-4785 0287-38-0047

那須塩原市高柳10 砂・芝 夜間 〃 〃

道の駅 那須与一の里 25,686 ｱｽﾌｧﾙﾄ 247 昼間 0287-23-8708 0287-23-1507

大田原市南金丸1584-6 夜間

湯津上分署 1,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 18 昼間 0287-98-3235 0287-98-3114

大田原市蛭畑796-1 土 夜間 〃 〃

なかがわ水遊園 2,500 ｱｽﾌｧﾙﾄ 72 昼間

大田原市佐良土2686 芝 夜間

東北自動車道（上り）那須IC 1,900 ｱｽﾌｧﾙﾄ 10 昼間 0287-63-2111

那須町大字高久甲4156-4 夜間 048-757-2034

那須消防署 2,500 ｱｽﾌｧﾙﾄ 46 昼間 0287-72-1215 0287-72-1292

那須町大字寺子乙3967-94 夜間 〃 〃

旧東陽中学校 29,560 土 156 昼間 0287-72-6902

那須町大字芦野100 夜間

東北自動車道黒磯PA 5,292 ｱｽﾌｧﾙﾄ 28 昼間 0287-63-2111

那須塩原市鹿野崎59 夜間 048-757-2034

大原間小学校 18,253 砂 95 昼間 0287-67-1055 0287-65-2694

那須塩原市方京１丁目１４－６ 夜間

道の駅やいた 3,500 アスファルト 30 昼間
0287-44-2189
0287-43-6210

0287-44-2508
0287-43-3324

矢板市矢板114-1 9,700 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

矢板市南産業団地路上 40,000 アスファルト 100 昼間 0287-43-6212 0287-43-9790

矢板市こぶし台 482,000 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

国道4号線 【情報】矢板消防署 2,200 アスファルト 20 昼間 0287-40-1119 0287-43-3713

東北自動車道 矢板市富田94-1 6,297 夜間 〃 〃

矢板運動公園 5,000 アスファルト 50 昼間 0287-43-6218 0287-43-4436

矢板市幸岡1955 174,000 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

道の駅湧水の郷しおや【避難所】 5,000 アスファルト 20 昼間
0287-44-2189
0287-45-1111

0287-44-2508
0287-45-1840

塩谷町大字船生3733−1 12,000 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【情報】塩谷消防署 1,139 アスファルト 20 昼間 0287-40-1119 0287-43-3713

塩谷町大字道下1015-1 2,667 夜間 〃 〃

道の駅きつれがわ【避難所】 5,400 アスファルト 30 昼間
0287-44-2189
028-686-6627

0287-44-2508
028-686-2055

さくら市喜連川4145 22,000 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

鹿子畑パーキング 1,500 アスファルト 20 昼間
0287-44-2189
028-686-6627

0287-44-2508
028-686-2055

さくら市鹿子畑294 3,800 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

別表３

陸上隊進出拠点及び到達ルート

管轄消防 ブロック 受入方面 ルート 名称・所在地
座標（北緯） 座標（東経） 面積

（ｍ２）
土地の
状況

駐車可
能台数

トイレ 水道 責任者
連絡先

那須地区
消防本部

北東

福島県側

東北自動車道 36 55 50 139 56 42 有 有 県管理

東北自動車道 36 53 51 139 58 4 有 有
那須地区消防組
合　西那須野消
防署長

国道4号線 36 53 45 139 59 28 有 有 にしなすの運動公園

茨城県側

国道461号線 36 51 47 140 5 14 有 有 大田原市農政課

国道400号線 36 48 5 140 5 54 有 有
那須地区消防組
合　湯津上分署
長

国道294号線 36 47 41 140 7 53 有 有 県管理

福島県側

東北自動車道 37 0 2 140 2 33 有 有 JH那須管理事務所

国道294号線 37 0 56 140 7 30 有 有
那須地区消防組
合　那須消防署
長

国道294号線 36 58 3 140 9 50 有 有 那須町総務課

東北自動車道 36 57 22 139 59 36 無 無 JH那須管理事務所長

国道4号線 36 55 38 140 0 55 有 有 大原間小学校長

塩谷広域
消防本部

福島県・茨城県側

国道4号線～国道461号線 36 48 18 139 55 16 有 有
矢板土木事務所長
（企画調整部）
矢板市長（農林課）

東北自動車道 36 48 20 139 54 1 有 有
矢板市長
（建設課）

36 47 47 139 55 31 有 有
塩谷広域消防本部
消防長（警防課）

国道461号線 36 45 52 139 46 52 有 有
矢板市長
（生涯学習課）

国道461号線 36 45 52 139 46 52 有 有
矢板土木事務所長
（企画調整部）
塩谷町長（総務課）

国道461号線 36 46 06 139 51 10 有 有
塩谷広域消防本部
消防長（警防課）

茨城県側

国道293号線 36 42 56 140 1 54 有 有
矢板土木事務所長
（企画調整部）
さくら市長（商工観光課）

国道293号線 36 43 3 140 3 24 有 有
矢板土木事務所長
（企画調整部）
さくら市長（商工観光課）
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度 分 秒 度 分 秒 時間帯 電話番号 FAX番号

【情報】喜連川消防署 1,100 アスファルト 10 昼間 0287-40-1119 0287-43-3713

さくら市喜連川794-2 2,654 外10 夜間 〃 〃

さくらスタジアム【避難所】 3,500 アスファルト 30 昼間 028-688-8566 028-688-8596

さくら市櫻野1789 151,000 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【情報】氏家消防署 2,200 アスファルト 20 昼間 0287-40-1119 0287-43-3713

さくら市櫻野908 4,934 夜間 〃 〃
高根沢町町民広場【避難
所】

6,500 アスファルト 50 昼間 028-675-3175 028-675-3173

高根沢町大字石末1825 100,000 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【情報】高根沢消防署 2,000 アスファルト 20 昼間 0287-40-1119 0287-43-3713

高根沢町大字石末898-3 5,057 夜間 〃 〃

うわだいらパーキング 1,800 アスファルト 20 昼間 0287-44-2189 0287-44-2508

塩谷町上平7052 5,000 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

鬼怒グリーンパーク【広域災害対策拠点】 3,800 アスファルト 30 昼間 028-675-1909 028-675-5604

高根沢町大字宝積寺861 253,000 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

那須烏山消防署 15,555 アスファルト 100 昼間 0287-82-2009 0287-83-2006

那須烏山市神長880－1 夜間 〃 〃

那珂川消防署 7,232 アスファルト 60 昼間 0287-92-2800 0287-92-2844

那珂川町馬頭2337－1 夜間 〃 〃

総合運動場 3,342,473 アスファルト 100 昼間 0284-41-3963 0284-43-1248

足利市田所町1123 夜間

中央消防署 2,364 砂利 20 昼間 0284-41-3194 0284-42-9920

足利市大正町863 夜間 0284-71-9222 0284-72-9555

河南消防署 2,060 アスファルト 20 昼間 0284-71-1000 0284-73-4491

足利市堀込町190-1 夜間 0284-71-9222 0284-72-9555

河南消防署南分署 2,514 砂利 20 昼間 0284-71-2000 0284-73-4484

足利市上渋垂町1223 夜間 0284-71-9222 0284-72-9555

中央消防署西分署 3,492 アスファルト 20 昼間 0284-62-0119 0284-62-9461

足利市葉鹿町2-3-2 夜間 0284-71-9222 0284-72-9555

東北自動車道佐野藤岡IC 1,500 12 昼間 0283-23-7937

佐野市西浦町19-2 夜間 0570-024-024

栃木市総合運動公園 26,400 アスファルト 97 昼間 0282-23-2523 0282-23-5467

栃木市川原田町760 夜間 〃 〃

栃木市消防署西方分署 1,371 アスファルト 5 昼間 0282-92-2203 0282-92-2466

栃木市西方町金井293-1 夜間 〃 〃

栃木市消防署大平分署 1,309 アスファルト 16 昼間 0282-43-3500 0282-43-3741

栃木市大平町蔵井2001-2 夜間 〃 〃

県営都市みかも山公園 3,173 アスファルト 98 昼間 0282-55-7272 0282-55-5666

栃木市藤岡町大田和地内 夜間

別表３

陸上隊進出拠点及び到達ルート

管轄消防 地区名 受入方面 ルート 名称・所在地
座標（北緯） 座標（東経） 面積

（ｍ２）
土地の
状況

駐車可
能台数

トイレ 水道 責任者
連絡先

塩谷広域
消防本部

北東

茨城県側

国道293号線 36 43 16 140 1 51 有 有
塩谷広域消防本部
消防長（警防課）

国道293号線 36 41 41 139 58 48 有 有
さくら市町
（教育委員会スポーツ振興
課さくらスタジアム）

国道293号線 36 41 13 139 58 54 有 有
塩谷広域消防本部
消防長（警防課）

県道宇都宮・烏山線 36 38 19 140 0 5 有 有 高根沢町長

県道宇都宮・烏山線 36 37 43 139 59 44 有 有
塩谷広域消防本部
消防長（警防課）

群馬県・埼玉県側

県道63号線 36 43 44 139 52 49 有 有
矢板土木事務所長
（企画調整部）

国道4号線 36 37 15 139 58 22 有 有
鬼怒グリーンパー
ク管理事務所長

南那須地区
消防本部

茨城県側

国道294号線 36 39 24 140 7 58 有 有
南那須地区消防
長
(那須烏山消防

国道293号線 36 44 16 140 9 15 有 有
南那須地区消防
長
(那珂川消防署）

足利市
消防本部

南西

群馬県・埼玉県側

北関東自動車道
国道293号線

36 20 32 139 27 46 有 有
足利市総合運動
場管理事務所

北関東自動車道
国道293号線

36 19 20 139 29 10 有 有 中央消防署長

国道50号線 36 18 18 139 26 49 有 有 河南消防署長

国道50号線 36 18 １ 139 28 42 有 有 南分署長

県道桐生・岩舟線 36 21 59 139 23 16 有 有 西分署長

佐野市
消防本部

埼玉県側 東北自動車道 36 17 23 139 37 16 佐野藤岡料金所

栃木市
消防本部

群馬県・埼玉県側

東北自動車道
北関東動車道

36 23 51 139 43 39 有 有 栃木市長

東北自動車道
北関東動車道

36 26 59 139 45 31 有 有 西方分署長

国道50号線 36 20 27 139 42 52 有 有 大平分署長

国道50号線 36 17 52 139 37 49 有 有 公園管理事務所長
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度 分 秒 度 分 秒 時間帯 電話番号 FAX番号

国道119号線 東武バスターミナル 3,500 アスファルト 50 昼間 0288-54-0137

日光宇都宮道路・日光IC 日光市松原町4-3 夜間

日光市日光運動公園 3,500 アスファルト 50 日光市公共施設 昼間 0288-54-1585

日光市所野2832-2 芝 振興公社 夜間

上三依塩原温泉口駅駐車場 2,511 アスファルト 72 昼間 0288-76-4100 0288-76-1110

日光市大字上三依804 夜間 〃 〃

日光市消防本部 6,000 アスファルト 66 昼間 0288-21-0016 0288-21-2235

日光市豊田442-1 夜間 0288-21-0016 0288-21-2235

今市青少年ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 32,000 アスファルト 140 昼間 0288-26-1155 0288-26-4706

日光市根室609-1 夜間 0288-26-1155 0288-26-4706

国道119号線 大沢分署 3,000 アスファルト 40 昼間 0288-26-9991 0288-26-9993

日光宇都宮道路・大沢IC 日光市木和田島1562-2 夜間 0284-71-9222 0284-72-9555

日光市今市文化会館 3,000 アスファルト 220 昼間 0288-22-6213 0288-22-5016

日光市平ヶ崎160 夜間

日光だいや川公園 55,000 アスファルト 300 昼間 0288-23-0111

日光市瀬川844 夜間

鬼怒川レジャー公園 39,900 アスファルト 昼間 0288-76-4100 0288-76-1110

日光市鬼怒川温泉大原35 芝 夜間

中岩河川公園 17,150 アスファルト 446 昼間 0288-76-4111 0288-76-1110

日光市高徳地先 芝 夜間 〃 〃

鹿沼市消防本部 16,000 アスファルト 100 昼間 0289-63-1141 0289-62-8234

鹿沼市上殿町520-1 芝 夜間 〃 〃

鹿沼市消防署東分署 2,000 アスファルト 50 昼間 0289-63-1141 0289-62-8234

鹿沼市さつき町１４－２ 夜間 〃 〃

別表３

陸上隊進出拠点及び到達ルート

管轄消防 地区名 受入方面 ルート 名称・所在地
座標（北緯） 座標（東経） 面積

（ｍ２）
土地の
状況

駐車可
能台数

トイレ 水道 責任者
連絡先

日光市
消防本部

北西

群馬県・福島県側

36 44 52 139 37 13 有 有 東武日光駅長

県道日光今市線 36 44 47 139 38 14 有 有

福島県側 国道121号線 37 0 49 139 43 42 有 有
藤原行政ｾﾝﾀｰ長
（地域振興・防災
係）

群馬県・福島県側 国道119号線 36 44 4 139 42 21 有 有 日光市消防長

福島県・茨城県側

国道119号線 36 42 29 139 46 38 有 有 センター所長

36 41 6 139 44 58 有 有 日光市消防長

群馬県・福島県側

日光宇都宮道路・今市IC 36 43 23 139 40 48 有 有 今市文化会館指定管理者

国道121号線 36 43 59 139 39 47 有 有 管理事務所長

福島県側

国道121号線 36 48 0 139 42 23 有 有
藤原行政ｾﾝﾀｰ長
（地域振興・防災
係）

国道121号線 36 46 45 139 42 35 有 有
藤原行政ｾﾝﾀｰ長
（藤原観光課）

鹿沼市
消防本部

群馬県・埼玉県側

東北自動車道 36 32

有

52 139 45 13 有 有

鹿沼市消防長

鹿沼市消防長

東北自動車道 36 31 57 139 48 39 有
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連絡先

度 分 秒 度 分 秒 電話番号

宇都宮市
（福）恩賜財団済生会
支部栃木県済生会 宇都宮市竹林町911-1

内、神内、呼内、消内、循
内、血、リ、糖、腎、小、
外、呼外、整外、形外、脳
外、循外、耳、産婦、眼、
皮、泌、精、放、麻、リハ、
救、臨検、病

36 34 45 139 54 2 130 028-626-5500

宇都宮市
独立行政法人地域医療
機能推進機構 宇都宮市南高砂町11-17

内、呼、小、外、整外、脳
外、呼外、皮、泌、産婦、
眼、耳、リハ、放、麻、循
内、消内、腎内

36 28 57 139 52 16 30 028-653-1001

宇都宮市
独立行政法人国立病院
機構 宇都宮市中戸祭1-10-37

内、精、神内、呼、消、循、
小、外、整外、脳外、呼外、
小外、皮、泌、産婦、眼、
耳、リハ、放、麻、歯、小
歯、歯口、ア

36 34 46 139 51 59 80 028-622-5241

下野市 学校法人自治医科大学 下野市薬師寺3311-1

内、精、神内、呼、消、循、
ア、リ、小、外、整外、形
外、美外、小外、脳外、呼
外、心外、皮、泌、産、婦、
眼、耳、リハ、放、麻、歯
口、病、救

36 23 59 139 51 38 216 0285-44-2111

壬生町 学校法人獨協学園 壬生町北小林880

内、内代内、精、神内、呼・
ア、消内、循・腎内、心・血
内、リ、小、外、乳、整外、
形外、脳外、皮、泌、産婦、
眼、頭頸・耳、リハ、放、
麻、小外、呼外、血・腫内、
形成・美外、歯口、救、病

36 28 21 139 49 31 232 0282-86-1111

芳賀地区消防本部 真岡市
日本赤十字社栃木県支
部 真岡市台町2461

内、神内、血、精、呼内、消
内、循内、ア、リ、小、外、
消外、整外、脳外、皮、泌、
産婦、眼、耳、放、麻、救
歯、歯口

36 26 14 140 0 26 50 0285-82-2195

那須地区消防本部 大田原市
日本赤十字社栃木県支
部 大田原市中田原1081-4

内、神内、呼内、消内、循
内、循外、血、ア、リ、小、
外、整外、形外、脳外、呼
外、消外、皮、泌、産婦、
眼、耳、リハ、放、救、麻、
歯口、腎、糖、病、他

36 52 55 140 2 15 80 0287-23-1122

塩谷広域消防本部 矢板市
学校法人国際医療福祉
大学 矢板市富田77

内、神内、呼内、消内、循
内、血、小、外、整外、脳
外、消外、乳、皮、泌、産
婦、眼、耳、リハ、放、病、
麻、他

36 47 53 139 55 31 40 0287-44-1155

南西 足利市消防本部 足利市
日本赤十字社栃木県支
部 足利市五十部町284-1

消内、神内、呼内、循内、
小、外、整外、形外、脳外、
呼外、心外、皮、泌、産婦、
眼、リハ、麻、歯口、腎、
救、病、消外、他

36 20 25 139 25 14 155 0284-21-0121

日光市消防本部 日光市 学校法人獨協学園 日光市高徳632
内、呼、消、ア、循、外、整
外、泌、放、麻、腎、神内、
皮、形外、感、他

36 47 1 139 42 22 20 0288-76-1515

鹿沼市消防本部 鹿沼市
上都賀厚生農業協同組
合連合会 鹿沼市下田町1-1033

内、精、神内、呼内、消内、
循内、リ、小、外、整外、形
外、脳外、呼外、皮、泌、産
婦、眼、耳、放、麻、リハ、
救、歯口、心内、病、他

36 33 42 139 45 3 30 0289-64-2161

那須赤十字病院

経営主体

国際医療福祉大学塩谷病院

足利赤十字病院

獨協医科大学病院

中央 宇都宮市消防局

済生会宇都宮病院

独立行政法人地域医療機能推進機構う
つのみや病院

独立行政法人国立病院機構栃木医療セ
ンター

ブロック 管轄消防機関名 市町名 所在地病院名

芳賀赤十字病院

自治医科大学附属病院

南東

石橋地区消防本部

北東

北西

獨協医科大学日光医療センター

上都賀総合病院

別表４

医療機関一覧表（災害拠点病院）

診療科目

座標（北緯） 座標（東経）

収容
能力
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（１）　宇都宮市医師会　　〔収容計画数　817床、うち重症患者　128床〕

度 分 秒 度 分 秒

1 宇都宮市 宇都宮病院 宇都宮市陽南4-6-34 10 36 32 14 139 52 4  028-658-2121

2 宇都宮市 済生会宇都宮病院 宇都宮市竹林町911-1 130 36 34 45 139 54 2  028-626-5500

3 宇都宮市 国立病院機構栃木医療センター 宇都宮市中戸祭1-10-37 80 36 34 46 139 51 59  028-622-5241

4 宇都宮市 皆藤病院 宇都宮市東町22 70 36 34 30 139 55 1  028-661-3261

5 宇都宮市 比企病院 宇都宮市一番町2-11 60 36 33 34 139 53 28  028-635-4161

6 宇都宮市 滝沢病院 宇都宮花房本町2-29 20 36 33 0 139 52 49  028-633-1200

7 宇都宮市 上野病院 宇都宮市天神2-2-15 20 36 33 14 139 53 23  028-636-2035

8 宇都宮市 地域医療機能推進機構うつのみや病院 宇都宮市南高砂町11-17 30 36 28 57 139 52 16  028-653-1001

9 宇都宮市 森病院 宇都宮市飯田町419 20 36 33 52 139 48 50  028-648-6111

10 宇都宮市 宇都宮中央病院 宇都宮市東宿郷2-1-1 10 36 33 28 139 53 59  028-635-1110

11 宇都宮市 宇都宮西が丘病院 宇都宮市長岡町842 20 36 35 36 139 52 44  028-621-3171

12 宇都宮市 栃木県立がんセンター 宇都宮市陽南4-9-13 40 36 32 3 139 52 9  028-658-5151

13 宇都宮市 新直井病院 宇都宮市石井町3385 40 36 31 48 139 55 10  028-656-8600

14 宇都宮市 宇都宮第一病院 宇都宮市宝木本町2313 30 36 38 20 139 50 51  028-665-5111

15 宇都宮市 宇都宮東病院 宇都宮市平出町368-8 25 36 34 16 139 56 49  028-664-1551

16 宇都宮市 飯田病院 宇都宮市塙田3-5-17 24 36 33 46 139 53 16  028-622-4970

17 宇都宮市 宇都宮記念病院 宇都宮市大通り1-3-16 20 36 33 38 139 53 29  028-622-1991

18 宇都宮市 鷲谷病院 宇都宮市下荒針町3618 30 36 33 38 139 50 4  028-648-3851

19 宇都宮市 沼尾病院 宇都宮市星が丘1-7-38 10 36 34 5 139 52 31  028-622-2222

20 宇都宮市 柴病院 宇都宮市竹林町504 10 36 34 53 139 54 33  028-621-8211

21 宇都宮市 宇都宮内科病院 宇都宮市鶴田2-7-29 15 36 33 48 139 51 16  028-648-7555

22 宇都宮市 倉持病院 宇都宮市屋板町400-1 10 36 30 9 139 54 4  028-657-0366

23 宇都宮市 佐藤病院 宇都宮市西3-1-11 5 36 33 21 139 52 45  028-633-9261

24 宇都宮市 宇都宮南病院 宇都宮市八千代1-2-11 8 36 31 58 139 51 38  028-658-5511

25 宇都宮市 原眼科病院 宇都宮市西1-1-11　 4 36 33 35 139 52 46  028-636-5233

26 宇都宮市 国立病院機構宇都宮病院 宇都宮市下岡本町2160 40 36 35 50 139 56 10  028-673-2111

27 宇都宮市 栃木県立岡本台病院 宇都宮市下岡本町2162 10 36 36 2 139 56 14  028-673-2211

28 宇都宮市 白沢病院 宇都宮市白沢町1813-16 6 36 37 51 139 56 0  028-673-0011

29 宇都宮市 藤井脳神経外科病院 宇都宮市中岡本町461-1 20 36 36 20 139 57 40  028-673-6211

（２）　上都賀郡市医師会　　〔収容計画数　170床、うち重症患者　36床〕

度 分 秒 度 分 秒

30 鹿沼市 上都賀総合病院 鹿沼市下田町1-1033 30 36 33 42 139 45 3  0289-64-2161

31 鹿沼市 御殿山病院 鹿沼市今宮町1682 20 36 34 4 139 44 42  0289-64-2131

32 栃木市 西方病院 栃木市西方町金崎273-3 20 36 28 8 139 44 48  0282-92-2323

33 日光市 森病院 日光市今市674 15 36 43 35 139 41 13  0288-22-1024

34 日光市 川上病院 日光市並木町2-5 15 36 43 14 139 41 46  0288-22-2311

35 日光市 今市病院 日光市今市381 25 36 43 22 139 41 8  0288-22-2200

36 日光市 日光市民病院 日光市清滝安良沢町1752-10 20 36 44 59 139 34 34  0288-50-1188

37 日光市 獨協医科大学日光医療センター 日光市高徳632 20 36 47 1 139 42 22  0288-76-1515

38 日光市 足尾双愛病院 日光市砂畑4147-2 5 36 37 44 139 26 2  0288-93-2011

別表４

医療機関一覧表（医師会別）

№ 消防本部名 市町名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

宇都宮市消防局

№ 消防本部名 市町名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

鹿沼市消防本部

栃木市消防本部

日光市消防本部
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（３）　下都賀郡市医師会　　〔収容計画数　101床、うち重症患者　29床〕

度 分 秒 度 分 秒

39 栃木市 とちぎメディカルセンターとちのき 栃木市大町39-5 30 36 23 57 139 44 6  0282-22-7722

40 栃木市 とちぎメディカルセンターしもつが 栃木市大平町川連420-1 50 36 21 57 139 43 40  0282-22-2551

41 栃木市 中野病院 栃木市祝町8-1 5 36 22 49 139 43 51  0282-22-0031

42 栃木市 サンレディースクリニック 栃木市樋ノ口町504-1 2 36 21 43 139 45 20  0282-22-3541

43 栃木市 藤沼医院 栃木市大平町富田592-1 4 36 20 17 139 41 59  0282-43-2233

44 壬生町 多島外科胃腸科 壬生町壬生甲3072-1 2 36 26 9 139 48 28  0282-82-7500

45 栃木市 整形外科メディカルパパス 栃木市大平町西水代1943-1 4 36 19 9 139 42 38  0282-45-1366

46 壬生町 クララクリニック 壬生町壬生甲車塚3312-1 2 36 26 13 139 48 47  0282-83-1311

47 栃木市 おおひらレディスクリニック 栃木市大平町下皆川753 2 36 21 27 139 42 32  0282-43-8211

（４）　小山地区医師会　　〔収容計画数　131床、うち重症患者　27床〕

度 分 秒 度 分 秒

48 下野市 石橋総合病院 下野市下古山1-15-4 30 36 26 31 139 51 19  0285-53-1134

49 下野市 都丸整形外科 下野市文教1-11-16 3 36 26 30 139 51 36  0285-52-1010

50 下野市 小金井中央病院 下野市小金井2-4-3 15 36 23 9 139 50 27  0285-44-7000

51 小山市 光南病院 小山市乙女795 5 36 15 6 139 44 44  0285-45-7711

52 小山市 星野病院 小山市粟宮1-7-8 8 36 17 35 139 47 17  0285-23-7227

53 小山市 関根整形外科医院 小山市駅南町1-9-15 3 36 18 20 139 48 32  0285-27-6713

54 小山市 船田内科外科医院 小山市松沼578 4 36 20 52 139 46 31  0285-37-0010

55 小山市 小山厚生病院 小山市八幡町2-10-6 2 36 18 28 139 47 52  0285-22-1105

56 小山市 新小山市民病院 小山市神鳥谷2251-1 50 36 16 32 139 48 1  0285-36-0200

57 小山市 杉村病院 小山市城山町2-7-18 6 36 18 54 139 48 12  0285-25-5533

58 上三川町 新上三川病院 上三川町上三川2360 5 36 26 9 139 55 14  0285-56-7111

（５）　佐野市医師会　　〔収容計画数　150床、うち重症患者　37床〕

度 分 秒 度 分 秒

59 佐野市 佐野厚生総合病院 佐野市堀米町1728 80 36 19 31 139 34 25  0283-22-5222

60 佐野市 両毛病院 佐野市堀米町1648 5 36 19 25 139 34 25  0283-22-6151

61 佐野市 佐野医師会病院 佐野市植上町1677 30 36 18 14 139 34 55  0283-22-5358

62 佐野市 佐野中央病院 佐野市北茂呂町10-7 5 36 17 55 139 35 26  0283-24-8333

63 佐野市 佐野市民病院 佐野市田沼町1832-1 30 36 22 21 139 34 56  0283-62-5111

（６）　足利市医師会　　〔収容計画数　251床、うち重症患者　74床〕

度 分 秒 度 分 秒

64 足利市 青木病院 足利市本城1-1560 5 36 21 10 139 27 24 0284-41-2213

65 足利市 足利赤十字病院 足利市五十部町284-1 155 36 20 25 139 25 14 0284-21-0121

別表４

医療機関一覧表（医師会別）

№ 消防本部名 市町名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

栃木市消防本部

石橋地区消防本部

栃木市消防本部

石橋地区消防本部

栃木市消防本部

№ 消防本部名 市町村名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

石橋地区消防本部

小山市消防本部

石橋地区消防本部

№ 消防本部名 市町村名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

佐野市消防本部

№ 消防本部名 市町村名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

足利市消防本部
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（６）　足利市医師会　　〔収容計画数　251床、うち重症患者　74床〕

度 分 秒 度 分 秒

66 足利市 足利第一病院 足利市大月町1031 12 36 20 56 139 28 27  0284-44-1212

67 足利市 足利中央病院 足利市下渋垂町447 5 36 18 6 139 28 32  0284-72-8401

68 足利市 今井病院 足利市田中町100 20 36 19 26 139 27 4  0284-71-0181

69 足利市 鈴木病院 足利市栄町1-3412 6 36 20 14 139 26 26  0284-21-2854

70 足利市 長崎病院 足利市伊勢町1-4-7 10 36 19 55 139 27 27  0284-41-2230

71 足利市 本庄記念病院 足利市堀込町2859 10 36 19 12 139 26 6  0284-73-1199

72 足利市 前沢病院 足利市福居町1210 5 36 18 24 139 27 37  0284-71-3191

73 足利市 皆川病院 足利市多田木町1168-1 10 36 18 50 139 31 55  0284-91-2188

74 足利市 浅岡医院 足利市相生町387 4 36 20 15 139 27 40  0284-41-8188

75 足利市 栃木産科婦人科医院 足利市錦町14 4 36 19 47 139 27 48  0284-41-3378

76 足利市 医療法人廣和会両毛クリニック 足利市中川町3546-5 5 36 19 43 139 25 35  0284-72-5522

（７）　塩谷郡市医師会　　〔収容計画数　73床、うち重症患者　14床〕

度 分 秒 度 分 秒

77 矢板市 矢板南病院 矢板市乙畑1735-9 10 36 45 15 139 57 8  0287-48-2555

78 矢板市 きうち産婦人科医院 矢板市富田548-1 4 36 47 52 139 56 3  0287-43-5600

79 矢板市 国際医療福祉大学塩谷病院 矢板市富田77 10 36 47 53 139 55 31  0287-44-1155

80 矢板市 尾形クリニック 矢板市末広町45-3 3 36 48 17 139 56 9  0287-43-2230

81 矢板市 佐藤病院 矢板市土屋18 2 36 49 53 139 57 0  0287-43-0758

82 矢板市 村井胃腸科外科クリニック 矢板市木幡1308-20 2 36 47 38 139 56 19  0287-40-3055

83 さくら市 黒須病院 さくら市氏家2650 30 36 40 47 139 58 5  028-682-8811

84 高根沢町 菅又病院 高根沢町花岡2351 5 36 39 20 140 0 16  028-676-0311

85 高根沢町 高根沢中央病院 高根沢町光陽台3-16-1 5 36 37 6 139 59 23  028-675-1133

86 塩谷町 尾形医院 塩谷町玉生570-1 2 36 46 14 139 51 0  0287-45-2222

（８）　那須郡市医師会　　〔収容計画数　272床、うち重症患者　76床〕

度 分 秒 度 分 秒

87 大田原市 那須赤十字病院 大田原市中田原1081-4 80 36 52 55 140 2 15  0287-23-1122

88 大田原市 那須中央病院 大田原市下石上1453 15 36 51 21 139 56 54  0287-29-2121

89 大田原市 室井病院 大田原市末広1-2-5 15 36 51 38 140 1 14  0287-23-6622

90 大田原市 原眼科医院 大田原市末広1-5-27 6 36 51 39 140 1 1  0287-24-0011

91 大田原市 藤田医院 大田原市野崎2-7-14 4 36 50 42 139 57 26  0287-29-0010

92 那須塩原市 菅間記念病院 那須塩原市大黒町2-5 40 36 58 17 140 2 58  0287-62-0733

93 那須塩原市 黒磯病院 那須塩原市高砂町3-5 3 36 58 26 140 3 13  0287-62-0961

94 那須塩原市 那須脳神経外科病院 那須塩原市野間453-14 20 36 55 51 140 4 45  0287-62-5500

95 那須塩原市 福島整形外科病院 那須塩原市弥生町1-10 12 36 58 23 140 3 21  0287-62-0805

96 那須塩原市 栃木県医師会塩原温泉病院 那須塩原市下塩原1333 20 36 57 50 139 49 57  0287-32-4111

97 那須塩原市 国際医療福祉大学病院 那須塩原市井口537-3 50 36 54 44 139 58 16  0287-37-2221

98 那須町 見川医院 那須町湯本212 4 37 5 44 139 59 54  0287-76-2204

99 那須塩原市 那須塩原クリニック健康増進センター 那須塩原市前弥六51-1 3 36 56 11 140 0 52  0287-67-1570

座標(北緯) 座標(東経)

別表４

医療機関一覧表（医師会別）

№ 消防本部名 市町村名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

足利市消防本部

№ 消防本部名 市町村名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

塩谷広域消防本部

№ 消防本部名 市町村名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

電 話 番 号

那須地区消防本部

35- 53 -



（９）　南那須医師会　　〔収容計画数　54床、うち重症患者　16床〕

度 分 秒 度 分 秒

100 那須烏山市 烏山台病院 那須烏山市瀧田1868-18 10 36 40 36 140 8 47  0287-82-2739

101 那須烏山市 那須南病院 那須烏山市中央3-2-13 20 36 39 38 140 9 10  0287-84-3911

102 那珂川町 高野病院 那珂川町馬頭2068 10 36 44 3 140 9 39  0287-92-2520

103 那珂川町 坂本クリニック 那珂川町北向田187 5 36 44 50 140 9 3  0287-92-1166

104 那珂川町 佐藤医院 那珂川町小川2960-1 4 36 45 40 140 7 9  0287-96-2841

105 那珂川町 鈴木整形外科 那珂川町小川419-1 5 36 45 23 140 8 20  0287-96-2811

（10）　芳賀郡市医師会　　〔収容計画数　72床、うち重症患者　9床〕

度 分 秒 度 分 秒

106 真岡市 芳賀赤十字病院 真岡市台町2461 50 36 26 14 140 0 26  0285-82-2195

107 真岡市 福田記念病院 真岡市並木町3-10-6 10 36 26 35 139 59 44  0285-84-1171

108 真岡市 真岡病院 真岡市荒町3-45-16 4 36 26 46 140 1 3  0285-84-6311

109 益子町 菊地病院 益子町塙316 5 36 27 34 140 4 41  0285-72-3235

110 益子町 医療法人普門院診療所 益子町益子4469 3 36 27 9 140 6 54  0285-72-7122

（11）　大学医師会　　〔収容計画数　448床、うち重症患者　76床〕

度 分 秒 度 分 秒

111 下野市 自治医科大学附属病院 下野市薬師寺3311-1 216 36 23 59 139 51 38 0285-44-2111

112 壬生町 獨協医科大学病院 壬生町北小林880 232 36 28 21 139 49 31 0282-86-1111

別表４

医療機関一覧表（医師会別）

№ 消防本部名 市町村名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

南那須地区消防本部

№ 消防本部名 市町村名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

№ 消防本部名 市町村名 医　療　機　関　名 所　　在　　地
収容
能力

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

石橋地区消防本部

座標(北緯) 座標(東経)
電 話 番 号

芳賀地区消防本部
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別表５

度 分 秒 度 分 秒 有無 個数 有無 個数 時間帯 電話番号 FAX番号

栃木県子ども総合科学館 駐車場 99,619 ｱｽﾌｧﾙﾄ 800 300 昼間 028-659-5555 028-659-5353

宇都宮市西川田町567 夜間 028-659-5555 028-659-5353

とちぎ福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 駐車場 7,332 ｱｽﾌｧﾙﾄ 300 300 昼間 028-621-2940 028-621-5433

宇都宮市若草1-10-6 夜間

みずほの自然の森公園 駐車場 322,000 砂利 500 昼間 028-652-5222 028-632-5421

宇都宮市西刑部町1861 土 夜間

城南ｸﾞﾗﾝﾄﾞ グランド 9,137 土 150 宇都宮スケートセンター 昼間 028-632-2757 028-639-0613

宇都宮市城南3-15-32 夜間

駒生運動公園 グランド 37,463 土 140 駒生運動公園 昼間 028-648-3320

宇都宮市鶴田町3669 夜間

とちぎ健康の森 駐車場 208,770 ｱｽﾌｧﾙﾄ 400 1000 栃木県 昼間 028-623-5566 028-621-1422

宇都宮市駒生町3337－1 理事長　平野　博章 夜間 028-623-5858 028-621-1422

長岡公園 駐車場 109,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 32 昼間 028-652-5222 028-632-5421

宇都宮市長岡町795 夜間

宇都宮文化の森公園 駐車場 260,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 200 宇都宮美術館 昼間 028-643-0100 028-634-0895

宇都宮市長岡町1077 管理課 夜間 028-634-9100

宇都宮市農林公園ろまんちっく村 グランド 130,000 芝 1100 100 宇都宮市 昼間 028-665-8800 028-665-8678

宇都宮市新里町丙254 砂利 ㈱ろまんちっく村 夜間 028-665-8835

宇都宮市ｻｯｶｰ場 グランド 21,888 土 150 宇都宮市 昼間 028-662-5048 028-662-5048

宇都宮市中久保2-1-25 サッカー場 夜間

宇都宮市ｽｹｰﾄ場 駐車場 11,548 ｱｽﾌｧﾙﾄ 130 宇都宮スケートセンター 昼間 028-655-6817 028-655-6827

宇都宮市城南3-15-32 夜間

ｸﾘｰﾝﾊﾟｰｸ茂原 駐車場 71,379 ｱｽﾌｧﾙﾄ 200 200 グリーンパーク茂原 昼間 028-654-0018 028-653-4848

宇都宮市茂原町777-1 場長 夜間 028-653-4848 028-653-4585

消防防災総合ｾﾝﾀｰ グランド 10,500 土 昼間 028-623-2132 028-623-2146

宇都宮市中里町248 芝 夜間 〃 〃

小山総合公園 グランド 206,000 芝 100 昼間 0285-39-6660 0285-31-0182

小山市外城371-1 夜間 〃 〃

向野運動公園 駐車場 22,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 50 昼間 0285-39-6660 0285-31-0182

小山市向野189 夜間 〃 〃

野木町総合運動公園多目的広場 グランド 5,000 土 100 昼間 0280-57-4112 0280-57-4190

野木町佐川野916 夜間

大松山運動公園 15,000 土 100 昼間 0285-32-8894 0285-32-8609

下野市大松山１-7-1 夜間

きらら館 22,176 ｱｽﾌｧﾙﾄ 220 昼間 0285-32-8894 0285-32-8609

下野市下古山1220 夜間

国分寺運動公園 15,000 土 50 昼間 0285-32-8894 0285-32-8609

下野市小金井280 夜間

尼寺公園駐車場 15,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 500 昼間 0285-32-8894 0285-32-8609

下野市国分寺993-1 夜間

壬生町総合公園駐車場 50,000 砂利 1,000 昼間 0282-81-1806 0282-82-8262

壬生町国谷783-1 夜間 0282-81-0512

北部運動場・ふれあいﾌﾟｰﾙ 20,000 土 400 昼間 0282-81-1806 0282-82-8262

壬生町羽生田 夜間 0282-81-0512

桃畑緑地公園 22,000 土 50 昼間 0285-56-9111 0285-56-6868

上三川町大字上郷 夜間 0285-53-8207

蓼沼緑地公園 20,000 土 50 昼間 0285-56-9111 0285-56-6868

上三川町大字東蓼沼 夜間 0285-53-8207

井頭公園 駐車場・グランド 933,000 土 213 昼間 0285-83-3121 0285-84-7456

真岡市下籠谷99 芝 夜間

真岡市鬼怒自然公園 33,750 土 462 昼間 0285-82-1277

真岡市柳林1140-2 芝 夜間

宿営可能場所一覧表

ブロック 管轄消防本部名 市町村名 種別 名称
座標（北緯） 座標（東経）

施設種類
面積

（㎡）
土地
概況

駐車可
能台数

屋内施設
宿営可能

人数

水道 トイレ
責任者

連絡先

中央 宇都宮市消防局

宇都宮市 36 30 37 139 50 26 有 3 有 4 栃木県知事

宇都宮市 地 36 34 54 139 52 0 有 有 社会福祉協議会長

宇都宮市 36 29 17 139 55 17 有 3 有 2 公園管理課

宇都宮市 36 30 25 139 53 7 有 1 有 1

宇都宮市 36 33 59 139 50 55 有 3 有 4

宇都宮市 36 34 53 139 50 48 有 1 有 1

宇都宮市 36 35 7 139 53 1 有 3 有 2 公園管理課

宇都宮市 36 36 13 139 52 42 有 1 有 2

宇都宮市 36 37 45 139 50 8 有 5 有 3

宇都宮市 36 33 33 139 55 44 有 6 有 4

宇都宮市 36 30 25 139 53 7 無 無

宇都宮市 36 27 51 139 52 41 有 1 有 1

宇都宮市 36 40 21 139 54 28 有 有 消防防災課長

南東

小山市消防本部

小山市 36 18

野木町 36 13

51 139 46 9 有 1 有 2 小山市長

小山市 36 18 37 139 51 27 有 1 有 1 小山市長

32 139 46 44 有 1 有 1 野木町長

石橋地区消防本部

下野市 36 25 40 139 51 30 有 1 有 2 下野市安全安心課

下野市 36 26 28 139 50 48 有 3 有 2 下野市安全安心課

下野市 36 23 50 139 50 20 有 2 有 2 下野市安全安心課

下野市 36 26 26 139 56 57 無 有 2 下野市安全安心課

壬生町 指 36 27 39 139 48 45 有 2 有 4 県知事・壬生町長（町所有分）

壬生町 36 27 49 139 46 54 無 無 壬生町長

上三川町 36 26 26 139 56 20 有 1 有 1 上三川町長

上三川町 36 28 28 139 56 57 有 1 有 1 上三川町長

芳賀地区消防本部

真岡市 36 29 26 140 0 7 有 有 14 栃木県知事

真岡市 36 26 35 139 57 13 有 9 有 4 真岡市長
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別表５

度 分 秒 度 分 秒 有無 個数 有無 個数 時間帯 電話番号 FAX番号

宿営可能場所一覧表

ブロック 管轄消防本部名 市町村名 種別 名称
座標（北緯） 座標（東経）

施設種類
面積

（㎡）
土地
概況

駐車可
能台数

屋内施設
宿営可能

人数

水道 トイレ
責任者

連絡先

真岡高等学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 駐車場 28,000 人工芝 昼間 0285-82-3413

真岡市白布ヶ丘24-1 夜間

真岡女子高等学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ グランド・駐車場 12,000 土 164 昼間 0285-82-2525

真岡市台町2815 夜間

真岡北陵高等学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ グランド・駐車場 32,210 土 441 昼間 0285-82-3415

真岡市下籠谷396 夜間

真岡工業高等学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ グランド・駐車場 7,884 土 108 昼間 0285-82-3303

真岡市寺久保1-2-9 夜間

三ツ谷公園 グランド 7,465 土 102 昼間 0285-83-8153

真岡市松山町22 夜間

松山公園 グランド 4,440 土 60 昼間 0285-83-8153

真岡市松山町13 夜間

二宮東部運動場 グランド 16,900 土 231 昼間 0285-74-3177

真岡市水戸部232-1 夜間

二宮運動場 グランド・駐車場・体育館 12,075 土 165 昼間 0285-74-3177

真岡市堀込1000 夜間

真岡市総合運動公園 グランド・駐車場 266,412 330 昼間 0285-84-2811

真岡市小林972-1 夜間

益子の森ひだまり広場 8,100 芝 110 昼間 0285-70-3305 0285-72-0403

益子町益子4231 夜間

益子町南運動公園 グランド・駐車場 27,000 土 200 昼間 0285-72-7985 0285-72-7985

益子町長堤472 芝 夜間

益子芳星高等学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 36,075 土 494 昼間 0285-72-5525 0285-72-7925

益子町塙2382-1 夜間

並松運動公園多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 19,135 土 184 昼間 0285-63-5333 0285-63-5334

茂木町小井戸2747 夜間

道の駅南側駐車場 9,756 ｱｽﾌｧﾙﾄ 153 昼間 0285-63-5671 0285-63-5681

茂木町茂木1083 芝 夜間

茂木高等学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 6,400 土 87 有 昼間 0285-63-1201 0285-63-1923

茂木町茂木288 夜間

市貝町北運動場 グランド 14,300 土 196 昼間 0285-68-1111 0285-68-3227

市貝町田野辺1325 夜間

市貝町総合運動場 21,401 土 310 昼間 0285-68-1111 0285-68-3227

市貝町市塙12-1 夜間 0285-68-0387

上の原緑地公園 グランド 16,319 土 94 昼間 028-677-1111

芳賀町祖母井1725-34 夜間

嶺南運動公園 グランド 14,036 土 192 昼間 028-677-1111

芳賀町芳志戸1024-3 夜間

水橋運動場 グランド 27,122 土 371 昼間 028-677-1111

芳賀町西水沼2254 夜間

けやき台公園 グランド 27,522 芝 44 昼間 028-677-1111

芳賀町芳賀台49 夜間

大田原ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ コート 45,711 土 80 昼間 0287-22-8017 0287-22-4485

大田原市宇田川字水口原1519 ｱｽﾌｧﾙﾄ 芝 夜間

下石上公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 25,368 土 30 昼間 0287-23-8711 0287-22-8732

大田原市下石上字東山1386 ﾃﾆｽｺｰﾄ 芝 夜間

上石上公園 野球場 26,473 土 50 昼間 0287-23-8711 0287-22-8732

大田原市上石上字東山1838-1 ﾃﾆｽｺｰﾄ 芝 夜間

佐久山運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 10,000 土 30 昼間 0287-23-8711 0287-22-8732

大田原市佐久山［箒川河川敷］ 芝 夜間

黒羽総合運動公園 多目的運動場 19,180 土 100 昼間 0287-54-2858 0287-54-4533

大田原市大輪1726 ﾃﾆｽｺｰﾄ 芝 夜間

南東 芳賀地区消防本部

真岡市 地 36 26 11 140 0 14 有 2 有 1 真岡高等学校長
人工芝敷設に伴い、
グランド内車両進入
制限

真岡市 地 36 25 55 140 0 34 有 2 有 2 真岡女子高等学校長

真岡市 地 36 28 33 139 59 13 有 6 有 1 真岡北陵高等学校長

真岡市 地 36 26 24 140 0 20 有 1 有 1 真岡工業高等学校長

真岡市 36 24 35 139 58 9 有 1 有 1 真岡市長

真岡市 36 25 32 139 58 1 有 1 有 1 真岡市長

真岡市 36 22 43 140 1 49 有 1 有 1 真岡市長

真岡市 指 36 21 45 139 55 30 有 3 有 1 真岡市長

真岡市 有 2 有 4 真岡市長

益子町 36 27 47 140 7 21 有 15 有 12 栃木県知事

益子町 36 25 76 140 5 28 有 1 有 3 益子町長

益子町 地 36 29 8 140 5 19 有 20 有 10 益子芳星高等学校長

茂木町 36 32 62 140 10 50 有 1 有 1 茂木町長

茂木町 36 31 63 140 10 30 有 1 有 1 茂木町長

茂木町 地 36 31 41 140 11 32 有 1 1 茂木高等学校長

市貝町 36 34 39 140 7 19 無 有 2 市貝町長

市貝町 36 31 34 140 5 32 有 6 有 2 市貝町長

芳賀町 36 31 96 140 4 35 有 4 有 3 芳賀町長

芳賀町 36 34 17 140 3 6 有 2 有 1 芳賀町長

芳賀町 36 31 0 140 0 54 有 3 有 1 芳賀町長

芳賀町 36 33 57 140 0 35 有 4 有 1 芳賀町長

北東 那須地区消防本部

大田原市 36 50 18 140 2 31 有 1 有 1
大田原市
スポーツ振興課

大田原市 36 50 57 139 57 26 有 1 有 1
大田原市
都市計画課

大田原市 36 51 43 139 57 1 有 1 有 1
大田原市
都市計画課

大田原市 36 48 34 140 0 42 有 1 有 1
大田原市
都市計画課

大田原市 36 52 59 140 8 13 有 2 有 3
大田原市
スポーツ振興課
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黒羽体育館 駐車場 1,982 砂利 34 昼間 0287-54-2858 0287-54-4533

大田原市前田1020 体育館 4,949 210 夜間

なかがわ水遊園 駐車場 2,500 ｱｽﾌｧﾙﾄ 72 昼間

大田原市佐良土2686 夜間

にしなすの運動公園 グランド 24,000 砂・芝 594 昼間 0287-36-4785 0287-38-0047

那須塩原市高柳10 体育館 4,772 210 夜間 〃 〃

三島体育センター グランド 38,965 砂・芝 241 昼間 0287-36-4787 0287-47-6811

那須塩原市三島5-1 体育館 1,676 70 夜間 〃 〃

那須野が原公園 駐車場 1,800 ｱｽﾌｧﾙﾄ 33 昼間

那須塩原市千本末801-3 夜間

那須塩原市塩原運動公園 グランド 19,875 砂 115 昼間 0287-32-5255 0287-32-3382

那須塩原市中塩原1108番地2 夜間 〃 〃

関谷南公園 野球場 9,025 土 48 昼間 0287-32-5255 0287-32-3382

那須塩原市下田野420番地1 屋内グランド 1,900 砂 70 夜間 〃 〃

箱の森ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ 旧ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 4,000 砂利・芝 200 昼間 0287-32-2914 0287-32-3886

那須塩原市中塩原字箱の森 夜間 〃 〃

那須塩原市くろいそ文化会館 駐車場 26,816 ｱｽﾌｧﾙﾄ 139 昼間 0287-63-3219 0287-63-3281

那須塩原市上厚崎490 夜間 〃 〃

くろいそ運動場 グランド 25,000 砂・芝 405 昼間 0287-60-1113 0287-63-2772

那須塩原市上厚崎664 体育館 2,203 140 夜間 〃 〃

那珂川河畔運動公園 グランド 19,020 土 412 昼間 0287-63-0876 0287-0876

那須塩原市黒磯362 夜間 〃 〃

那須町文化ｾﾝﾀｰ 駐車場 10,000 土 52 昼間 0287-72-6565

那須町大字寺子乙2567 ホール 2,500 140 夜間 〃 〃

那須町中央運動公園 グランド 54,000 土 285 昼間 0287-72-5959 0287-72-6544

那須町寺子丙100 夜間 〃 〃
【屋外】矢板運動公園　多目的グラウンド・陸上競技場 グラウンド 22,000・21,000 土・芝 20・50 昼間 0287-43-6218 0287-43-4436

矢板市幸岡1955 駐車場 2,000・5,000 アスファルト 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【施設】矢板市生涯学習館 体育室 460(1,491) 屋内 70 昼間 0287-43-6218 0287-43-4436

矢板市矢板106-2 駐車場 4,000 アスファルト 20 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【施設】矢板市農業者トレーニングセンター 体育館 874(1,237) 屋内 70 昼間 0287-43-6218 0287-43-4436

矢板市片岡1143-1 駐車場 3,000 アスファルト・砂利 20 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【施設】日新体育館 体育館 615(825) 屋内 70 昼間 0287-43-6218 0287-43-4436

矢板市土屋635 駐車場 1,600 アスファルト 20 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【屋外】塩谷町総合公園 グラウンド 23,000 土・芝 昼間 0287-45-1111 0287-45-1840

塩谷町大字飯岡1160 駐車場 1,600 アスファルト 20 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【屋外】玉生運動広場 グラウンド 14,000 土・芝 昼間 0287-45-1111 0287-45-1840

塩谷町大字玉生956-2 駐車場 2,000 アスファルト 20 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【施設】塩谷町生涯学習センター 体育館 647(731) 屋内 70 昼間 0287-45-1111 0287-45-1840

塩谷町大字船生989-1 駐車場 1,200 アスファルト 20 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713
【屋外】さくら市総合公園 さくらスタジアム・野球場 グラウンド 14,000・23,000 土・芝 30・50 昼間 028-682-8888 028-682-7541

さくら市桜野1789 駐車場 3,500・5,000 アスファルト 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【屋外】さくら市鬼怒川運動公園 グラウンド 17,000 芝 昼間 028-682-8888 028-682-7541

さくら市向河原4101 駐車場 6,500 アスファルト 50 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【屋外】さくら市鬼怒川河川公園 グラウンド 20,000 芝 昼間 028-681-1120 028-682-1482

さくら市氏家1317 駐車場 6,600 アスファルト 30 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【屋外】さくら市喜連川運動場 グラウンド 14,000 土 昼間 028-682-8888 028-682-7541

さくら市喜連川886 駐車場 1,200 アスファルト 20 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【屋外】さくら市菖蒲沢公園 グラウンド 18,000 土・芝 昼間 028-682-8888 028-682-7541

さくら市金枝62-2 駐車場 5,500 アスファルト 50 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【施設】さくら市氏家体育館 体育館 1,512(3,719) 屋内 140 昼間 028-682-8888 028-682-7541

さくら市氏家2730 駐車場 8,000 アスファルト 50 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

北東

那須地区消防本部

大田原市 指 36 52 14 140 7 21 有 1 有 1
大田原市
スポーツ振興課

大田原市 36 47 41 140 7 53 有 1 有 1 県管理

那須塩原市 指 36 53 45 139 59 28 有 13 有 4 にしなすの運動公園

那須塩原市 指 36 53 45 139 58 15 有 24 有 4 三島体育センター

那須塩原市 36 55 50 139 56 42 有 1 有 1 県管理

那須塩原市 36 59 5 139 48 30 有 4 有 1
塩原B＆G海洋セン
ター

那須塩原市 36 56 17 139 54 30 有 8 有 2
塩原B＆G海洋セン
ター

那須塩原市 36 39 1 139 48 46 有 1 有 0
那須塩原市塩原支所
産業観光建設課

那須塩原市 36 56 54 140 2 10 有 1 有 1 黒磯文化会館

那須塩原市 指 36 57 23 140 2 6 有 4 有 2 くろいそ運動場

那須塩原市 36 58 40 140 3 26 有 2 有 1 那珂川河川運動公園

那須町 指 37 0 40 140 6 47 有 1 有 1
那須町生涯学習課
（文化振興係）

那須町 37 1 10 140 6 51 有 1 有 1
那須町生涯学習課
（スポーツ振興係）

塩谷広域消防本部

矢板市 36 48 17 139 54 17 有 2 有 4
矢板市長
（生涯学習課）

矢板市 指 36 48 18 139 55 20 有 4 有 2
矢板市長
（生涯学習課）

矢板市 指 36 45 50 139 56 28 有 1 有 1
矢板市長
（生涯学習課）

矢板市 指 36 49 49 139 56 33 有 2 有 2
矢板市長
（生涯学習課）

塩谷町 指 36 45 46 139 50 20 有 2 有 2
塩谷町長
（総務課）

塩谷町 指 36 46 42 193 51 25 有 1 有 1
塩谷町長
（総務課）

塩谷町 指 36 46 16 139 48 3 有 1 有 4
塩谷町長
（総務課）

さくら市 指 36 41 33 139 59 15 有 6 有 4 さくら市長
（教育委員会スポーツ振興課）

さくら市 指 36 41 35 139 57 20 有 2 有 1 さくら市長
（教育委員会スポーツ振興課）

さくら市 指 36 41 36 139 56 25 有 1 有 3
さくら市長
（都市整備課）

さくら市 指 36 43 12 140 1 59 有 2 有 1 さくら市長
（教育委員会スポーツ振興課）

さくら市 指 36 44 19 140 2 0 有 4 有 2 さくら市長
（教育委員会スポーツ振興課）

さくら市 指 36 41 9 139 58 6 有 4 有 4 さくら市長
（教育委員会スポーツ振興課）
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【屋外】町民広場ｸﾞﾗﾝﾄﾞ グラウンド 33,000 土・芝 昼間 028-675-3175 028-675-3173

高根沢町石末1825 駐車場 6,500 アスファルト 50 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

【施設】高根沢町農業者トレーニングセンター 体育館 768(2016) 屋内 70 昼間 028-675-3175 028-675-3173

高根沢町石末1825 駐車場 6,500 アスファルト 50 夜間 0287-40-1119 0287-43-3713

大桶運動公園 グランド等 116,394 芝 300 昼間 0287-88-6223

那須烏山市大桶1926-9 駐車場 55,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 100 夜間

烏山中央公園 グランド 3,300 砂 80 昼間 0287-88-6223

那須烏山市中央2-13-12 夜間

烏山体育館 体育館 1,463 床板 400 昼間 0287-88-6223

那須烏山市中央2-13-12 駐車場 2800 ｱｽﾌｧﾙﾄ 50 夜間

烏山町民運動公園 グランド 22,491 土 200 昼間 0287-88-6223

那須烏山市南1-497-2 夜間

烏山野球場 グランド 35,443 芝 300 昼間 0287-88-6223

那須烏山市野上字中河原1750-2 夜間

緑地運動公園 グランド 56,000 土 400 昼間 0287-88-6223

那須烏山市藤田1181-85 駐車場 4,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 100 夜間

南那須運動公園 グランド 5,500 砂 50 昼間 0287-88-6223

那須烏山市岩子173-2 夜間

保健福祉ｾﾝﾀｰ 駐車場 12,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 150 昼間 0287-88-7115

那須烏山市田野倉85-1 夜間

馬頭運動場 グランド 13,600 土 200 昼間 0287-96-2116

那珂川町馬頭2558-1 夜間

青少年旅行村（ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ） 空地 100,700 土 100 昼間 0287-92-1116

那珂川町小口1702 駐車場 800 ｱｽﾌｧﾙﾄ 20 夜間

那珂川町ふるさと館 空地 1,600 芝 20 昼間 0287-92-1116

那珂川町小川3796 夜間

旧薬利小学校 グランド 7,000 砂 100 昼間 0287-92-1111

那珂川町薬利945 体育館 560 床板 150 夜間

ｼﾞｭﾝｸﾗｼｯｸｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ グランド 30,000 芝 500 昼間 0287-96-3535

那珂川町片平914 駐車場 2,500 ｱｽﾌｧﾙﾄ 50 夜間

那須小川ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 空地 7,000 砂利 100 昼間 0287-96-2121

那珂川町三輪1218 駐車場 5,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 100 夜間

小川総合福祉ｾﾝﾀｰ 空地 13,000 芝 306 昼間 0287-92-1119

那珂川町小川1065 駐車場 4,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 80 夜間

旧小川南小学校 グランド 3,000 砂 100 昼間 0287-96-2116

那珂川町谷田944 体育館 560 床板 150 夜間

馬頭総合体育館 体育館 2,300 床板 500 昼間 0287-96-2116

那珂川町馬頭 駐車場 2,400 ｱｽﾌｧﾙﾄ 50 夜間

馬頭西体育館 体育館 732 床板 200 昼間 0287-96-2116

那珂川町小口 駐車場 300 ｱｽﾌｧﾙﾄ 10 夜間

緑化運動公園 グランド 9,500 砂 昼間 0287-96-2116

那珂川町小川 駐車場 3,700 ｱｽﾌｧﾙﾄ 60 夜間

広重美術館 駐車場 2,600 ｱｽﾌｧﾙﾄ 50 昼間

那珂川町馬頭 夜間

小俣公園 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 24,800 土 200 昼間 0284-40-1787 0284-40-1788

足利市小俣南町3 芝 夜間

老人福祉ｾﾝﾀｰ西幸楽荘 駐車場 3,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 30 昼間 0284-20-2153 0284-20-1456

足利市大前町1452 夜間

足利工業大学東グランド ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 8,000 土 80 昼間 0284-62-0605

足利市大前町268-1 芝 夜間

足利工業大学北グランド ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 20,000 土 160 昼間 0284-62-0605

足利市大前町268-11 夜間

北東

塩谷広域消防本部

高根沢町 指 36 38 8 140 0 17 有 2 有 2
高根沢町長
（生涯学習課）

高根沢町 指 36 38 14 140 0 4 有 2 有 1
高根沢町長
（生涯学習課）

南那須地区消防本部

那須烏山市 36 42 55 140 9 10 有 3 有 1
那須烏山市長
(生涯学習課）

那須烏山市 指 36 65 75 140 15 56 有 1 有 1
那須烏山市長
(生涯学習課）

那須烏山市 36 65 80 140 15 57 有 1 有 1
那須烏山市長
(生涯学習課）

那須烏山市 36 38 31 140 9 20 有 1 有 1
那須烏山市長
(生涯学習課）

那須烏山市 36 37 97 140 9 79 有 1 有 2
那須烏山市長
(生涯学習課）

那須烏山市 指 36 40 37 140 6 17 有 4 有 3
那須烏山市長
(生涯学習課）

那須烏山市 指 36 39 35 140 6 15 有 1 有 1
那須烏山市長
(生涯学習課）

那須烏山市 指 36 39 27 140 6 12 有 1 有 1
那須烏山市長
(健康福祉課）

那珂川町 36 44 19 140 10 3 有 2 有 2
那珂川町長
(生涯学習課）

那珂川町 36 45 55 140 8 52 有 10 有 2
那珂川町長
(商工観光課）

那珂川町 36 46 35 140 6 47 有 2 有 1
那珂川町長
(商工観光課）

那珂川町 指 36 46 41 140 5 51 有 2 有 1
那珂川町長
(総務課管財係）

那珂川町 36 44 10 140 6 17 無 無 支配人

那珂川町 36 44 58 140 5 55 有 1 無 支配人

那珂川町 指 36 45 35 140 8 19 有 3 有 2
那珂川町長
(健康福祉課）

那珂川町 指 36 43 47 140 8 19 有 3 有 1
那珂川町長
(生涯学習課）

那珂川町 36 73 99 140 17 39 有 3 有 1
那珂川町長
(生涯学習課）

那珂川町 36 76 83 140 14 51 有 3 有 1
那珂川町長
(生涯学習課）

那珂川町 36 76 83 140 14 51 有 2 有 2
那珂川町長
(生涯学習課）

那珂川町 36 73 87 140 17 12 有 2 有 1
栃木県
(県土整備部保全部）

南西 足利市消防本部

足利市 36 21 50 139 22 40 有 3 有 1
公益財団法人足利市みどり
と文化・スポーツ財団渡良
瀬グリーンプラザ

足利市 36 21 32 139 23 52 有 1 有 1 足利市役所元気高齢課

足利市 36 21 00 139 23 59 有 1 有 1 理事長

足利市 36 21 00 139 23 59 有 1 有 1 理事長
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赤松台公園 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 4,000 芝 50 昼間 0284-41-3963 0284-43-1248

足利市赤松台1-2 夜間

利保公園 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 7,800 芝 80 昼間 0284-20-2181

足利市利保町2-4 夜間

白鴎大学富田校舎ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 6,689 土 80 昼間 0284-91-2633

足利市多田木町1067 夜間

北郷公園 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 4,200 芝 50 昼間 0284-41-3963 0284-43-1248

足利市利保町1-1 夜間

山川公園 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 6,900 芝 60 昼間 0284-43-2013

足利市山川町50 体育館 724 床板 278 夜間

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ広場 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 13,000 土 50 昼間 0284-20-2232 0284-20-2214

足利市百頭町2017 夜間

福富公園 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 15,000 土 50 昼間 0284-40-1787 0284-40-1788

足利市福富新町1849-1 夜間

八坂団地公園 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 13,900 土 50 昼間 0284-40-1787 0284-40-1788

足利市羽刈町867-1 夜間

あがた工業団地南公園 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 8,300 土 50 昼間 0284-20-2181

足利市県町1731-7 夜間

農業研修ｾﾝﾀｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 8,100 土 40 昼間 0284-72-7359

足利市野田町951 夜間

市民ﾌﾟﾗｻ身体障がい者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｱﾘｰﾅ/第一駐車場 駐車場 2,530 ｱｽﾌｧﾙﾄ 20 昼間 0284-72-8511 0284-72-7278

足利市朝倉町264 体育館 816 床板 313 夜間

市民プラザ西館/第二駐車場 駐車場 2,584 ｱｽﾌｧﾙﾄ 30 昼間 0284-72-8511 0284-72-7278

足利市朝倉町265 屋内施設 468 床板 180 夜間

市民ﾌﾟﾗｻﾞ第三駐車場 駐車場 5,922 ｱｽﾌｧﾙﾄ 40 昼間 0284-72-8511 0284-72-7278

足利市朝倉町266 夜間

山辺公民館/ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 7,200 土 50 昼間 0284-71-0628 0284-73-4285

足利市堀込町2843 屋内施設 296 床板 113 夜間

矢場川公民館/駐車場 駐車場 1,848 ｱｽﾌｧﾙﾄ 20 昼間 0284-71-2444 0284-73-4287

足利市里矢場町1643-1 屋内施設 190 床板 73 夜間

佐野市運動公園 15,000 土 200 昼間 0283-25-0403 0283-25-3581

佐野市赤見町2130-2 夜間 0283-24-5111 0283-22-9104

佐野市文化会館 11,000 土 300 昼間 0283-24-7211 0283-24-8447

佐野市浅沼町580-5 夜間 0283-24-5111 0283-22-9104

とみあさ公園 12,200 芝 50 昼間 0283-20-5111 〃

佐野市富岡町1284 夜間 〃 〃

栄公園 21,600 土 50 昼間 0283-25-0403 〃

佐野市栄町15 夜間 0283-24-5111 〃

田沼総合運動場 12,000 土 200 昼間 0283-62-8881 〃

佐野市田沼町1600 夜間 0283-24-5111 〃

田沼ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 18,000 土 300 昼間 0283-62-8881 〃

佐野市戸室町1592-2 夜間 0283-24-5111 〃

中運動公園 22,000 土 50 昼間 0283-24-5111 〃

佐野市中町345-1 夜間 〃 〃

葛生あくとﾌﾟﾗｻﾞ 6,800 ｱｽﾌｧﾙﾄ 100 昼間 0283-86-4715 0283-86-4440

佐野市あくと町3084 夜間 0283-24-5111 0283-22-9104

栃木市総合運動公園多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 16,200 土 233 昼間 0282-23-2523 0282-23-5467

栃木市川原田町760 夜間

県営都市公園みかも山公園 476,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 50 みかも山公園 昼間 0282-55-7272 0282-55-5666

栃木市藤岡町大田和地内 管理事務所長 夜間

中央公園 8,097 土 616 昼間 0282-23-2523 0282-23-5467

栃木市大平町富田4016 夜間

南西

足利市消防本部

足利市 36 21 5 139 28 15 有 2 有 1 足利市総合運動場管理事務所

足利市 36 20 39 139 28 8 有 2 有 1 足利市役所市街地整備課

足利市 36 18 41 139 31 38 有 1 有 1 理事長

足利市 36 20 34 139 27 58 有 2 有 1 足利市総合運動場管理事務所

足利市 36 19 9 139 28 32 有 1 有 1 足利市毛野体育館

足利市 指 36 17 46 139 27 28 有 2 有 2 足利市役所市民スポーツ課

足利市 36 18 35 139 28 21 有 1 有 1
公益財団法人足利市みどり
と文化・スポーツ財団渡良
瀬グリーンプラザ

足利市 36 16 35 139 28 39 有 1 有 1
公益財団法人足利市みどり
と文化・スポーツ財団渡良
瀬グリーンプラザ

足利市 36 17 20 139 27 38 有 1 有 1 足利市役所市街地整備課

足利市 36 17 13 139 31 23 有 1 有 1 足利市農業研修センター

足利市 36 19 11 139 26 58 有 2 有 1
足利市民プラザ男女
共同参画センター

足利市 36 19 13 139 26 53 有 2 有 1
足利市民プラザ男女
共同参画センター

足利市 36 19 10 139 26 52 有 2 無
足利市民プラザ男女
共同参画センター

足利市 36 18 52 139 26 28 有 2 有 1 足利市役所生涯学習課

足利市 36 18 18 139 25 48 有 4 有 1 足利市役所生涯学習課

佐野市消防本部

佐野市 指 36 20 55 139 33 9 有 5 有 5 スポーツ立市推進課

佐野市 指 36 18 18 139 35 50 有 2 有 2 文化振興課

佐野市 36 18 15 139 35 52 有 1 有 1 都市整備課

佐野市 36 18 31 139 35 46 有 1 有 1 スポーツ立市推進課

佐野市 指 36 22 24 139 35 6 有 2 有 1 スポーツ立市推進課

佐野市 指 36 23 1 139 34 25 有 4 有 2 スポーツ立市推進課

佐野市 36 22 59 139 37 7 有 2 有 1 スポーツ立市推進課

佐野市 指 36 24 15 139 36 28 有 2 有 2 文化振興課

栃木市消防本部

栃木市 指 36 24 0 139 43 32 有 2 有 4 栃木市長

栃木市 広 36 17 49 139 37 37 有 4 有 4

栃木市 36 20 21 139 43 2 有 1 無 栃木市長
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かかしの里運動場 6,600 土 502 昼間 0282-23-2523 0282-23-5467

栃木市大平町西山田1771-3 夜間

西方桜ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 8,636 芝 50 昼間 0282-23-2523 0282-23-5467

栃木市西方町金崎706-1 夜間

西方南ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 14,010 土 20 昼間 0282-23-2523 0282-23-5467

栃木市西方町金井1796-3 夜間

西方ふれあいﾊﾟｰｸ 10,000 芝 20 昼間 0282-23-2523 0282-23-5467

栃木市西方町本城1054-1 夜間

岩舟公民館 18,500 土 50 昼間 0282-23-2523 0282-23-5467

栃木市岩舟町静2292-1 芝 夜間

岩舟総合運動公園 220,000 土 300 昼間 0282-23-2523 0282-23-5467

栃木市岩舟町三谷1038-1 ｱｽﾌｧﾙﾄ 夜間

日光だいや川公園 公園 ｱｽﾌｧﾙﾄ 300 昼間 0288-23-0111

日光市瀬川844 駐車場等 芝 夜間

日光市丸山公園　ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂ施設 公園 ｱｽﾌｧﾙﾄ 55 丸山公園管理事務所 昼間 0288-22-9466

日光市瀬尾1640-22 ｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ 芝 70 夜間

今市青少年ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 運動場等 ｱｽﾌｧﾙﾄ 140 昼間 0288-26-1155 0288-26-4706

日光市根室609-1 体育館 芝 728 夜間

今市運動公園 運動場等 ｱｽﾌｧﾙﾄ 100 昼間 0288-22-6470 0288-22-6484

日光市今市1659-131 体育館 芝 458 夜間 0288-26-1422

豊岡運動公園 運動場等 ｱｽﾌｧﾙﾄ 28 昼間 0288-21-8216

日光市大桑町１３６ 体育館 土 240 夜間 0288-22-1111

塩野室運動公園 運動場 50,000 芝 86 昼間 0288-26-8117

日光市小林橋周辺 夜間 0288-22-1111

龍王峡駐車場 駐車場 5,016 ｱｽﾌｧﾙﾄ 145 昼間 0288-76-4100 0288-76-1110

日光市藤原1357 夜間 〃 〃

鬼怒川公園野外ｽﾃｰｼﾞ 公園 4,108 芝 119 昼間 0288-76-4100 0288-76-1110

日光市藤原19 夜間 〃 〃

鬼怒川ﾚｼﾞｬｰ公園 公園 39,900 芝 昼間 0288-76-4100 0288-76-1110

日光市鬼怒川温泉大原35 駐車場 ｱｽﾌｧﾙﾄ 176 夜間 〃 〃

日光江戸村駐車場 駐車場 42,300 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1226 ㈱時代村 昼間 0288-77-1080

日光市柄倉470 夜間

上三依･塩原温泉口駅駐車場 駐車場 2,511 ｱｽﾌｧﾙﾄ 72 昼間 0288-76-4100 0288-76-1110

日光市上三依804 夜間 〃 〃

湯西川安ヶ森ﾚｸﾚｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ レジャー施設 9,200 芝 266 昼間 0288-98-0145

日光市湯西川1878-3 夜間 〃 〃

日光運動公園 運動場 29,963 土 554 昼間 0288-54-1585

日光市所野2832-2 夜間

日光市細尾ドームリンク 駐車場 7,719 ｱｽﾌｧﾙﾄ 142 日光市公共施設 昼間 0288-54-1585

日光市細尾676-12 振興公社 夜間

二荒山外苑運動場 運動場 10,080 土 186 昼間 0288-54-0535 0288-54-0537

日光市中宮祠2478 夜間

黒川緑地公園 50,000 土 500 昼間 0289-63-2214 0289-63-2274

鹿沼市朝日橋周辺 芝 夜間 0289-64-2111 0289-63-2143

出会いの森総合公園 34,500 土 345 昼間 0289-60-3321 0289-63-3320

鹿沼市酒野谷1335-3 芝 夜間 0289-64-2111 0289-63-2143

南西 栃木市消防本部

栃木市 36 20 43 139 40 39 有 3 有 2 栃木市長

栃木市 36 28 12 139 45 12 有 1 有 1 栃木市長

栃木市 36 27 12 139 45 39 有 1 有 1 栃木市長

栃木市 36 28 37 139 44 7 有 2 有 1 栃木市長

栃木市 指 36 18 49 139 40 3 有 2 有 2 栃木市長

栃木市 36 20 2 139 38 59 有 10 有 5 栃木市長

北西

日光市消防本部

日光市 広 36 43 59 139 39 47 120,000 有 6 有 7 管理事務所

日光市 指 36 44 14 139 40 13 110,000 有 5 有 3

日光市 36 42 28 139 46 34 110,000 有 10 有 4 センター所長

日光市 36 43 36 139 42 44 60,000 有 5 有 3 今市運動公園体育ｾﾝﾀｰ

日光市 36 45 39 139 42 52 20,000 有 3 有 2 日光市豊岡公民館

日光市 36 43 52 139 50 11 有 1 有 2 日光市小林公民館

日光市 36 51 36 139 43 11 有 2 有 1
藤原行政ｾﾝﾀｰ長（地
域振興・防災係）

日光市 36 50 29 139 43 24 有 2 有 1
藤原行政ｾﾝﾀｰ長（地
域振興・防災係）

日光市 36 48 0 139 42 23 有 4 有 2
藤原行政ｾﾝﾀｰ長（地
域振興・防災係）

日光市 36 47 25 139 41 46 有 10 有 5

日光市 37 0 49 139 43 42 有 2 有 1
藤原行政ｾﾝﾀｰ長（地
域振興・防災係）

日光市 36 59 10 139 35 53 有 2 有 1 施設管理者

日光市 36 44 47 139 38 15 有 4 有 2 日光運動公園管理事務所

日光市 36 43 44 139 33 14 有 1 有 1

日光市 36 44 25 139 36 53 無 無 二荒山神社

鹿沼市消防本部

鹿沼市 指 36 33 29 139 45 39 無 有 1 鹿沼市長

鹿沼市 36 32 18 139 43 12 有 5 有 4 鹿沼市長

42- 60 -



別表５

度 分 秒 度 分 秒 有無 個数 有無 個数 時間帯 電話番号 FAX番号

宿営可能場所一覧表

ブロック 管轄消防本部名 市町村名 種別 名称
座標（北緯） 座標（東経）

施設種類
面積

（㎡）
土地
概況

駐車可
能台数

屋内施設
宿営可能

人数

水道 トイレ
責任者

連絡先

鹿沼市自然の森総合公園サッカー場　　 12,000 土 50 昼間 0289-72-1300

鹿沼市下石川694-1 芝 夜間

粟野コミュ二ティースポーツ施設 6,500 土 65 昼間 0289-63-2253

鹿沼市口粟野1812 夜間 0289-64-2111

旧粟野高校　　 11,000 土 110 昼間

鹿沼市口粟野1730 夜間

鹿沼市花木ｾﾝﾀｰ 12,450 土 124 鹿沼市 昼間 0289-76-2310 0289-76-3107

鹿沼市茂呂2086-1 ｱｽﾌｧﾙﾄ 花木ｾﾝﾀｰ公社 夜間

※種別　広は広域災害対策拠点、地は地域災害対策拠点施設、指は指定避難場所

北西 鹿沼市消防本部

鹿沼市 36 30 38 139 47 58 有 1 有 1 鹿沼市長

鹿沼市 36 31 22 139 40 7 有 鹿沼市長

鹿沼市 36 31 14 139 無

1 有 1

46 50 有

40 27 無

2 有 2

栃木県

鹿沼市 36 32 26 139

43- 61 -



1／10

２－23－６　県の応援協定締結状況 （令和５年６月30日現在）

番号 分類 内容 締結先 協定等の名称 締結年月日

1 行政機関 相互応援協力 全都道府県（全国知事会）
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協
定

H8.7.18

2 行政機関 相互応援協力
茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
山梨県、長野県、静岡県

震災時等の相互応援に関する協定 S52.6.16

3 行政機関 相互応援協力 福島県、茨城県、群馬県、新潟県
災害時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬県及
び新潟県五県相互応援に関する協定

H18.7.24

4 行政機関 相互応援協力 県内市町村 災害時における市町村相互応援に関する協定 H8.7.30

5 行政機関 航空消防防災相互応援 福島県、茨城県、群馬県、埼玉県 航空消防防災相互応援協定 H11.3.17

6 行政機関 災害廃棄物等の処理の協力

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、
小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら
市、那須烏山市、下野市、上三川町、西方町、二宮町、
益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、大
平町、藤岡町、岩舟町、都賀町、塩谷町、高根沢町、那
須町、那珂川町、那須地区広域行政事務組合、佐野地
区衛生施設組合、芳賀郡中部環境衛生事務組合、栃木
地区広域行政事務組合、芳賀地区広域行政事務組合、
真岡・二宮地区清掃事務組合、南那須地区広域行政事
務組合、塩谷広域行政組合、小山広域保健衛生組合

栃木県災害廃棄物等の処理における市町村等相互応
援に関する協定書

H20.3.21

7 行政機関 工業用水道災害に係る相互応援
茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、横浜市、川
崎市

関東地域における工業用水道災害相互応援に関する協定 H11.1.5

8 行政機関
災害時支援（公務員宿舎・未利用国有
地の無償提供、災害対応業務に係る
職員派遣）

財務省関東財務局、財務省関東財務局宇都宮財務事務
所

災害時の支援等に関する協定 H29.2.23

9 放送 災害対策法第５７条関係 日本放送協会宇都宮放送局 災害時における放送要請に関する協定 S54.9.10

10 放送 災害対策法第５７条関係 （株）栃木放送 災害時における放送要請に関する協定 S54.9.10

11 放送 災害対策法第５７条関係 （株）エフエム栃木 災害時における放送要請に関する協定 H6.4.1

12 放送 災害対策法第５７条関係 （株）とちぎテレビ 災害時における放送要請に関する協定 H11.7.1
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２－23－６　県の応援協定締結状況 （令和５年６月30日現在）

番号 分類 内容 締結先 協定等の名称 締結年月日

13 報道 広報活動 （株）朝日新聞社宇都宮支局 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

14 報道 広報活動 （株）読売新聞社宇都宮支局 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

15 報道 広報活動 （株）毎日新聞社宇都宮支局 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

16 報道 広報活動 （株）産業経済新聞社宇都宮支局 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

17 報道 広報活動 （株）日本経済新聞社宇都宮支局 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

18 報道 広報活動 東京新聞宇都宮支局 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

19 報道 広報活動 （株）下野新聞社 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

20 報道 広報活動 （株）日刊工業新聞社栃木支局 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

21 報道 広報活動 （一社）共同通信社宇都宮支局 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

22 報道 広報活動 （株）時事通信社宇都宮支局 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

23 報道 広報活動 日本テレビ放送網（株） 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

24 報道 広報活動 （株）フジテレビジョン 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

25 報道 広報活動 （株）東京放送 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

26 報道 広報活動 全国朝日放送（株） 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時等における報道要請に関する協定 H9.1.20

27 救急救護 医療救護活動 （一社）栃木県医師会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時の医療救護に関する協定 H11.7.1

災害時の医療救護に関する協定実施細目 H11.7.1

28 救急救護 救助及びその応援 日本赤十字社栃木県支部 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

29
救急救護 薬剤師班の派遣 （一社）栃木県薬剤師会

災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時の医療救護に関する協定書 H24.3.28

災害時の医療救護に関する協定実施細則 H24.3.28

30 救急救護 医療救護活動
（公社）栃木県看護協会

災害時の医療救護活動に関する協定 H24.10.9

31-
37

救急救護 DMＡTの派遣
済生会宇都宮、足利赤十字、那須赤十字（大田原赤十字）、独協医科
大学、自治医科大学附属、芳賀赤十字、上都賀総合病院

栃木県DMＡT派遣に関する協定書 H21.11.1

38 救急救護 DMＡTの派遣 NHO栃木医療ｾﾝﾀｰ（国立病院機構栃木病院） 栃木県DMＡT派遣に関する協定書 H23.12.1

39 救急救護 DMＡTの派遣 JCHOうつのみや病院（宇都宮社会保険病院） 栃木県DMＡT派遣に関する協定書 H24.11.1

40 救急救護 DMＡTの派遣 独協医科大学日光医療センター 栃木県DMＡT派遣に関する協定書 H28.3.31

- 63 -



3／10

２－23－６　県の応援協定締結状況 （令和５年６月30日現在）

番号 分類 内容 締結先 協定等の名称 締結年月日

41 救急救護 DMＡTの派遣 国際医療福祉大学塩谷病院 栃木県DMＡT派遣に関する協定書 H29.4.1

42 救急救護 DMＡTの派遣 新小山市民病院 栃木県DMＡT派遣に関する協定書 R2.4.1

43 救急救護 DMＡTの派遣 佐野厚生総合病院 栃木県DMＡT派遣に関する協定書 R2.4.1

44 救急救護 ＬDMＡTの派遣 那須南病院 栃木県DMＡT派遣に関する協定書 H30.4.1

45 救急救護 ＬDMＡTの派遣 宇都宮記念病院 栃木県DMＡT派遣に関する協定書 R2.4.1

46 救急救護 ＬDMＡTの派遣 菅間記念病院 栃木県DMＡT派遣に関する協定書 R2.4.1

47 救急救護 災害支援ナースの派遣 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

48 救急救護 災害支援ナースの派遣 上都賀総合病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

49 救急救護 災害支援ナースの派遣 学校法人　国際医療福祉大学　国際医療福祉大学病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

50 救急救護 災害支援ナースの派遣 医療法人社団　亮仁会　那須中央病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

51 救急救護 災害支援ナースの派遣 地方独立行政法人　新小山市民病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

52 救急救護 災害支援ナースの派遣 佐野厚生総合病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

53 救急救護 災害支援ナースの派遣 宇都宮第一病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

54 救急救護 災害支援ナースの派遣 医療法人桃李会御殿山病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

55 救急救護 災害支援ナースの派遣 獨協医科大学日光医療センター 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

56 救急救護 災害支援ナースの派遣 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

57 救急救護 災害支援ナースの派遣 医療法人杏林会今井病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

58 救急救護 災害支援ナースの派遣 自治医科大学附属病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

59 救急救護 災害支援ナースの派遣 独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

60 救急救護 災害支援ナースの派遣 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

61 救急救護 災害支援ナースの派遣 済生会宇都宮病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

62 救急救護 災害支援ナースの派遣 獨協医科大学病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

63 救急救護 災害支援ナースの派遣 地方独立行政法人栃木県立がんセンター 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

64 救急救護 災害支援ナースの派遣 医療法人光風会　光南病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

65 救急救護 災害支援ナースの派遣 医療法人高柳会　大平下病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.3.11

66 救急救護 災害支援ナースの派遣 新宇都宮リハビリテーション病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.4.24

67 救急救護 災害支援ナースの派遣 真岡病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.4.24

68 救急救護 災害支援ナースの派遣 宇都宮記念病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.4.24

69 救急救護 災害支援ナースの派遣 宇都宮中央病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.4.24

70 救急救護 災害支援ナースの派遣 新上三川病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.4.24

71 救急救護 災害支援ナースの派遣 福田記念病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.4.24

72 救急救護 災害支援ナースの派遣 栃木県医師会塩原温泉病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.6.5

73 救急救護 災害支援ナースの派遣 石橋総合病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.6.5

74 救急救護 災害支援ナースの派遣 菅又病院 栃木県における災害支援ナースの派遣に関する協定 R6.7.17

75 救急救護 医療救護活動 （公社）栃木県柔道整復師会 災害時の医療救護に関する協定書 H22.12.21

76
救急救護 医療救護活動

（一社）栃木県歯科医師会 災害時の歯科医療救護に関する協定 H24.2.2

災害時の歯科医療救護に関する協定実施細則 H24.2.2

77
救急救護 医療救護活動 栃木県栄養士会

災害時における医療救護活動に関する協定 R2.9.24

78
救急救護 医療救護活動 栃木県災害リハビリテーション支援関連団体協議会

災害時のリハビリテーション支援活動に関する協定 R7.3.28

79
救急救護 医療救護活動 （一社）栃木県臨床検査技師会

災害時の医療救護に関する協定 R7.4.15
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80
救急救護 SCUの設置運営協力

陸上自衛隊北宇都宮駐屯地 広域搬送拠点臨時医療施設の設置及び運営に関する基本合意書H26.3.31

81
救急救護 現地災害医療本部の設置等

上都賀総合病院 災害時における現地災害医療本部の設置等に関する協定書H28.3.31

82
救急救護 現地災害医療本部の設置等

独協医科大学日光医療センター 災害時における現地災害医療本部の設置等に関する協定書H28.3.31

83
救急救護 現地災害医療本部の設置等

芳賀赤十字病院 災害時における現地災害医療本部の設置等に関する協定書H28.3.31

84
救急救護 現地災害医療本部の設置等

自治医科大学附属病院 災害時における現地災害医療本部の設置等に関する協定書H28.3.31

85
救急救護 現地災害医療本部の設置等

獨協医科大学病院 災害時における現地災害医療本部の設置等に関する協定書H28.3.31

86
救急救護 現地災害医療本部の設置等

那須赤十字病院 災害時における現地災害医療本部の設置等に関する協定書H28.3.31

87
救急救護 現地災害医療本部の設置等

国際医療福祉大学塩谷病院 災害時における現地災害医療本部の設置等に関する協定書H28.3.31

88
救急救護 現地災害医療本部の設置等

那須南病院 災害時における現地災害医療本部の設置等に関する協定書H28.3.31

89
救急救護 現地災害医療本部の設置等

足利赤十字病院 災害時における現地災害医療本部の設置等に関する協定書H28.3.31

90
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県社会福祉法人経営者協議会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

91
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県社会福祉士会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

92
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県老人福祉施設協議会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

93
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県老人保健施設協会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

94
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県地域包括・在宅介護支援センター協議会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

95
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 とちぎケアマネジャー協会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

96
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県認知症高齢者グループホーム協会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

97
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県介護福祉協会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

98
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県高齢者福祉協会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

99
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県身体障害者施設協議会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

100
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県障害施設・事業協会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

101
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県精神保健福祉士会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

102
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県精神障害者支援事業協会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

103
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 とちぎ障がい者相談支援専門員協会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

104
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県保育協議会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

105
救急救護 災害福祉支援チームの派遣に関する

周知・啓発等 栃木県児童養護施設等連絡協議会 栃木県災害福祉広域支援に関する基本協定 H30.10.11

106
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）あいのかわ福祉会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

107
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）足利むつみ会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

108
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）あゆみ園 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

109
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）あんず 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

110
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）市貝町社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

111
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）小山清風会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

112
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）桔梗寮 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

113
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）希望の家 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

114
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）くすの木会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

115
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）薫風会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

116
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）敬愛会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

117
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）恵光会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

118
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）京福会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

119
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）恵友会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

120
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）敬和会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25
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121
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）心美会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

122
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）こころみる会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

123
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）佐野市社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

124
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）慈愛会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

125
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）下野市社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

126
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）真寿会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

127
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）すかい 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

128
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）すぎなみき会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

129
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）すぎのこ会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

130
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）すぎの芽会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

131
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）正恵会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

132
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）成裕会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

133
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）せせらぎ会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

134
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）洗心会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

135
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）大恵会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

136
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）大門福祉会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

137
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）太陽の里福祉会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

138
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）たかはら学園 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

139
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）長寿栄光会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

140
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）都賀の里 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

141
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）天成会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

142
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）同愛会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

143
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）とちぎ健康福祉協会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

144
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）栃木市社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

145
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）栃木老人ホーム 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

146
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）とちのみ会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

147
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）飛山の里福祉会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

148
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）那須烏山市社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

149
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）那須塩原市社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

150
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）那須町社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

151
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）奈坪ヶ丘福祉会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

152
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）芳賀町社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

153
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）パステル 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

154
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）ブローニュの森 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

155
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）ふれあいコープ 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

156
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）蓬愛会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

157
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）房香会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

158
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）宝生会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

159
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）まこと福祉会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

160
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）正富福祉会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

161
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）益子のぞみの里福祉会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25
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162
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）みずほの福祉会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

163
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）みどり会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

164
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）壬生町社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

165
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）真岡市社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

166
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）矢板市社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

167
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）悠々の郷 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

168
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）梨一会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

169
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）渡良瀬会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

170
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（医）為王会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

171
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（医）恵生会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

172
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（医）大田原厚生会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

173
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（医）北斗会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

174
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（医）矢尾板記念会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

175
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（学）国際医療福祉大学 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

176
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（独）地域医療機能推進機構 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

177
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（特非）みどりの杜 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

178
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（特非）より道 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

179
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（株）ストリーム 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

180
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（株）Bluebird 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

181
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

保健医療・福祉施設　あしかがの森足利病院 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H30.12.25

182
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）恩賜財団済生会支部栃木県済生会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H31.1.31

183
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）鹿沼市社会福祉協議会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H31.1.31

184
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）藹藹会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H31.2.22

185
救急救護 災害福祉支援チーム員の派遣

（福）光誠会 栃木県災害福祉支援チームの派遣に関する協定 H31.3.15

186 救急救護 医薬品等の供給 栃木県医薬品卸協会（栃木県医薬品卸協同組合） 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

187 救急救護 医薬品等の供給 栃木県薬事工業会 災害時における物資の供給協力に関する協定 H23.3.30

188 救急救護 医療機器の供給 栃木県医療機器販売業協会 災害時における医療機器等の調達等に関する協定 H31.3.11

189 救急救護 医療用酸素ガス等の供給 （一社）栃木県一般高圧ガス安全協会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H15.3.1

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H15.3.1

輸送 物資等の輸送 （一社）社栃木県トラック協会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時の物資等の緊急輸送に関する協定 H9.1.20

災害時における物資の緊急輸送・保管等に関する協定書 H25.11.7

191 輸送 物資の輸送・保管 栃木県倉庫協会 災害時における物資の緊急輸送・保管等に関する協定書 H25.11.7

192 輸送 交通誘導、警戒活動等 （一社）栃木県警備業協会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時の交通誘導等に関する協定 H9.1.20

193 輸送 物資等の輸送 赤帽栃木県軽自動車運送協同組合 災害時の緊急救援輸送に関する協定書 H18.4.21

194 輸送 物資の輸送・保管、冷凍・冷蔵食品の供給 ＡＢＣロジテム（株） 災害時における物資の供給・緊急輸送・保管に関する協定 H28.3.28

195 輸送 人員等の輸送 （一社）栃木県バス協会 災害時等におけるバスによる緊急輸送に関する協定 R1.8.23

196 輸送 物資等の輸送 （一社）ＡＺ－ＣＯＭ丸和・支援ネットワーク 災害時における物資の緊急輸送等に関する協定 R5.6.30

197 災害復旧 応急対策業務 栃木県建設産業団体連合会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時の応急対策業務の実施に関する協定書 H9.1.20

190
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198 災害復旧 応急対策業務 （一社）建設コンサルタンツ協会関東支部 災害時の応急対策業務の実施に関する協定書 H28.8.18

199 災害復旧 応急仮設住宅の建設 （一社）プレハブ建築協会 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 H8.10.24

200 災害復旧 応急仮設住宅の建設 （一社）全国木造建設事業協会 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 R6.2.29

201 災害復旧 応急仮設住宅の建設 （一社）日本ムービングハウス協会 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 R7.2.28

災害復旧 木材の供給 栃木県木材業協同組合連合会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

203 災害復旧 被災住宅の復興支援 独立行政法人住宅金融支援機構 災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書 H16.10.29

(住宅金融公庫北関東支店) 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書

204 災害復旧 電気設備の復旧等 栃木県電気工事業工業組合 災害時における電気設備の復旧等に関する協定書 H23.11.14

205 災害復旧 橋梁の緊急点検 （一社）建設コンサルタンツ協会関東支部 橋梁の地震時緊急点検における支援協力に関する協定書 H26.3.4

206 災害復旧 浄化槽の点検・復旧等 （一社）栃木県浄化槽協会 災害時における浄化槽の点検・復旧等に関する協定書 H29.1.25

207 災害復旧 資機材の供給 株式会社レンタルのニッケン 災害時における応急対策用資機材等の賃貸借等に関する協定 H20.12.11

208 災害復旧 建設資機材の供給 （一社）日本建設機械レンタル協会栃木支部 災害時における資機材の供給に関する協定 H26.3.13

209 災害復旧 資機材の供給 （株）アクティオ 災害時における資機材の供給に関する協定供給に関する協定H26.12,22

210 災害復旧 車両の移動等の協力 （一社）栃木県自動車整備振興会 災害時における車両の移動等の協力に関する協定書 H29.3.24

211 災害復旧 車両の移動等の協力 NPO法人全日本レッカー協会 災害時における車両の移動等の協力に関する協定書 R6.9.24

212 災害復旧
災害応急対策
建設資材調達

（一社）日本建設業連合会関東支部（関東地方整備局並
びに一都九県五市、NEXCO東日本関東支社、NEXCO中
日本東京支社、NEXCO中日本八王子支社）

災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達
に関する包括的協定書

H30.3.28

213 災害復旧 コンクリートミキサー車を活用した消火用水等の供給

栃木県生コンクリート工業組合、栃木県中央生コンクリー
ト協同組合、栃木県北部生コンクリート協同組合、栃木
県南部生コンクリート協同組合、大日光生コンクリート協
同組合、栃木県西部生コンクリート協同組合、両毛コンク
リート協同組合

災害時における消防用水等の確保に関する協定書 H30.8.22

214 災害復旧 災害時における下水道施設の復旧支援 （公社）日本下水道管理業協会関東支部栃木県部会 災害時における下水道施設の復旧支援協定 H30 .11.22

215 災害復旧 災害時における相互協力 東京電力パワーグリッド（株）栃木総支社 災害時における相互協力に関する基本協定 R2.7.3

216 災害復旧 災害時における相互協力 東日本電信電話（株） 災害時における相互協力に関する基本協定 R2.7.3

217 災害復旧 災害時における相互協力 （株）ＮＴＴドコモ 災害時における相互協力に関する基本協定 R2.7.3

218 災害復旧 災害時における相互協力 栃木県都市ガス協会 災害時における相互協力に関する基本協定 R6.3.29

物資 物資の供給支援 栃木県生活協同組合連合会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時における応急生活物資供給等に関する協定書 H9.1.20

物資 玄米・生鮮野菜・果実等の供給 全国農業協同組合連合会栃木県本部 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

物資 玄米のとう精 栃木県食料卸販売協議会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な玄米のとう精に関する協定 H9.1.20

物資 炊飯、加工 栃木県学校給食パン協同組合 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な炊き出しに関する協定 H9.1.20

物資 炊飯、加工 （株）サンデリカ小山営業所 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な炊き出しに関する協定 H9.1.20

物資 食肉製品の供給 栃木県食肉事業協同組合連合会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

202

219

220

221

222

223

224
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物資 牛乳の供給 栃木県牛乳協会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

（栃木県ミルクプラント協会） 災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

226 物資 飲料水の供給 利根コカ・コーラボトリング株式会社 災害時における物資の供給協力に関する協定 H21.3.12

227 物資 飲料水の供給 株式会社伊藤園 災害時における物資の供給協力に関する協定 H24.1.16

228 物資 飲料水の供給
サントリービバレッジソリューション株式会社
関東・甲信越支社

災害時における飲料供給に関する協定 R3.3.10

229 物資 食料品・日用品等の供給 （株）ローソン 災害時における物資の調達に関する協定書 H20.2.18

230 物資 食料品・日用品等の供給 （株）セブン－イレブン・ジャパン 災害時等における生活物資の供給協力に関する協定 H20.3.28

231 物資 食料品・日用品等の供給 （株）ファミリーマート 災害時における物資の供給協力に関する協定 H20.9.3

232 物資 食料品・日用品の供給、物資の保管 (株)エコス、(株)たいらや、(株)ＴＳロジテック 災害時における物資の供給・保管に関する協定 H28.11.29

233 物資 塩の供給 ジャパンソルト（株） 災害時における物資の供給協力に関する協定 H26.3.13

234 物資 米飯・パン等の供給 （公財）栃木県学校給食会 災害時における物資の供給協力等に関する協定 H28.3.29

物資 生活必需品の供給 宇都宮卸商業団地協同組合 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

236 物資 生活必需品の供給 宇都宮市中央卸売市場関連卸商協同組合 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

237 物資 生活必需品の供給
とちぎ流通センター協同組合
（とちぎ流通センター卸協同組合）

災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

238 物資 生活必需品の供給 （株）カンセキ 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

239 物資 生活物資全般の供給 イオン株式会社関東カンパニー 災害時等の物資供給に関する協定 H18.8.25

240 物資 生活物資の供給 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 災害時における物資供給に関する協定書 H19.11.7

241 物資 生活物資の供給 株式会社ケーヨー 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 H25.8.23

249 物資 生活必需品の供給 （株）カワチ薬品 災害時における物資の供給協力に関する協定 H28.3.28

243 物資 衣料品の供給 （株）東武宇都宮百貨店 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

244 物資 衣料品の供給 （株）福田屋百貨店 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

245 物資 衣料品の供給 宇都宮ステーション開発（株） 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

246 物資 衣料品の供給
宇都宮ビジネスパーク協同組合
（宇都宮繊維卸協同組合）

災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

247 物資 光熱材料の供給 栃木県石油商業組合 H9.1.20

H9.1.20

248 物資 燃料の供給、情報共有 石油連盟 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書 H25.8.23

249 物資 光熱材料の供給 （一社）栃木県LPガス協会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

（（一社）栃木県高圧ガス保安協会） 災害時に必要な物資の供給に関する協定 H9.1.20

250
物資等 物資等の供給・その他応急対策業務

（公社）栃木県経済同友会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H20.8.22

災害時における応急対策業務の実施に関する協定 H21.3.19

251
物資 生活物資の供給 (株)カインズ

災害時における生活物資の供給協力に関する協定 H30.9.6

252
物資 段ボール製品の供給 東日本段ボール工業組合

災害時における段ボール製品の調達に関する協定 H30.12.7

253
物資 ブルーシート、土のうの提供 萩原工業（株）

災害時における物資の供給協力に関する協定 R1.9.3

災害時における物資・燃料等の供給協力及び帰宅困難
者支援に関する協定書

225

235
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254
物資 電化製品等の供給 （株）コジマ

災害時に必要な物資の供給に関する協定 R2.12.15

255 物資 ブルーシート、土のう、避難所用品の供給 栃木県テント装飾工業組合 災害時における物資の供給協力に関する協定 R6.2.29

256 その他 情報の収集・伝達 （一社）日本アマチュア無線連盟栃木県支部 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.1.20

災害時の情報の収集・伝達に関する協定 H9.1.20

257 その他 情報発信協力 ヤフー（株） 災害に係る情報発信等に関する協定 H27.4.1

258 その他 ゴルフ場施設等の利用・提供 栃木県ゴルフ場協議会 災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書 H9.10.13

災害時におけるゴルフ場施設等の利用に関する協定 H9.10.13

259 その他 被災者・高齢者等の一時受入れ施設等の提供 栃木県老人福祉施設協議会 災害時における老人福祉施設の応援、協力等に関する基本協定書H25.1.8

260 その他 被災者・高齢者等の一時受入れ施設等の提供 （一社）栃木県老人保健施設協会 災害時における老人福祉施設の応援、協力等に関する基本協定書H25.1.8

261 その他 被災者・高齢者等の一時受入れ施設等の提供 （一社）栃木県認知症高齢者グループホーム協会 災害時における老人福祉施設の応援、協力等に関する基本協定書H25.1.8

262 その他 被災施設利用者等の受入れ等 特定非営利活動法人栃木県障害施設・事業協会 災害時における障害福祉施設の応援、協力等に関する基本協定H25.3.27

263 その他 被災施設利用者等の受入れ等
栃木県身体障害者施設連絡協議会
（栃木県身体障害療護施設連絡協議会）

災害時における障害福祉施設の応援、協力等に関する基本協定H25.3.27

264 その他 被災施設利用者等の受入れ等 栃木県児童養護施設等連絡協議会 災害時における児童福祉施設の応援、協力等に関する基本協定H25.3.27

265 その他 旅館・ホテル施設等の提供 栃木県旅館ホテル生活衛生同業組合 災害時における宿泊施設の提供等に関する協定 R2.5.26

259
-

271
その他 ヘリテレ映像の提供

日本放送協会宇都宮放送局、（株）とちぎテレビ、日本テ
レビ放送網（株）、（株）東京放送、（株）フジテレビジョン、
（株）テレビ朝日

栃木県消防防災ヘリによる映像の提供に関する協定 H16.8.1

272 その他 災害廃棄物等の処理の協力 （公社）栃木県産業資源循環協会 栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定書 H20.3.21

273 その他 災害廃棄物等の処理の協力 （一社）栃木県環境美化協会 栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定書 H20.3.21

274 その他 災害廃棄物等の処理の協力 栃木県環境整備事業共同組合 栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定書 H20.3.21

275 その他 民間賃貸住宅の被災者への提供 （公社）栃木県宅地建物取引業協会 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定書 H20.7.1

276 その他 民間賃貸住宅の被災者への提供 （公社）全日本不動産協会栃木県本部 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定書 H20.10.27

277 その他
関東ブロック大規模広域災害時にお
ける民間賃貸住宅の被災者への提供

9都県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、山梨県、静岡県）、関係都県宅地建物取
引業協会（9団体）、全日本不動産協会関係都県本部（9
団体）、全国賃貸住宅経営者協会連合会及び東京共同
住宅協会

関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅
の被災者への提供に関する協定

H29.3.27

278 その他 避難所の場所及び開設状況に関する情報提供 株式会社バカン 災害時等における避難施設の情報提供に関する協定書 R3.3.22

279 その他 遺体の搬送 （一社）全国霊柩自動車協会 災害時における遺体の搬送に関する協定書 H20.10.1

280 その他 棺及び葬祭用品の供給・遺体の搬送 栃木県葬祭事業協同組合、全日本葬祭業協同組合連合会
災害時における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体
の搬送に関する協定

H25.1.23

281 その他 遺体の搬送、帰宅困難者支援 （一社）全日本冠婚葬祭互助協会 災害時における協力に関する協定 R2.7.21
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282 その他 被災者等への法律相談業務の実施 栃木県弁護士会 災害時における法律相談業務に関する協定書 H25.5.24

283 その他 被災者支援のための行政書士業務の実施 栃木県行政書士会 災害時における行政書士業務に関する協定書 H25.7.10

284 その他 情報提供、地域における応急活動支援 （公社）隊友会栃木県隊友会 災害時における隊友会の協力に関する協定書 H26.2.14

285 その他 災害ボランティアセンターの設置・運営 （社福）栃木県社会福祉協議会 栃木県災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定 R4.3.16

286 その他 ドローン等による情報収集活動業務の協力 北関東綜合警備保障株式会社 災害時における情報収集活動業務の実施に関する協定 H30.2.9

287 その他 無人航空機（ドローン）による情報収集等 損害保険ジャパン日本興亜(株) 栃木県の防災力向上のための協定 H30.6.1

288 その他 ドローン等による情報収集活動業務の協力 （一社）小型無人機振興協会
災害時における無人航空機による情報収集等の協力に関

する協定書
R7.2.13

289 その他 ドローンによる情報収集活動・物資輸送業務の協力 栃木県森林組合連合会
災害時緊急の場合における情報収集及び物資輸送等の協

力に関する協定書
R7.2.13

290 その他
ヘリコプターによる被害状況調査、人
員・物資輸送業務の協力

（株）ヘリサービス 災害時における業務支援に関する協定書 R7.2.13

291 その他 帰宅困難者支援 (株)壱番屋 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 H30.11.13

292 その他 帰宅困難者支援 (株)オートバックスセブン 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 H30.11.13

293 その他 帰宅困難者支援 (株)セブン-イレブン・ジャパン 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 H30.11.13

294 その他 帰宅困難者支援 (株)ハードオフコーポレーション 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 H30.11.13

295 その他 帰宅困難者支援 (株)ファミリーマート 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 H30.11.13

296 その他 帰宅困難者支援 ミニストップ(株) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 H30.11.13

297 その他 帰宅困難者支援 山崎製パン(株) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 H30.11.13

298 その他 帰宅困難者支援 (株)吉野家 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 H30.11.13

299 その他 帰宅困難者支援 (株)ローソン 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 H30.11.13

300 その他 帰宅困難者支援 ネッツトヨタ栃木(株) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 R1.9.3

301 その他 帰宅困難者支援 栃木県自動車販売店協会 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 R2.7.14

302 その他 帰宅困難者支援 株式会社モスフードサービス 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 R3.11.25

303 その他 災害救助犬 （公社）日本警察犬協会栃木支部 災害時における災害救助犬の出動に関する協定 H31.3.11

304 その他 被災動物の救護及び管理 （公社）栃木県獣医師会 災害時における被災動物の救護及び管理に関する協定 R2.3.18

305 その他 車両の提供 （一社）栃木県レンタカー協会 災害時等における車両の提供に関する協定 R2.6.5

306 その他 車両の提供 栃木県自動車販売店協会 災害時等における車両等の提供に関する協定 R2.7.14

307 その他 車両の提供 東日本三菱自動車販売株式会社・三菱自動車工業株式会社 災害時における電動車両等の支援に関する協定 R3.12.10
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２－２３－８ 各省庁における派遣スキーム一覧  

(令和３年１０月現在)  

 

職種、分野 主な支援内容 関係省庁 

被災文教施設応急

危険度判定 

被災文教施設の応急危険度判定の実施 文部科学省 

水道 応急給水、被災した水道施設の応急復旧 厚生労働省 

災害派遣医療チー

ム 

(DMAT) 

災害急性期（発災後概ね 48 時間以内)に被災地等

で医療支援等を実施 

厚生労働省 

保健師等支援チー

ム 

公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の巡回によ

る被災者の健康管理 

厚生労働省 

災害派遣精神医療 

チーム(DPAT) 

自然災害や集団災害の発生時における、被災地域

の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医療体制

との連携、各種関係機関等とのマネジメント、専

門性の高い精神科医療の提供と精神保健活動の支

援 

厚生労働省 

災害時健康危機管

理 

支援チーム

(DHEAT) 

被災地方公共団体の保健医療調整本部及び保健所

が行う保健医療行政の指揮調整機能等が円滑に実

施されるよう応援 

厚生労働省 

農業農村災害緊急 

派遣隊（水土里

（みどり）災害派

遣隊） 

被災した農地・農業用施設の初期情報収集、緊急

概査、技術支援等 

農林水産省 

緊急災害対策派遣

隊(TEC-FORCE) 

被害状況の把握、被害の拡大の防止、被災地の早

期復旧等、被災地方公共団体に対する技術的な支

援 

国土交通省 

被災建築物応急危

険度判定 

被災した建築物の応急危険度判定の実施 国土交通省 

被災宅地危険度判

定 

被災した宅地の危険度判定の実施 国土交通省 

下水道 被災した下水道施設の復旧 国土交通省 

災害廃棄物処理支

援 

ネットワーク 

(D.Waste-Net) 

＜研究・専門機関（専門家・技術者を派遣）＞ 

処理体制の構築、排出・分別方法の周知、初期推

計量に応じた一次仮置場の確保・管理運営等に関

する現地支援 等 

＜廃棄物等関係団体（ごみ収集車等や作業員を派

遣）＞生活ごみ等の収集・運搬、処理に関する現

地支援 等 

環境省 
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応急対策職員派遣制度に関する要綱 

 

 

目次 

第１章 総則 

第２章 応急対策職員派遣制度の基本的な事項 

第３章 大規模災害時における応急対策職員派遣制度に係る対応等 

第４章 被災市区町村が行う災害対応業務を支援するための応援職員の派遣 

第１節 被災地域ブロック内を中心とした地方公共団体による応援職員の派遣（第１段階支

援） 

第２節 全国の地方公共団体による応援職員の派遣（第２段階支援） 

第３節 追加の対口支援による応援職員の派遣 

第４節 独自申出による応援職員の派遣 

第５章 総括支援チームの派遣 

第６章 受援体制 

第７章 その他 

別 表  
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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に全国の地方公共団

体の人的資源を最大限に活用して被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員の派遣

の仕組みである応急対策職員派遣制度について基本的な事項を定めるとともに、その運用に当

たり関係機関と総務省とが協力して実施する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、関係法令において使用する用語の例によるほか、次

の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）大規模災害とは、被災市区町村を包括する被災都道府県及び当該被災都道府県の区域内の

市区町村による応援職員の派遣だけでは被災市区町村において完結して災害対応業務を実施 

できない規模の災害をいう。 

（２）地域ブロックとは、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」第１条に定

めるブロックをいう。ただし、中国ブロック及び四国ブロックについては、合わせて一の地

域ブロックとする。 

（３）地域ブロック幹事都道府県とは、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協 

定」第４条第１項に定める幹事県等をいう。ただし、中国・四国ブロックについては、中国

ブロック又は四国ブロックの幹事県等のうちいずれか一の幹事県等とする。 

（４）地域ブロック内の地方公共団体とは、別表に定める地域ブロック内の都道府県及び当該都

道府県の区域内の市区町村をいう。 

（５）被災都道府県内の地方公共団体とは、被災市区町村を包括する被災都道府県及び当該被災

都道府県の区域内の市区町村（被災市区町村を除く。）をいう。 

（６）関係省庁とは、内閣府及び消防庁をいう。 

（７）関係団体とは、全国知事会、全国市長会、全国町村会及び指定都市市長会をいう。 

（８）関係機関とは、関係省庁、関係団体及び地方公共団体をいう。 

（９）関係都道府県とは、被災地域ブロック幹事都道府県及び被災都道府県をいう。 

（10）対口支援方式とは、被災市区町村ごとに都道府県又は指定都市を原則として１対１で割り

当てることにより、担当する都道府県又は指定都市（以下「対口支援団体」という。）を決定

し、対口支援団体が基本的に自ら完結して応援職員を派遣することをいう。 

（11）災害マネジメント総括支援員とは、被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災

市区町村における応援職員のニーズ等の把握、被災都道府県をはじめとする関係機関及び総

務省との連携等を通じて、被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に支援するために、

地方公共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている

者をいう。 

（12）災害マネジメント支援員とは、災害マネジメント総括支援員の補佐を行うために、地方公

共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている者をい
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う。 

（13）総括支援チームとは、被災市区町村への応援職員派遣の協力依頼に先立ち、被災市区町村

の被害状況や応援職員のニーズ把握を行うほか、被災市区町村が行う災害マネジメントを総

括的に支援するために、地方公共団体が災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント

支援員等で編成し、被災市区町村に派遣するチームをいう。 
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第２章 応急対策職員派遣制度の基本的な事項 

 

（基本的な事項） 

第３条 本制度の基本的な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）本制度は、地方公共団体の相互の協力によることを旨とするものであること。 

（２）本制度は、地方公共団体間の災害時相互応援協定等を妨げるものではないこと。 

（３）本制度に基づく応援職員の派遣の形態は、職務命令による短期の派遣（公務出張）を基本

とするものであること。 

（４）本制度に基づく応援職員の派遣の目的は、被災市区町村の長の指揮の下、次に掲げる業務

に携わるものであること。 

（ア）災害応急対策を中心とした災害対応業務のうち、避難所の運営及び罹災証明書の交付

のほか、本制度以外の仕組み等において対象としていない業務を支援すること。ただし、

本制度以外の仕組み等と必要な連携を図るものであること。 

（イ）被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災市区町村における応援職員のニ

ーズ等の把握、被災都道府県をはじめとする関係機関及び総務省との連携等を通じて、

被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に支援すること。 

（５）前号アのための応援職員は、次に掲げるように派遣することを基本とするものであること。

ただし、災害の規模、態様等に応じ柔軟な対応を図るものであること。 

（ア）最初に被災地域ブロック内を中心とした地方公共団体が応援職員を派遣すること（以

下「第１段階支援」という。）とし、第１段階支援だけでは被災市区町村において完結し

て災害対応業務を実施できない場合には、第１段階支援を補完するため全国の地方公共

団体が応援職員を派遣すること（以下「第２段階支援」という。）。 

（イ）対口支援方式により応援職員を派遣すること。 

（ウ）都道府県及び当該都道府県の区域内の市区町村（原則として指定都市を除く。）が一体

的に応援職員を派遣すること（以下「一体的支援」という。）。 

（６）第４号イのための応援職員は、総括支援チームを派遣するものであること。 

 

（関係機関の連携） 

第４条 関係機関及び総務省は、本制度に基づく応援職員の派遣が密接な連携の下に円滑かつ効

果的に実施されるように相互に連絡調整を行うものとする。 
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第３章 大規模災害時における応急対策職員派遣制度に係る対応等 

 

（情報の収集及び共有） 

第５条 総務省は、震度６弱以上の地震が観測された場合又はそれに相当する程度の災害が発生

し、又は発生するおそれがあると考えられる場合には、応援職員の派遣に関し、関係省庁、関

係団体及び関係都道府県（以下「関係省庁等」という。）からの情報の収集及び関係省庁等との

情報の共有を行うものとする。 

２ 総務省は、前項の規定により情報の収集及び共有を開始する場合には、関係省庁等に対しそ

の旨を連絡するものとし、連絡を受けた関係省庁等は、総務省に対し応援職員の派遣に関して

得られた情報を提供するものとする。 

３ 前２項の規定による情報の収集、共有及び提供は、主として電話、電子メール、ファクシミ

リ等により行うものとし、必要に応じて会議の開催により行うものとする。 

４ 被災地域ブロック幹事都道府県は、自らが被災した等の場合には、本要綱における被災地域

ブロック幹事都道府県の役割について、被災地域ブロック内の他の都道府県（以下「被災地域

ブロック幹事代理都道府県」という。）に行わせることができるものとする。この場合において、

被災地域ブロック幹事代理都道府県は、総務省、全国知事会並びに被災地域ブロック内の都道

府県及び指定都市に対しその旨を速やかに連絡するものとし、連絡を受けた総務省は、関係団

体に対しその旨を連絡するものとする。 

 

（被災都道府県による応援職員のニーズ等の把握） 

第６条 被災都道府県は、被災市区町村における次の各号に掲げる応援職員のニーズ等を速やか

に把握するものとする。 

（１）災害対応業務を支援するための応援職員の派遣の必要性 

（２）前号について応援職員の派遣が必要なときはその派遣要請人数（業務又は職種、期間等を

含む。） 

（３）総括支援チームの派遣の必要性 

（４）前３号に掲げるもののほか、応援職員の派遣に関して必要な情報 

２ 被災都道府県は、総務省及び被災地域ブロック幹事都道府県に対し、前項の規定により把握

した情報を提供するとともに、把握したニーズ等に対し当該被災都道府県内の地方公共団体に

よる応援職員の派遣だけでは被災市区町村において完結して災害対応業務を実施することが困

難である場合又は困難であることが見込まれる場合には、その旨を併せて連絡するものとする。 

３ 前項の規定による情報の提供及び連絡は、主として電話、電子メール、ファクシミリ等によ

り行うものとする。 

 

（応援職員確保調整本部の設置） 

第７条 総務省は、得られた情報を基に、関係団体と協議の上必要と判断した場合には、応援職

員の派遣に関し、関係省庁等からの情報の収集、関係省庁等との情報の共有並びに総合的な調

整及び意思決定を行うため、総務省及び関係団体で構成する応援職員確保調整本部（以下「確

保調整本部」という。）を設置するものとする。この場合において、第５条第１項の総務省の事
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務は、確保調整本部に引き継ぐものとする。 

２ 確保調整本部に事務局を置き、事務局の事務は総務省が行うものとする。 

３ 確保調整本部は、確保調整本部が設置された場合には、関係省庁及び関係都道府県並びに関

係団体を通じて地方公共団体に対しその旨を連絡するものとする。 

４ 第１項の規定による情報の収集及び共有並びに総合的な調整は、主として電話、電子メール、

ファクシミリ等により行うものとし、必要に応じて会議の開催により行うものとする。 

５ 確保調整本部は、応援職員の派遣の要請、派遣の状況等を踏まえ、第１項の規定による総合

的な調整を行う必要がなくなったと判断した場合には、確保調整本部を廃止するものとする。 

 

（応援職員確保現地調整会議の設置） 

第８条 確保調整本部は、関係都道府県と協議の上必要と判断した場合には、次の各号に掲げる

調整等を行うため、応援職員確保現地調整会議（以下「現地調整会議」という。）を設置するも

のとする。 

（１）第１段階支援に関する調整 

（２）前号の規定により調整した事項の確保調整本部への報告 

（３）現地における情報収集 

（４）現地において収集した情報の確保調整本部への報告 

（５）前各号に掲げるもののほか、応援職員の派遣に関して必要な調整 

２ 確保調整本部は、関係都道府県に対し現地調整会議への参加を求めるものとする。 

３ 確保調整本部は、関係都道府県と協議の上、被災都道府県の災害対策本部が置かれる都道府

県庁舎に設置することを基本として現地調整会議の設置場所を決定するものとする。 

４ 総務省、関係団体及び関係都道府県は、前項の規定により設置場所を決定した場合には、現

地調整会議に参加させるための要員（以下「現地調整会議参加要員」という。）を派遣するもの

とする。 

５ 関係団体及び被災地域ブロック幹事都道府県は、現地調整会議参加要員を派遣することが困

難である場合には、それぞれの構成団体（この要綱において、全国市長会にあっては市区（指

定都市を除く。）と、指定都市市長会にあっては指定都市と、被災地域ブロック幹事都道府県に

あっては被災地域ブロック内の他の都道府県とする。）に参加させることができるものとする。

ただし、現地調整会議に参加する者のいずれかから参集の要請があった場合には、可能な限り

現地調整会議参加要員を派遣するものとする。 

６ 総務省、関係団体及び関係都道府県の現地調整会議参加要員は、参集次第、現地調整会議に

参加するものとし、さらに、災害時相互応援協定等に基づき現地に派遣された地方公共団体の

連絡要員も参加することができるものとする。 

７ 関係都道府県は、現地調整会議が設置されない場合においても、必要に応じて確保調整本部

と調整の上、第１段階支援に関する調整を行うものとする。 

８ 確保調整本部は、応援職員の派遣の要請、派遣の状況等を踏まえ、第１項の規定による調整

等を行う必要がなくなったと判断した場合には、現地調整会議を廃止するものとする。 
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第４章 被災市区町村が行う災害対応業務を支援するための応援職員の派遣 

 

第１節 被災地域ブロック内を中心とした地方公共団体による応援職員の派遣（第１段階支援） 

 

（被災地域ブロック内の地方公共団体に対する応援職員の派遣についての協力の依頼） 

第９条 被災都道府県は、当該被災都道府県内の地方公共団体による応援職員の派遣だけでは被

災市区町村において完結して災害対応業務を実施することが困難である場合又は困難であると

見込まれる場合には、被災地域ブロック幹事都道府県を通じて被災地域ブロック内の地方公共

団体に対し、当該被災市区町村への応援職員の派遣について協力を依頼するものとする。 

２ 前項の規定による協力の依頼は、次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出して行うもの

とする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文

書を提出するものとする。 

（１）被災市区町村における応援職員の派遣要請人数（業務又は職種、期間等を含む。） 

（２）前号に掲げるもののほか、応援職員の派遣に関して必要な事項 

 

（対口支援団体の決定） 

第10条 現地調整会議は、前条第１項の規定により被災都道府県から被災地域ブロック内の地方

公共団体に対して協力の依頼があった場合には、被災市区町村ごとに被災地域ブロック内の都

道府県又は指定都市を原則として１対１で割り当てることにより、被災地域ブロック内におけ

る対口支援の案を作成するものとする。 

２ 現地調整会議は、次の各号に掲げる事項を考慮することを基本として、対口支援の案を作成

するものとする。 

（１）総括支援チームの派遣の状況 

（２）被災市区町村における応援職員の派遣要請人数（業務又は職種、期間等を含む。）、被害の

状況及び災害対応業務実施体制の状況 

（３）対口支援団体の対象となる都道府県又は指定都市と被災市区町村との距離及び移動時間 

（４）対口支援団体の対象となる都道府県（当該都道府県の区域内の市区町村を含む。）又は指定

都市の職員数 

（５）対口支援団体の対象となる都道府県又は指定都市の過去の災害における応援職員の派遣の

実績 

（６）災害時相互応援協定等の締結状況 

（７）前各号に掲げるもののほか、被災市区町村の人口等考慮を必要とする事項 

３ 現地調整会議は、確保調整本部に対し、第１項の規定により作成した対口支援の案を速やか

に報告するものとする。 

４ 現地調整会議は、被災地域ブロック内の都道府県及び指定都市だけでは対口支援の案を作成

することが困難である場合には、確保調整本部に対し、その旨を速やかに報告するものとする。 

５ 確保調整本部は、前項の規定による報告を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を考慮する

ことを基本として、被災市区町村ごとに都道府県又は指定都市を原則として１対１で割り当て

ることにより、対口支援の調整を行うものとする。この場合において、都道府県との調整につ
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いては全国知事会が、指定都市との調整については指定都市市長会が中心となり行うものとす

る。 

（１）別表の応援優先順位欄の順位 

（２）第２項各号に掲げる事項 

６ 確保調整本部は、第３項に規定する現地調整会議からの報告及び前項に規定する確保調整本

部での調整結果を踏まえ最終的に対口支援団体を決定するものとする。 

７ 確保調整本部は、対口支援団体を決定した場合には、対口支援団体に対し、当該決定事項、

第２項第２号に規定する事項及び現地調整会議等において得られた情報を速やかに文書により

連絡するものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うもの

とし、後日文書を提出するものとする。また、現地調整会議に対し確保調整本部で決定した事

項を速やかに連絡するものとする。 

８ 被災都道府県は、対口支援団体が決定された場合には、被災市区町村に対し確保調整本部で

決定した事項を速やかに連絡するものとする。 

９ 確保調整本部は、対口支援団体を決定した場合には、関係団体を通じて、地方公共団体に対

し当該決定事項を速やかに連絡するとともに、一体的支援に係る市区町村に対し応援職員の派

遣について協力を依頼するものとする。 

 

（対口支援団体等による応援職員の派遣） 

第11条 対口支援団体は、前条第７項の規定により連絡を受けた場合には、対口支援を行う被災

市区町村に連絡要員を派遣する等により、当該被災市区町村における応援職員のニーズ等を把

握するものとする。 

２ 対口支援団体は、対口支援を行う被災市区町村における前条第２項第２号に規定する事項、

前項の規定により把握したニーズ等を踏まえ、応援職員の派遣のための調整を行うものとする。

この場合において、対口支援団体である都道府県は、当該都道府県の区域内の市区町村に対し、

一体的支援を行うことについて確認の上、次の各号に掲げる調整等を行うものとする。 

（１）被災市区町村における応援職員の派遣要請人数（業務又は職種、期間等を含む。）の割り振

りの調整 

（２）交通手段、宿泊場所、必要な装備に関することその他応援職員の派遣に当たり必要な情報

の可能な限りの提供 

（３）前２号に掲げるもののほか、一体的支援を行うに当たり必要な調整等 

３ 対口支援団体及び対口支援団体である都道府県と一体的支援を行う市区町村は、応援職員の

派遣のための調整が完了次第、速やかに派遣するものとする。 

４ 対口支援団体は、対口支援を行う被災市区町村について、次の各号に掲げる支援を継続的に

行うものとする。 

（１）応援職員のニーズ等の把握 

（２）前号の規定により把握したニーズ等を踏まえた応援職員の派遣 

（３）被災市区町村の職員、応援職員（自らが派遣する応援職員のほか、本制度以外の仕組み等

により派遣された応援職員を含む。）等で構成する連絡会議の開催等を通じた関係者間での情

報の共有 
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（４）応援職員に関する受援体制の確保に関する助言 

（５）前各号に掲げるもののほか、応援職員の派遣に関して必要な支援 

５ 対口支援団体は、応援職員の派遣を終了する場合には、確保調整本部に対し、事前にその旨

を文書により連絡するものとする。 

６ 確保調整本部は、前項の規定により連絡を受けた場合には、対口支援団体に対し、対口支援

の終了について、文書により連絡するものとする。 

 

（第１段階支援に関するその他の事項） 

第12条 対口支援団体は、確保調整本部及び被災都道府県に対し、対口支援を行う被災市区町村

について、応援職員の派遣要請人数及び派遣人数（自らが派遣する応援職員を含め、被災市区

町村に派遣された応援職員の派遣人数をいう。）の当日の状況及び翌日以降の見込みの状況並び

にその他応援職員の派遣に関する情報を電子メールにより毎日提供するものとする。なお、当

該連絡の頻度については、確保調整本部及び被災都道府県が協議して、適宜見直しを行うもの

とする。 

２ 被災都道府県は、前項の規定により提供された情報を集約し、被災地域ブロック幹事都道府

県に対し提供するものとする。また、確保調整本部は、必要に応じて、対口支援団体に対する

詳細な状況の確認及び関係省庁との共有を行うものとする。 

３ 被災地域ブロック幹事都道府県は、第１項に規定する被災都道府県の役割（当該被災都道府

県の区域内の被災市区町村に関するものに限る。）について、被災都道府県と協議の上、被災都

道府県に代わって行うことができるものとする。 
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第２節 全国の地方公共団体による応援職員の派遣（第２段階支援） 

 

（全国の地方公共団体に対する応援職員の派遣についての協力の依頼） 

第13条 被災都道府県は、第９条第１項の規定により応援職員の派遣について協力の依頼を行う

にあたり、当該被災地域ブロック都道府県内の地方公共団体による応援職員の派遣だけでは対

応が困難な場合、確保調整本部に対し第２段階支援の必要性について連絡するものとする。 

２ 前項の規定による第２段階支援の必要性の連絡は、第９条第２項各号に規定する事項を記載

した文書を提出して行うものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等

により行うものとし、後日文書を提出するものとする。 

 

（確保調整本部における対口支援団体の決定） 

第14条 確保調整本部は、前条第１項の規定により第２段階支援の必要性の連絡を受けた場合に

は、次の各号に掲げる事項を考慮することを基本として、応援職員の派遣の調整を行った上で、

対口支援団体を決定するものとする。この場合において、都道府県との調整については全国知

事会が、指定都市との調整については指定都市市長会が中心となり行うものとする。 

（１）別表の応援優先順位欄の順位 

（２）都道府県（当該都道府県の区域内の市区町村を含む。）及び指定都市の職員数 

（３）都道府県（当該都道府県の区域内の市区町村を含む。）及び指定都市が既に応援職員の派遣

を行っているときはその派遣人数 

（４）前３号に掲げるもののほか、考慮を必要とする事項 

２ 確保調整本部は、前項の規定により決定を行った場合には、当該団体に対し、文書により決

定事項を連絡するとともに、被災都道府県に対し決定事項を速やかに連絡するものとする。た

だし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出す

るものとする。連絡を受けた被災都道府県は、対口支援を行う被災市区町村に対し確保調整本

部で決定した事項を速やかに連絡するものとする。 

３ 確保調整本部は、第１項の規定により決定を行った場合には、関係団体を通じて、地方公共

団体に対し決定事項を速やかに連絡するとともに、一体的支援に係る市区町村に対し応援職員

の派遣について協力を依頼するものとする。 

 

（全国の地方公共団体による応援職員の派遣） 

第15条 前条第２項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、応援職

員の派遣要請人数等を踏まえ、それぞれ、応援職員の派遣のための調整を行うものとする。こ

の場合において、対口支援団体である都道府県は、当該都道府県の区域内の市区町村に対し、

一体的支援を行うことについて確認の上、第11条第２項各号に規定する調整等を行うものとす

る。 

２ 前条第２項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体及び対口支援団

体である都道府県と一体的支援を行う市区町村は、応援職員の派遣のための調整が完了次第、

速やかに派遣するとともに、第11条第４項各号に規定する支援を継続的に行うものとする。 

３ 前条第２項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、応援職員の
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派遣を終了する場合には、確保調整本部に対し、事前にその旨を文書により連絡するものとす

る。 

４ 確保調整本部は、前項の規定により連絡を受けた場合には、前条第２項の規定により応援職

員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体に対し、対口支援の終了について、文書により連

絡するものとする。 

 

（第２段階支援に関するその他の事項） 

第16条 第14条第２項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、確保

調整本部及び被災都道府県に対し、対口支援を行う被災市区町村について、応援職員の派遣要

請人数及び派遣人数（自らが派遣する応援職員を含め、被災市区町村に派遣された応援職員の

派遣人数をいう。）の当日の状況及び翌日以降の見込みの状況並びにその他応援職員の派遣に関

する情報を電子メールにより毎日提供するものとする。なお、当該連絡の頻度については、確

保調整本部及び被災都道府県が協議して、適宜見直しを行うものとする。 

２ 被災都道府県は、前項の規定により提供された情報を集約し、被災地域ブロック幹事都道府

県に対し提供するものとする。また、確保調整本部は、必要に応じて、対口支援団体に対する

詳細な状況の確認及び関係省庁との共有を行うものとする。 

３ 被災地域ブロック幹事都道府県は、第13条第１項、第14条第２項及び本条第１項に規定する

被災都道府県の役割（当該被災都道府県の区域内の被災市区町村に関するものに限る。）につい

て、被災都道府県と協議の上、被災都道府県に代わって行うことができるものとする。 
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第３節 追加の対口支援による応援職員の派遣 

 

（追加の対口支援に対する応援職員の派遣についての協力の依頼） 

第17条 対口支援団体は、当該対口支援団体による応援職員の派遣だけでは対口支援を行う被災

市区町村において完結して災害対応業務を実施することが困難である場合又は困難であると見

込まれる場合には、被災市区町村と協議の上、被災都道府県に対し追加の対口支援の必要性に

ついて連絡するものとする。 

２ 前項の規定による追加の対口支援の必要性の連絡は、第９条第２項各号に規定する事項を記

載した文書を提出して行うものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話

等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。 

３ 被災都道府県は、第１項の規定による追加の対口支援の必要性の連絡に対し、対口支援団体

だけでは被災市区町村において完結して災害対応業務を実施することが困難である場合又は困

難であると見込まれる場合には、確保調整本部に対し追加の対口支援の必要性について連絡す

るものとする。 

４ 前項の規定による追加の対口支援の必要性の連絡は、第９条第２項各号に規定する事項を記

載した文書を提出して行うものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話

等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。 

 

（確保調整本部における追加の対口支援団体の決定） 

第18条 確保調整本部は、前条第３項の規定により追加の対口支援の必要性の連絡を受けた場合

には、第10条第２項及び第14条第１項各号に掲げる事項を考慮することを基本として、応援職

員の派遣の調整を行った上で、対口支援団体を決定するものとする。この場合において、都道

府県との調整については全国知事会が、指定都市との調整については指定都市市長会が中心と

なり行うものとする。 

２ 確保調整本部は、前項の規定により決定を行った場合には、当該団体に対し、文書により決

定事項を連絡するとともに、被災都道府県に対し決定事項を速やかに連絡するものとする。た

だし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出す

るものとする。連絡を受けた被災都道府県は、前条第１項の規定により追加の対口支援の必要

性を連絡した対口支援団体に対し確保調整本部で決定した事項を速やかに連絡するものとする。

さらに、連絡を受けた対口支援団体は、対口支援を行う被災市区町村に対し確保調整本部で決

定した事項を速やかに連絡するものとする。 

３ 確保調整本部は、第１項の規定により決定を行った場合には、関係団体を通じて、地方公共

団体に対し決定事項を速やかに連絡するとともに、一体的支援に係る市区町村に対し応援職員

の派遣について協力を依頼するものとする。 

 

（追加の対口支援団体による応援職員の派遣） 

第19条 前条第２項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、応援職

員の派遣要請人数等を踏まえ、それぞれ、応援職員の派遣のための調整を行うものとする。こ

の場合において、当該都道府県は、当該都道府県の区域内の市区町村に対し、一体的支援を行
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うことについて確認の上、第11条第２項各号に規定する調整等を行うものとする。 

２ 前条第２項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体及び対口支援団

体と一体的支援を行う市区町村は、都道府県及び当該都道府県と一体的支援を行う市区町村並

びに指定都市は、応援職員の派遣のための調整が完了次第、速やかに派遣するとともに、第11

条第４項各号に規定する支援を継続的に行うものとする。 

３ 前条第２項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、応援職員の

派遣を終了する場合には、確保調整本部に対し、事前にその旨を文書により連絡するものとす

る。 

４ 確保調整本部は、前項の規定により連絡を受けた場合には、前条第２項の規定により応援職

員の派遣の決定の連絡を受けた都道府県及び指定都市に対し、対口支援の終了について、文書

により連絡するものとする。 

 

（追加の対口支援に関するその他の事項） 

第20条 第18条第２項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、確保

調整本部及び被災都道府県に対し、対口支援を行う被災市区町村について、応援職員の派遣要

請人数及び派遣人数（自らが派遣する応援職員を含め、被災市区町村に派遣された応援職員の

派遣人数をいう。）の当日の状況及び翌日以降の見込みの状況並びにその他応援職員の派遣に関

する情報を電子メールにより毎日提供するものとする。なお、当該連絡の頻度については、確

保調整本部及び被災都道府県が協議して、適宜見直しを行うものとする。 

２ 被災都道府県は、前項の規定により提供された情報を集約し、被災地域ブロック幹事都道府

県に対し提供するものとする。また、確保調整本部は、必要に応じて、対口支援団体に対する

詳細な状況の確認及び関係省庁との共有を行うものとする。 

３ 被災地域ブロック幹事都道府県は、第17条第１項、同条第３項、第18条第２項及び本条第１

項に規定する被災都道府県の役割（当該被災都道府県の区域内の被災市区町村に関するものに

限る。）について、被災都道府県と協議の上、被災都道府県に代わって行うことができるものと

する。 
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第４節 独自申出による応援職員の派遣 

 

（独自申出による応援職員の派遣の調整） 

第21条 地方公共団体（被災都道府県内の地方公共団体を除く。）は、第１段階支援及び第２段階

支援とは別に、独自に応援職員の派遣を行おうとする場合には、都道府県にあっては全国知事

会に、指定都市にあっては指定都市市長会に、市区（指定都市を除く。）にあっては全国市長会

に、町村にあっては全国町村会に対しその旨を申し出ること（以下「独自申出」という。）がで

きるものとする。 

２ 前項の規定による独自申出は、次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出して行うものと

する。 

（１）応援職員の派遣可能人数（業務又は職種、期間等を含む。） 

（２）前号に掲げるもののほか、応援職員の派遣に関して必要な事項 

３ 関係団体は、第１項の規定により独自申出を受けた場合には、それぞれ、当該独自申出の情

報を管理するとともに、確保調整本部に対し当該情報を報告するものとする。 

４ 確保調整本部は、前項の規定により報告を受けた場合には、対口支援団体の決定前にあって

は被災都道府県と、対口支援団体の決定後にあっては対口支援団体と協議の上、応援職員の派

遣の調整を行うものとする。 

５ 確保調整本部は、前項の規定により調整を行った場合には、関係団体を通じて、地方公共団

体に対し調整結果を連絡するとともに、対象となる地方公共団体に対し応援職員の派遣につい

て協力を依頼するものとする。 
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第５章 総括支援チームの派遣 

 

（災害マネジメント総括支援員等の登録） 

第22条 総務省は、平常時に、地方公共団体からの推薦を受けて、当該地方公共団体の職員を災

害マネジメント総括支援員として名簿に登録し、当該名簿（以下「総括支援員登録名簿」とい

う。）の管理を行うものとする。 

２ 総務省は、平常時に、地方公共団体からの推薦を受けて、当該地方公共団体の職員を災害マ

ネジメント支援員として名簿に登録し、当該名簿の管理を行うものとする。 

３ 災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント支援員の登録の手続等については、別に

定めるところによるものとする。 

 

（総括支援チームの派遣の要請等） 

第23条 被災市区町村は、対口支援団体の決定前において、自らが行う災害マネジメントについ

て支援が必要な場合には、当該被災市区町村を包括する被災都道府県を通じて確保調整本部（確

保調整本部設置前にあっては総務省。）に対し総括支援チームの派遣を要請することができるも

のとする。 

２ 被災市区町村は、対口支援団体の決定後において、自らが行う災害マネジメントについて支

援が必要な場合には、対口支援団体に対し総括支援チームの派遣を要請することができるもの

とする。 

３ 第１項又は前項の規定による要請は、その旨を記載した文書を提出して行うものとする。た

だし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出す

るものとする。 

４ 対口支援団体は、第２項の規定による要請に対し適当な総括支援チームを派遣することが困

難である場合には、確保調整本部に対しその旨を連絡するものとする。 

５ 確保調整本部は、第１項の規定により要請を受けた場合又は前項の規定により連絡を受けた

場合には、総括支援員登録名簿に基づき、災害マネジメント総括支援員が属する地方公共団体

と調整し、当該地方公共団体に対し総括支援チームの派遣について協力を依頼するものとする。 

６ 確保調整本部は、第１項に規定するもののほか、被災都道府県から協力の依頼を受けた場合

又は得られた情報を基に必要と判断した場合には、総括支援員登録名簿に基づき、災害マネジ

メント総括支援員が属する地方公共団体と調整し、当該地方公共団体に対し総括支援チームの

派遣について協力を依頼するものとする。 

７ 確保調整本部は、第５項又は前項の規定に基づき、総括支援チームの派遣に関して災害マネ

ジメント総括支援員が属する地方公共団体（被災地域ブロック内の地方公共団体に限る。）と調

整する場合は、原則として、被災地域ブロック幹事都道府県と協議の上で行うものとする。 

８ 確保調整本部は、第５項又は第６項の規定により総括支援チームの派遣について協力を依頼 

した場合には、当該団体に対し、文書によりその旨を連絡するものとする。ただし、文書を提 

出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。 

また、確保調整本部は、関係都道府県及び対口支援団体に対しその旨を連絡するものとし、さ

らに、対口支援団体の決定前にあっては被災都道府県を通じて、対口支援団体の決定後にあっ
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ては対口支援団体を通じて被災市区町村に対しその旨を連絡するものとする。また、関係団体 

を通じて、地方公共団体に対しその旨を連絡するものとする。 

 

（総括支援チームの派遣） 

第24条 確保調整本部から協力の依頼を受けた地方公共団体又は被災市区町村から要請を受けた

対口支援団体は、総括支援チームの派遣のための調整が完了次第、速やかに派遣するものとす

る。 

２ 確保調整本部から協力の依頼を受けた地方公共団体又は被災市区町村から要請を受けた対口

支援団体は、総括支援チームを派遣した場合には、確保調整本部に対し、速やかにその旨を連

絡するものとする。 

３ 確保調整本部は、前項の規定により連絡を受けた場合には、関係都道府県及び対口支援団体

に対しその旨を連絡するものとし、さらに、対口支援団体の決定前にあっては被災都道府県を

通じて、対口支援団体の決定後にあっては対口支援団体を通じて被災市区町村に対しその旨を

連絡するものとする。 

４ 確保調整本部から協力の依頼を受けた地方公共団体又は被災市区町村から要請を受けた対口

支援団体は、総括支援チームの派遣を終了する場合には、確保調整本部に対し、事前にその旨

を文書により連絡するものとする。 

５ 確保調整本部は、前項の規定により連絡を受けた場合には、当該団体に対し、総括支援チー

ムの派遣の終了について、文書により連絡するものとする。 

 

（総括支援チームの派遣に関するその他の事項） 

第25条 総括支援チーム派遣団体は、確保調整本部及び被災都道府県に対し、総括支援チームの

派遣を行う被災市区町村について、総括支援チームの派遣人数の当日の状況及び翌日以降の見

込みの状況並びにその他総括支援チームの支援に関する状況等を電子メールにより毎日提供す

るものとする。なお、当該連絡の頻度については、確保調整本部及び被災都道府県が協議して、

適宜見直しを行うものとする。 

２ 被災都道府県は、前項の規定により提供された情報を集約し、被災地域ブロック幹事都道府

県に対し提供するものとする。また、確保調整本部は、必要に応じて、対口支援団体に対する

詳細な状況の確認及び関係省庁との共有を行うものとする。 

３ 被災地域ブロック幹事都道府県は、第１項に規定する被災都道府県の役割（当該被災都道府

県の区域内の被災市区町村に関するものに限る。）について、被災都道府県と協議の上、被災都

道府県に代わって行うことができるものとする。 
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第６章 受援体制 

（平常時における受援体制の整備等） 

第26条 市区町村は、災害時に円滑に応援職員の受入ができるよう、あらかじめ次に掲げる事項

等を取りまとめた受援計画の策定を行うなど、受援体制について必要な準備を整えるものとす

る。 

（１）庁内全体の応援受入の窓口となる受援担当者 

（２）応援職員が担う受援対象業務と必要人数 

（３）各受援対象業務の担当部署における受援担当者 

（４）応援要請の手順 

２ 都道府県は、区域内の市区町村に対し、前項の取組に係る助言や支援を行うものとする。 

 

（応援職員受入時の体制整備） 

第27条 被災市区町村は、災害時の応援職員の受入に際し、受援が円滑に機能するため、次に掲

げる取組等により、応援職員の受入体制の整備に努めるものとする。 

 （１）応援職員の執務スペースの確保 

 （２）業務に必要な資機材等の準備 

 （３）受援に関する庁内調整会議の開催 

 

第７章 その他 

 

（被災都道府県による支援） 

第28条 被災都道府県は、被災市区町村に連絡要員を派遣する等により、応援職員の派遣に関す

る支援（対口支援団体との連携を含む。）及び被災市区町村が行う災害マネジメントに関する支

援（総括支援チームが派遣されている場合には、当該総括支援チームとの連携を含む。）を行う

ものとする。 

２ 被災都道府県は、対口支援団体の決定後に当該被災都道府県内の地方公共団体による被災市

区町村への応援職員の派遣の調整を行う場合には、対口支援団体と協議の上行うものとする。 

 

（応援職員の派遣に関する留意事項） 

第29条 地方公共団体は、応援職員の派遣に関し、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 

（１）活動に必要な資機材、応援職員の食料、宿泊場所及び交通手段の確保等については、可能

な限り自己完結型で対応すること。 

（２）派遣期間については、業務の習熟、引継ぎ等を考慮して調整を行うこと。 

 

（応援職員の派遣に関する費用の負担） 

第30条 本制度に基づく応援職員の派遣に要した費用の負担については、法令の定めによるほか、

応援職員を派遣した地方公共団体と被災市区町村又は被災市区町村を包括する被災都道府県と

が協議して定めるものとする。 
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（平常時における対応） 

第31条 総務省は、平常時に、本制度に基づく応援職員の派遣に関する連絡調整を行うため、関

係省庁、関係団体、都道府県（地域ブロック幹事都道府県の別を含む。）及び指定都市の担当部

署の連絡先を記載した名簿を作成し、関係省庁、関係団体、都道府県及び指定都市と共有する

ものとする。 

２ 関係省庁、関係団体、都道府県及び指定都市は、前項に規定する名簿の連絡先に変更が生じ

た場合には、総務省に対し変更後の連絡先を速やかに連絡するものとする。 

３ 地域ブロック幹事都道府県は、平常時に、対口支援団体の決定に際して考慮することを基本

とする第10条第２項第４号から第６号までに規定する事項について、当該地域ブロック内の都

道府県及び指定都市に係る情報の整理及び定期的な更新を行い、地域ブロック内の都道府県及

び指定都市と共有するものとする。さらに、総務省に対しても当該情報を提供するものとする。

提供を受けた総務省は、当該情報を関係団体と共有するものとする。 

 

（訓練の実施） 

第32条 総務省は、大規模災害時における本制度の円滑な運用を確保するため、関係機関の協力

を得て、訓練を実施するものとする。 

 

（要綱の見直し） 

第33条 総務省は、前条に規定する訓練の結果等を踏まえ、必要に応じて関係機関の意見を聴き

つつ、適宜、本要綱について必要な見直しを行うものとする。 

 

（その他） 

第34条 この要綱に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は、総務省が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成30年３月23日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成31年３月28日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年２月19日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年５月20日から施行する。  
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（別表） 

 

 

 

 

北海道東北

ブロック（Ａ）

関東

ブロック（Ｂ）

中部

ブロック（Ｃ）

近畿

ブロック（Ｄ）

中国・四国

ブロック（Ｅ）

九州

ブロック（Ｆ）

北海道、青森県、

岩手県、宮城県、

秋田県、山形県、

福島県、新潟県、

茨城県、栃木県、

群馬県、埼玉県、

千葉県、東京都、

神奈川県、山梨県

富山県、石川県、

長野県、岐阜県、

静岡県、愛知県、

三重県

福井県、滋賀県、

京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、

和歌山県

鳥取県、島根県、

岡山県、広島県、

山口県、徳島県、

香川県、愛媛県、

高知県

福岡県、佐賀県、

長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、

鹿児島県、沖縄県

指定都市
札幌市、仙台市、

新潟市

さいたま市、千葉

市、横浜市、川崎

市、相模原市

静岡市、浜松市、

名古屋市

京都市、大阪市、

堺市、神戸市
岡山市、広島市

北九州市、福岡

市、熊本市

①Ｂ②Ｃ③Ｄ④Ｅ⑤Ｆ ①Ａ②Ｃ③Ｄ④Ｅ⑤Ｆ ①Ｄ②Ｂ③Ａ④Ｅ⑤Ｆ ①Ｃ②Ｅ③Ｆ④Ｂ⑤Ａ ①Ｆ②Ｄ③Ｃ④Ｂ⑤Ａ ①Ｅ②Ｄ③Ｃ④Ｂ⑤Ａ応援優先順位

地域ブロック

都道府県
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様式１
（要綱第６条関係）

【把握したニーズ等】 担当部署

担当者名

電話番号

ＦＡＸ番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

（１）災害対応業務を支援するための応援職員の派遣の必要性

有 無 【被災都道府県内の地方公共団体による対応可否】

（２）要請人数（見込み）※上記（１）で「有」の場合 左記（２）に対する対応可否

No. 人数

1 ～ 可 不可

2 ～ 可 不可

3 ～ 可 不可

4 ～ 可 不可

5 ～ 可 不可

（３）総括支援チームの派遣の必要性 左記（３）に対する対応可否

有 無 可 不可

（４）その他の情報

被災市区町村名

業務（職種）期間

把握日時

連絡欄

特記事項

被災都道府県窓口
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（要綱第９条第２項関係） 

様式２－１ 

 
○○年○○月○○日  

 
 ○○地域ブロック幹事都道府県（担当部署） 御中 
 

 
被災都道府県（担当部署）  

 
 

被災市区町村への応援職員の派遣についての協力依頼書 
 

 標記のことについて、別添のとおり協力を依頼します。 
 
 
添付書類 
 様式２－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡先  
 担当部署  
 担当者名  
 電話番号  
 ＦＡＸ番号  
 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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様式２－２
（要綱第９条第２項関係）

担当部署 担当部署

担当者名 担当者名

電話番号 電話番号

ＦＡＸ番号 ＦＡＸ番号

Ｅ－ＭＡＩＬ Ｅ－ＭＡＩＬ

No. 人数（※）

1 ～

2 ～

3 ～

4 ～

5 ～

※見込みを含む。

主な業務実施場所 左記までの交通手段 特記事項業務（職種）期間（※）

被災市区町村名被災都道府県名 被災都道府県窓口 被災市区町村窓口

連絡欄（応援職員の派遣に関して必要な事項を記載（別紙による業務実施場所の地図等の添付も可））

文書番号 年月日
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（要綱第 10条第７項、第１４条第２項、第１８条第２項関係） 

様式３－１ 

○○年○○月○○日 
 
対口支援団体（担当部署）御中 
 

応援職員確保調整本部  
（事務局：総務省自治行政局公務員部） 

 
対口支援団体の決定について（通知） 

 
下記のとおり、応援職員確保調整本部において貴団体を対口支援団体に決定しまし

たので、通知します。 
 

記 
 

災 害 名  

決 定 日  

対口支援団体  

派遣先の 
被災市区町村 

 

その他  

 
 

発信元 
応援職員確保調整本部 
（事務局：総務省自治行政局公務員部） 

担当者名  
電話番号  
ＦＡＸ番号  

 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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（要綱第 11条第５項、第 15条第３項、第 19条第３項関係） 

様式３－２ 

○○年○○月○○日 
 
 
応援職員確保調整本部 御中 
（事務局：総務省自治行政局公務員部） 
 

対口支援団体（担当部署） 
 
 

対口支援の終了の連絡について 
 
下記のとおり、対口支援を終了する予定ですので、連絡します。 

 
記 

 

災 害 名  

派遣先の 
被災市区町村 

 

対口支援実施 
期間（予定） 

～ 

対口支援を終了

する理由 
（被災市町村の

具体的状況） 

 

 
 
 

 
連絡先  
 担当部署  
 担当者名  
 電話番号  
 ＦＡＸ番号  
 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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（要綱第 11条第６項、第 15条第４項、第 19条第４項関係） 

様式３－３ 

○○年○○月○○日 
 
 
対口支援団体（担当部署）御中 
 
 

応援職員確保調整本部  
（事務局：総務省自治行政局公務員部） 

 
対口支援の終了について（通知） 

 
下記のとおり、貴団体の対口支援の終了を確認しましたので、通知します。 

 
記 

 

災 害 名  

派遣先の 
被災市区町村 

 

対口支援 
実施期間 

～ 

その他  

 
 

 
 
 
 

 

発信元 
応援職員確保調整本部 
 （事務局：総務省自治行政局公務員部） 

担当者名  
電話番号  
ＦＡＸ番号  

 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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様式４
（要綱第12条第１項、第16条第１項、第20条第１項及び第25条第１項関係）

支援団体名 〇年〇月〇日（〇）１０時００分現在　

担当部署

担当者名

電話番号

ＦＡＸ番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

■支援の状況（総括支援及び対口支援の概要について記入してください。）

支援
を行う
被災

市区町村

派遣人数
連絡事項

（今後の対応予定、派遣見込み　等）

受付・交付 調査 受付 調査

要請人数 人 人

　対口支援団体
　A　（※２）

人 人

その他の団体
　B　（※３）

人 人

派遣人数　Ａ＋Ｂ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

※１　「本日派遣された人数」及び「翌日に派遣される予定の人数」欄については、同日中に人員が交代する場合は重複計上をせず、交代前と交代後における最大数を計上してください。

※２　「対口支援団体Ａ」欄については、対口支援団体が都道府県である場合には、一体的支援を行う当該都道府県の区域内の市区町村による応援職員の人数を合わせて計上してください。

※３　「その他の団体Ｂ」欄については、「応急対策職員派遣制度」に関する応援職員のうち、対口支援団体以外から派遣された（される予定の）応援職員の人数を計上してください。

支援にあたっての課題

連絡事項
（「その他」の内訳、要請人数に対する調整状況、今後の

派遣要請の見込み　等）
罹災証明交付業務

行政窓口
避難所
運営

その他 合計

罹災証明交付業務

行政窓口
避難所
運営

その他

■総括支援チーム

対口支援
を行う
被災

市区町村

要請人数
及び

派遣人数

本日派遣された人数
（＝現地で業務に従事した実人数）（※１）

連絡事項
（「その他」の内訳　等）

翌日に派遣される予定の人数
（＝現地で業務に従事する予定の実人数）（※１）

人

■対口支援チーム

総括支援チーム

合計

支援項目

左記のうち災害マネジメント総括支援員の氏名

人

本日派遣された人数
（＝現地で業務に従事した実人数）（※１）

翌日に派遣される予定の人数
（＝現地で業務に従事する予定の

実人数）（※１）

対応状況
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（要綱第13条第２項、第17条第４項関係） 

様式５－１ 

 
○○年○○月○○日  

 
 応援職員確保調整本部 御中 
 （事務局：総務省自治行政局公務員部） 
 

 
被災都道府県（担当部署）  

 
 

被災市区町村への応援職員の派遣についての協力依頼書 
 

 標記のことについて、別添のとおり協力を依頼します。 
 
 
添付書類 
 様式５－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡先  
 担当部署  
 担当者名  
 電話番号  
 ＦＡＸ番号  
 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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様式５－２
（要綱第13条第２項、第17条第４項関係）

担当部署 担当部署

担当者名 担当者名

電話番号 電話番号

ＦＡＸ番号 ＦＡＸ番号

Ｅ－ＭＡＩＬ Ｅ－ＭＡＩＬ

No. 人数（※）

1 ～

2 ～

3 ～

4 ～

5 ～

※見込みを含む。

主な業務実施場所 左記までの交通手段 特記事項業務（職種）期間（※）

被災市区町村名被災都道府県名 被災都道府県窓口 被災市区町村窓口

連絡欄（応援職員の派遣に関して必要な事項を記載（別紙による業務実施場所の地図等の添付も可））

文書番号 年月日
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（要綱第17条第２項関係） 

様式６－１  

 
○○年○○月○○日  

 
 被災都道府県（担当部署） 御中 
 

 
対口支援団体（担当部署）  

 
 

被災市区町村への応援職員の派遣についての協力依頼書 
 

 標記のことについて、別添のとおり協力を依頼します。 
 
 
添付書類 
 様式６－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡先  
 担当部署  
 担当者名  
 電話番号  
 ＦＡＸ番号  
 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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様式６－２
（要綱第17条第２項関係）

担当部署 担当部署

担当者名 担当者名

電話番号 電話番号

ＦＡＸ番号 ＦＡＸ番号

Ｅ－ＭＡＩＬ Ｅ－ＭＡＩＬ

No. 人数（※）

1 ～

2 ～

3 ～

4 ～

5 ～

※見込みを含む。

被災市区町村窓口

連絡欄（応援職員の派遣に関して必要な事項を記載（別紙による業務実施場所の地図等の添付も可））

文書番号 年月日

被災市区町村名被災都道府県名 対口支援団体窓口

業務（職種）期間（※） 主な業務実施場所 左記までの交通手段 特記事項
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（要綱第21条第２項関係） 

様式７－１ 

  
○○年○○月○○日  

 
 （関係団体） 御中 
 

 
独自申出を行う地方公共団体（担当部署）  

 
 

被災市区町村への応援職員の派遣の独自申出書 
 

 標記のことについて、別添のとおり申し出ます。 
 
 
添付書類 
 様式７－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡先  
 担当部署  
 担当者名  
 電話番号  
 ＦＡＸ番号  
 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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様式７－２
（要綱第21条第２項関係）

担当部署

担当者名

電話番号

ＦＡＸ番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

No.
派遣可能
人数

1 ～

2 ～

3 ～

4 ～

5 ～

年月日文書番号 独自申出を行う地方公共団体の窓口

業務（職種）期間 特記事項

連絡欄
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（要綱第23条第３項関係） 

様式８－１ 

 
○○年○○月○○日  

 

 応援職員確保調整本部 御中（第23条第１項の場合） 

（事務局：総務省自治行政局公務員部） 

 

被災市区町村（担当部署）  

 
 

総括支援チームの派遣要請書 
 

 標記のことについて、下記のとおり要請します。 
 

記 
 
派遣が必要な期間 
（見込みを含む。）  

災害マネジメントの状況 
（支援を求める理由等を記載）  

主な業務実施場所  
上記までの交通手段  
連絡欄 
（総括支援チームの派遣に関して

必要な事項を記載（別紙による業

務実施場所の地図等の添付も

可）） 

 

 
 
 
 

連絡先  
 担当部署  
 担当者名  
 電話番号  
 ＦＡＸ番号  
 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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（要綱第23条第３項関係） 

様式８－２ 

  
○○年○○月○○日  

 

 対口支援団体（担当部署） 様（第23条第２項の場合） 

 

 

被災市区町村（担当部署）  

 
 

総括支援チームの派遣要請書 
 

 標記のことについて、下記のとおり要請します。 
 

記 
 
派遣が必要な期間 
（見込みを含む。）  

災害マネジメントの状況 
（支援を求める理由等を記載）  

主な業務実施場所  
上記までの交通手段  
連絡欄 
（総括支援チームの派遣に関して

必要な事項を記載（別紙による業

務実施場所の地図等の添付も

可）） 

 

 
 
 
 

連絡先  
 担当部署  
 担当者名  
 電話番号  
 ＦＡＸ番号  
 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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（要綱第 23条第８項関係） 

様式９－１ 

○○年○○月○○日 
 
総括支援チーム派遣団体（担当部署）御中 
 

応援職員確保調整本部  
（事務局：総務省自治行政局公務員部） 

 
総括支援チーム派遣団体の決定について（通知） 

 
下記のとおり、応援職員確保調整本部にて貴団体を総括支援チーム派遣団体に決定

しましたので、通知します。 
記 

 

災 害 名  

決 定 日  

総括支援チーム 
派遣団体 

 

派遣先の 
被災市区町村 

 

その他  

 
 

 

発信元 
応援職員確保調整本部 
（事務局：総務省自治行政局公務員部） 

担当者名  
電話番号  
ＦＡＸ番号  

 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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（要綱第 24条第４項関係） 

様式９－２ 

○○年○○月○○日 
 
 
 応援職員確保調整本部 御中 
（事務局：総務省自治行政局公務員部） 
 
 

総括支援チーム派遣団体（担当部署） 
 

総括支援チーム派遣の終了の連絡について 
 
下記のとおり、総括支援チームの派遣を終了する予定ですので、連絡します。 
 

記 
 

災 害 名  

派遣先の 
被災市区町村 

 

派遣期間 
（予定） 

～ 

総括支援チーム

の派遣を終了す

る理由 
（被災市区町村

の具体的状況） 

 

 
 
 
 
 

連絡先  
 担当部署  
 担当者名  
 電話番号  
 ＦＡＸ番号  
 Ｅ－ＭＡＩＬ  
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（要綱第 24条第５項関係） 

様式９－３ 

○○年○○月○○日 
 
総括支援チーム派遣団体（担当部署）御中 
 
 

 応援職員確保調整本部  
（事務局：総務省自治行政局公務員部） 

 
 

総括支援チームの派遣の終了について（通知） 
 
下記のとおり、貴団体の総括支援チームの派遣終了を確認しましたので、通知しま

す。 
 

記 
 

災 害 名  

派遣先の 
被災市区町村 

 

派遣期間 ～ 

その他  

 
 

発信元 
応援職員確保調整本部 
（事務局：総務省自治行政局公務員部） 
担当者名  
電話番号  
ＦＡＸ番号  
Ｅ－ＭＡＩＬ  
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災害時広域関東圏連携ルール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年11月８日 

災害時の透析医療に関する広域関東圏連携会議 

 

 

 

 

 

参考資料１ 
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第１ ルール作成の趣旨 

このルールは、大規模災害等発生時に、「災害時の透析医療確保に関する

広域関東圏連携会議」（以下「連携会議」）の構成員である都県が被災し、当

該の都県で十分な透析医療体制を確保できず、他の都県へ透析患者の受入依

頼を行う場合について、被災都県に対して迅速かつ円滑な支援を実施するた

めの基本的事項について定める。 
 

第２ 連絡窓口の準備 

連絡会議構成員は、あらかじめ災害時の透析医療広域連携に関する連絡担

当部署を定めるとともに、「緊急時連絡網」（別記様式１）により、緊急時

連絡網を整備する。 

 

第３ 被害状況の共有  

都県は、次のいずれかの事象が発生した場合、各都県透析医会及び臨床工

学技士会等と連携し、「日本透析医会 災害時情報ネットワーク」等により都

県内の透析医療機関に関する被害状況をとりまとめ、その内容を連絡会議の

構成員に対して共有する。 

各都県透析医会は、「日本透析医会 災害時情報ネットワーク」等により、

都県内透析医療機関の被災状況を収集し、共有するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

第４ 被災都県から他都県への受入可能人数等に関する情報提供依頼 

  被災都県は、透析患者に対して、当該の都県で十分な透析医療体制が確保

できないことが見込まれる場合は、他の都県に対して、広域連携による透析

患者受入可能人数等について情報提供を依頼する。その際、円滑な受入調整

のため、以下事項について伝達するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

  依頼の方法は、緊急時連絡網を活用し、原則として「透析患者受入に関す

る情報提供依頼書（兼回答票）」（別記様式２）を用いてすべての都県へ依

【発災直後の被害状況共有を行う目安】 

（1）震度6弱以上の地震が発生したとき 

（2）災害救助法が適用となる自然災害が発生または見込まれるとき 

（3）そのほか、被災都県の構成員が必要と認めたとき 

【情報提供依頼を行う際の伝達事項】 

（1）都県内透析医療機関の被災状況 

（2）受入支援が必要な患者数および患者リスト 

（概算でも可、入院必要な方と通院可能な方の内訳があるとなおよい） 

- 113 -



 

頼する。ただし、緊急の場合は口頭での依頼を可とする。 

 

第５ 患者受入可能人数等の報告 

  依頼を受けた都県は、各都県透析医会及び臨床工学技士会等と連携し、受入

可能な人数や空き病床等について、被災都県へ速やかに報告する。 

  報告の方法は、「日本透析医会 災害時情報ネットワーク」を活用するほか、

「透析患者受入に関する情報提供依頼書（兼回答票）」（別添様式２）により

報告する。 

 

第６ 透析患者の受入依頼 

被災都県は、他都県からの回答に基づき、受入を依頼する患者と受入先を

調整し、受入先都県に対して、透析患者の広域連携に基づく受入について依

頼を行う。 

受け入れの依頼を行う際は、受け入れ支援の実施にあたっての費用負担等

も検討する必要があることから、都道府県間の災害時協定や災害救助法によ

る救助の支援要請等、依頼の拠り所について予め明確にしておく方がよい。 

（依頼の根拠については、①知事会協定等、各都県の災害時相互応援協定

に基づく要請、または②被災都県で災害救助法が適用されている場合は、同

法に基づく救助の支援要請などが考えられる。被災都県が受入依頼の際に

は、その根拠を明確にする必要がある。ただし、緊急時により議論のいとま

がないときは、その根拠について後日整理することとして、構成都県の間で

速やかに受入調整を進める方法も考えられる。） 

 

第７ 受入先医療機関の調整 

受入依頼を受けた都県は、自らの都県の透析医療機関と調整を行い、最終

的な受入先医療機関について調整を行う。 

 

 

第８ 連絡会議構成都県以外の道府県との連携 

このルールは、連絡会議構成都県以外の道府県との災害時の連携を妨げる

ものではない。 

 

第９ その他 

以下の事項については災害の被災状況や受入患者数の規模等に応じて、関

係機関も含め調整を要する事項とする。また、今後のルール化を図るべき検

討事項とする。 

・搬送体制の確保について 

・通院患者における宿泊施設等の確保と調整 
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【広域連携フロー図】 
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【メールリスト】 令和６年７月更新

都県 優先順位 担当者職氏名 メールアドレス

1 宮武　潤平 as.mameri3838@gmail.com

2 上野　隆之 a3530-02@pref.saitama.lg.jp

3 中山　悠子 a3620-01@pref.saitama.lg.jp

4 羽毛田　聡美 a3620-01@pref.saitama.lg.jp

1
透析災害医療

コーディネーター
さいたま赤十字病院 雨宮　守正 morimasa1208@gmail.com

1 さいたま赤十字病院  鑓田　晋治 src.me.yarita@gmail.com

2 北里大学メディカルセンター 新井　実延 arai-m71@insti.kitasato-u.ac.jp 

3 練馬光が丘病院 安藤　勝信 kando118@nifty.com

4 埼玉医科大学 山下　芳久 yysmucet@saitama-med.ac.jp 

1 主任　熊川　竜 kumagawa-r@pref.gunma.lg.jp

2 係長　林　利幸 hayashi-toshi@pref.gunma.lg.jp

1
透析災害医療

サブコーディネーター
さるきクリニック 猿木　和久 kazusa301416@mail.wind.ne.jp

1
透析医会

臨床工学技士会
西片貝クリニック 山根　雅樹 touseki6533@yahoo.co.jp

1 主査　津久井　祐弥 tsukuiy2002@pref.tochigi.lg.jp

2 副主幹　槌谷　和之 tsuchiyak02@pref.tochigi.lg.jp

1 透析医会 奥田クリニック 院長　奥田　康輔 okudadr@okudacl.com

1 臨床工学技士会
せいいかいメディカルクリニック

OYAMA
阿部　政利 blra3r21a@gmail.com

1 課長代理  後藤　緑 Midori_Gotou@member.metro.tokyo.jp

2 深井　園子 Sonoko_Fukai@member.metro.tokyo.jp

1 医療法人社団　石川記念会 安藤　亮一 randogogo@gmail.com

2 下落合クリニック 菊地　勘 kankikuchi@nifty.com

3 東京医科大学八王子医療センター 尾田　高志 takashio@tokyo-med.ac.jp

1 東邦大学大橋病院 岡本　裕美 okamoto777@oha.toho-u.ac.jp

2 神奈川工科大学 川﨑　路浩 kawasaki@cet.kanagawa-it.ac.jp

3 東京女子医科大学 安部　貴之 abe.takayuki@twmu.ac.jp 

4 稲城市立病院 梅田 太一朗 counterblow.taichi@gmail.com

1 政策企画員　片桐　剛

2 主任　星野　貢

3 主事　川村　庸

1 新潟大学医歯学総合病院 山本　卓 yamamots@med.niigata-u.ac.jp

2 魚沼基幹病院 飯野　則昭 niino@med.niigata-u.ac.jp

3 向陽メディカルクリニック 青池　郁夫 kmc8686@an.wakwak.com

1
会長

（済生会新潟県央基幹病院）
泉　祐一 u1.izumi@gmail.com

2
災害対策委員長

(新潟大学医歯学総合病院）
長谷川　進 susumu@med.niigata-u.ac.jp

3
災害対策副委員長

(信楽園病院）
星野　一 hajimy1006@gmail.com

埼玉県

群馬県

栃木県

東京都

新潟県

保健医療部
医療整備課

群馬県
健康福祉部

医務課

新潟県透析医会

新潟県臨床工学技士会

臨床工学技士会

透析医会

透析医会
臨床工学技士会

ngt040320@pref.niigata.lg.jp

栃木県
保健福祉部
健康増進課

東京都
保健医療局
保健政策部
疾病対策課

新潟県
福祉保健部

地域医療政策課

保健医療部
薬務課

埼玉県

所属

緊急時連絡網      別記様式1 
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都県 優先順位 担当者職氏名 メールアドレス

1
疾病対策グループ

主事　神戸　章

2
疾病対策グループ

主任主事　小野寺　萌

3 課長　津島　志津子 ishiyama.jjnf@pref.kanagawa.lg.jp

1 本部事務局長 矢尾　淳 info@kanagawa-dc.jp

2 ロジスティックス部会長 岡田　悟 ezw02077@nifty.ne.jp

3 会長 宍戸　寛治 JDJ00172@nifty.com

1 東野　綺寧 a.touno@pref.ibaraki.lg.jp

2 綿引　美保子 mi.watahiki@pref.ibaraki.lg.jp

3 武村　知己 t.takemura@pref.ibaraki.lg.jp

1 水戸済生会総合病院 海老原　至 itaruebi@yahoo.co.jp

2 筑波大学 斎藤知栄 chie.saito@md.tsukuba.ac.jp

1 なめがた地域医療センター 浅野　和志

3 JAとりで総合医療センター 佐藤　長典 cohositu@toride-medical.or.jp

2 茨城県立中央病院 前澤利光 hydrangea.2330@gmail.com

1 技師　伊藤秀樹

2 主事　梶山麗也

3 室長　中澤文男

1 透析医会 みはま病院 正井基之 m.masai@seijinkai.org

透析医会事務局 みはま病院 武田稔男 t.takeda@seijinkai.org

1 臨床工学技士会 東葛クリニック病院 新海洋平 lef06503@nifty.com

- 東葛クリニック病院 稲田陽司 y.inada@mbj.nifty.com

- さとうクリニック 鈴木貴大 thika1105@gmail.com

- 東都大学 渋谷 泰史 yasufumi.shibuya@tohto.ac.jp

jin99@pref.kanagawa.lg.jp

神奈川県
透析危機対策協議会

茨城県

茨城県透析医
災害対策連絡協議会

茨城県臨床工学技士会

保健医療部
疾病対策課

神奈川県
健康医療局
保健医療部

がん・疾病対策課

千葉県
千葉県健康福祉部

医療整備課医療体制整備室
ryosei2@mz.pref.chiba.lg.jp

神奈川県

茨城県

所属

千葉県
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　　【緊急連絡網（電話）】 令和6年7月更新

都県
優先
順位

氏名 電話番号 都県
優先
順位

氏名 電話番号

1 宮武　潤平 ← 1 東野　綺寧

2 上野　隆之 2 綿引　美保子

3 中山　悠子 048-830-3624 3 武村　知己

　↓ ↑

1 熊川　竜 1 神戸　章

2 林　利幸 2 小野寺　萌

　↓ 3 津島　志津子

1 津久井　祐弥 ↑

2 槌谷　和之 1 片桐　剛

　↓ 2 星野　貢

1 後藤　緑 03-5320-4476 3 川村　庸

2 深井　園子 03-5320-4470

栃木県

東京都

新潟県 025-256-8924

埼玉県

神奈川県
045-210-1111

（内4739）

群馬県 027-226-2534

茨城県

048-830-3643

028-623-3086

029-301-3220

（電話連絡のルール）

①原則として被災した都県が次の都県に電

話する。

②次の都県に電話する場合は、優先順位上

位の者に電話し、誰か一人でも伝達できた

時点で終了とする。全員につながらない場

合はその次の都県へ伝達を行う。
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透析患者受入に関する情報提供依頼書    別記様式 2 

 

 透析患者の受入可能人数について、情報提供をお願いします。 

 

黄色枠 被災都県記入               青枠 依頼先都県記入 

依頼都県（被災都県） 依頼先都県 

（都県名）        全構成都県 あて 

or 

（都県名）      あて    

担当者 ：○○課 ○○ 

電 話 ：  -    -   

メール ：      @   

発出日時：  月 日   ：   受信日時：  月 日   ：   

（災害の概要、被災した透析医療機関数、透析患者数等） 

 

 

 

 

（添付資料）□にチェック記入 

□被災状況とりまとめ資料 

□支援が必要な透析患者リスト  

□その他（                            ） 

透析患者受入に関する情報提供依頼書回答票 

 

回答都県 

○○都県 
担当者 ○○課 ○○ 

電 話  

メール  

回答日時  

受入可能人数 
 

（うち、入院患者  名）   

受入可能施設数 
 

※詳細は災害透析ネットワークで確認をしてください。 
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